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男女共同参画シンボルマーク

女性に対する暴力根絶のためのシンボルマーク

　内閣府男女共同参画局では、平成２１年に男女共同参
画社会基本法制定１０周年を迎えるにあたり、男女共同参
画のシンボルマークを作成しました。
　このシンボルマークは、男女が手を取り合っている様子を
モチーフにし、互いに尊重しあい、共に歩んでいけたらと
いう願いをこめています。

　夫・パートナーからの暴力、性犯罪、売買春、セクシュアル・
ハラスメント、ストーカー行為等女性に対する暴力は、女
性の人権を著しく侵害するものであり、男女共同参画社会
を形成していく上で克服すべき重要な課題です。
　内閣府男女共同参画局では、これら女性に対する暴力の
問題に対する社会における認識を更に深めていただくため、
「女性に対する暴力根絶のためのシンボルマーク」を制定し
ました。
　このシンボルマークは、女性が腕をクロスさせた姿を描
いており、女性の表情、握りしめたこぶし、クロスさせた腕
により、女性に対する暴力を断固として拒絶する強い意志を
表しています。

※　上記の掲載については、いずれも内閣府男女共同参画局の承諾を得ています。



本書は、「埼玉県男女共同参画推進条例（平成１２年４月１日施行）」第１４条に基づき、平成２９年度の

男女共同参画の推進状況及び推進に関する施策の実施状況を明らかにするために作成した報告書です。

本書を通じて多くの方が男女共同参画についての理解と関心を深め、家庭や職場、地域など身近な

ところから男女共同参画社会づくりを進めていただければ幸いです。

男女が共に個性と能力を発揮でき、
人権が尊重された埼玉の実現を目指して

第１部 埼玉県における男女共同参画の状況

本県の人口概況とともに、男女共同参画の推進状況として、分野ごとに各種統計、

調査等によるデータをまとめました。

第２部 埼玉県の男女共同参画施策の実施状況

男女共同参画基本計画の体系・推進指標の達成状況や事業の実績等について記載し

ました。

第３部 市町村における男女共同参画施策の推進状況

県内市町村における男女共同参画に関する条例の制定、計画の策定状況等をまとめ

ました。

第４部 資料編

埼玉県男女共同参画推進条例や、男女共同参画に関する年表などを掲載しました。
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本県の人口概況とともに、男女共同参画の推進状況として「女性の社会参画」「労働」「家庭生活」「防災」
「男女共同参画に関する意識」「教育」「女性に対する暴力の根絶」「健康・福祉」の分野ごとに、これまで
の各種統計、調査等によるデータなどをもとにまとめました。

※ 統計データについては、できるだけ新しい数値を盛り込むよう努めました。データ名や出典については本文やグ
ラフ中に記載しています。特にことわりのない場合、本県のデータを示しています。
なお数値については、単位未満四捨五入のため合計とは必ずしも一致していないところがあります。

第１部 埼玉県における
男女共同参画の状況
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■埼玉県における男女共同参画の状況

○人口概況

１ 人口と世帯
（１）人口ピラミッド

※ 県統計課「埼玉県町（丁）字別人口調査結果報告」より。

平成３０年１月現在、本県の人
口は約７３６万人で、内訳は女性
が約３６７万人、男性が約３６９万人
である。
また、平均年齢は４５．７歳で前
年に比べて０．３歳の上昇となり、
男女別にみると、女性が４４．６歳、
男性が４６．８歳である。
平成１０年（２０年前）と比較す
ると、年少人口、生産年齢人口
はともに減少し、６５歳以上の老
年人口が増加している。

（２）核家族世帯の割合

※ 総務省（国勢調査）より。

本県一般世帯数に占める核家
族世帯の割合は、６１．５％と全国
平均（５５．９％）より５．６ポイン
ト高く、奈良県に次いで全国２
位となっている。

２ 人口動態
（３）合計特殊出生率の推移

※ 厚生労働省「人口動態統計」より。

本県の平成２９年の合計特殊出
生率※は１．３６（全国第３８位）で
ある。
第二次ベビーブームの頃（昭
和４６～４９年）は２．４前後であっ
たが、平成１６年に過去最低の
１．２０を記録した後は、僅かでは
あるが増加の傾向にある。

※合計特殊出生率…１５歳から４９歳まで
の女性の年齢別出生率を合計したも
ので、一人の女性が仮にその年次の
年齢別出生率で一生の間に子供を産
むとした子供の数。
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（４）高齢化率の見通し

※ 平成２７年までは総務省「国勢調査」、平成３２年以降は国立社会保障・人口問題研究
所「日本の地域別将来推計人口（平成３０年３月推計）」より。

本県の高齢化率※１は、平成２７
年（２０１５年）の国勢調査では全
国で６番目の低さとなっている。
しかし、平成１７年から２７年まで
の１０年間では８．４ポイント増加
し、奈良県に続いて高齢化が進
んだ。

※１ 高齢化率…総人口に占める６５歳
以上の割合。

※２ 国勢調査の数値について、平成
２２年度から「不詳」数を分母に
含めない方法で算出されており、
平成１７年度の数値は総務省統計
局が同様の算出方法で再計算し
た数字を採用。

○女性の社会参画

１ 政治への参画
（５）本県議会における女性の立候補者及び議員の状況

※ 県市町村課より

平成２７年４月に行われた本県
議会議員選挙において、１６４人
の立候補者のうち女性は２８人で、
昭和５８年以降最も多くなった。
また、当選者数は９３人中女性
が１０人で、その割合は１０．８％と
なった。

（６）市町村議会の状況（各年１２月３１日現在）

※ 総務省「地方公共団体の議会の議員及び長の所属党派別人員調等」より。

平成２９年１２月現在、県内市町
村議会議員における女性の数は
２５９人（市２０４人、町村５５人）で、
その割合は、市が２１．３％、町村
が１８．３％、全体で２０．５％である。
女性議員の割合は、１位は東
京都（２６．７％）で埼玉県は全国
４位となっている。
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27.0 27.0 

27.6 27.6 

26.6　26.6　26.526.5

25.725.7

25.225.2

24.324.3

24.024.023.923.9

23.323.3

8

10

12

14

16

18

20

県
869人
県

869人
全国
40,098
人

全国
40,098
人

女性
155人

（17.8%） 

女性
155人

（17.8%） 

男性
714人

（82.2%） 

男性
714人

（82.2%） 

女性
7,474 人
（18.6％）

女性
7,474 人
（18.6％）

男性
32,624 人
（81.4％）

男性
32,624 人
（81.4％）

（平成30年4月1日現在） 女性の割合の推移

全国
県

（％）

H28H25 H26 H27H24H23H22 H30

18.6

17.816.2

15.5

16.9

16.6

16.8

16.6

18.1

17.7

18.6

17.9

18.5

18.2 18.3

19.1

H29

18.1

18.4

２ 審議会等への参画
（７）審議会等における女性の委員数と割合の推移

※ 県男女共同参画課より。

平成３０年４月現在、本県の審
議会等委員総数１，４７３人のうち、
女性の委員は５７１人で、その割
合は３８．８％（前年比１．８ポイン
ト増）である。

（８）市町村審議会等における女性の委員数と割合の推移
（広域で設置している審議会等の委員数を含む）

※ 県男女共同参画課より。

平成３０年４月現在、県内市町
村の審議会等委員総数３０，４３６人
のうち、女性の委員は８，３９２人
で、その割合は２７．６％である。

※さいたま市のみ平成３０年３月３１日現在

３ 司法への参画
（９）弁護士の男女比

※ 日本弁護士連合会事務局より。

本県の弁護士総数８６９人のう
ち、女性の弁護士は１５５人（前
年比５人増）である。また、そ
の割合は１７．８％で、全国平均
（１８．６％）より０．８ポイント低
くなっている。
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45
（％）

H29H26 H28H27H25H24H23H22H21H20 H30

35.334.633.833.332.6

39.7

16.516.115.314.513.8

22.0

5.7

36.0

17.2

6.4

37.436.9

19.018.2

7.0 7.5

38.4 39.3

20.2 21.1

8.7 9.1

5.45.35.04.9

9.6

（年度）

女性職員の割合
女性役付職員の割合（主査級以上）
副課長級以上の女性役付職員の割合

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

女性職員の割合
女性役付職員の割合（係長級以上）
管理職相当職以上の女性役付職員割合

（％）

（年度）H27 H28 H29 H30H26H25H24H23H22H21H20

38.538.2 37.236.836.536.3 35.7 

25.7 
24.6

22.922.221.722.021.4

10.4

38.8 

26.2

11.0

39.5 38.7

27.7

11.9
13.0

9.89.79.510.09.7

28.6

13.6 

40.4 

29.6 

14.1 

0
大阪府 高知県 全国埼玉県

（20位）
東京都 沖縄県香川県

15.4

12.8

5.4
4.8

9.49.9
10.6

2

4

6

8

12

16

10

14

（％）

４ 県・市町村における女性の職員
（１０）県における女性の職員・役付職員の割合

※ 県人事課より。

平成３０年４月１日現在、本県
の女性職員は９，７４４人中３，８７２人
で、割合は３９．７％となっている。
また、女性役付職員（主査級以
上）は、４，３７４人中９６１人（２２．０％）、
そのうち副課長級以上の女性管
理職は８９９人中８６人（９．６％）で
あり、いずれもその割合は年々
高まっている。
※全任命権者（教育・警察除く）

平成３０年４月１日現在、県内
の市町村における職員数のうち
女性職員の割合は４０．４％、女性
役付職員の割合は２９．６％である。
また、管理職相当職以上の職
員のうち、女性職員の割合は
１４．１％となっている。

（１１）市町村における女性の職員・役付職員の割合

※ 県男女共同参画課より。

５ 地域における参画
（１２）自治会長に占める女性の割合

※ 内閣府「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の
推進状況（平成２９年度）」より。

平成２９年４月１日現在、自治
会長に占める女性の割合は
４．８％（全都道府県中２０番目）
であり、全国平均の５．４％より
下回っている。
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（％）

0

20

40

60

80

100

65
歳
以
上

60
〜
64
歳

55
〜
59
歳

50
〜
54
歳

45
〜
49
歳

40
〜
44
歳

35
〜
39
歳

30
〜
34
歳

25
〜
29
歳

20
〜
24
歳

15
〜
19
歳

平成27年（県）男性

平成27年（県）女性

平成27年（全国）女性

平成22年（県）女性

64.9

15.9

76.7
67.4

60.5
66.2

70.1

92.6

70.8 73.8 72.2
65.1

48.6

16.5

（％）

H25H24H23H22H21H20H19 H29

14.4
15.3

13.713.8
12.712.4

係長担当
課長担当
部長担当

7.98.1
7.07.26.66.5

5.1

H26 H27

15.4

8.5

6.0

16.2

9.2

6.2

H28

17.0

9.8

6.6

18.6 18.4

10.3 10.9

6.3
4.95.1

4.24.94.14.1

0

4

2

6

8

10

12

14

20

18

16

平成19年

2.5

22.022.0 23.723.7 22.222.2 22.822.8 6.96.9

2.5

18.918.9 23.223.2 26.526.5 20.120.1 8.88.8

2.9

19.819.8 20.420.4 28.528.5 21.421.4 7.17.1

15～19歳 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～64歳

平成24年

平成29年

0 20 40 60 80 100（％）

○労働

1 女性の就業率
（１３）年代別の女性の就業率

※ 総務省「平成２７年国勢調査」より。

平成２７年の本県の女性就業
率※を年代別にみると、２５～２９
歳の層の７６．７％と４５～４９歳の層
の７３．８％を２つの頂点として、
３５～３９歳の６６．２％を底とするＭ
字型曲線を描いている。平成２２
年より上昇したものの、Ｍ字型
の底は、本県の男性や全国の女
性の数値と比較しても、依然低
い状況にある。

※就業率…１５歳以上の人口のうち、就
業者の割合
（就業者とは、調査期間中収入を伴
う仕事を少しでもした人をいう。）

2 民間企業等における女性
（１４）階級別役職者に占める女性割合の推移（全国）

※ 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」より。

平成２９年の全国の民間企業等
（従業員数１００人以上）におけ
る役職者を階級別にみると、部
長相当職は６．３％、課長相当職
は１０．９％、係長相当職は１８．４％
であり、長期的にみると増加傾
向にある。

3 女性の雇用者の状況
（１５）女性雇用者（１５～６４歳）の年代別比率推移

※ 総務省「平成２９年就業構造基本調査」より。

本県の１５～６４歳の女性雇用者
１，５４４千人を年代別にみると、
前回調査（平成２４年）から比べ
て、３０歳代、６０歳以上の比率は
減少したが、その他の年代では
増加した。
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女性

男性

39.439.4

76.476.4 12.312.3 8.38.3

48.448.4 4.54.5

0 20 40 60 80 100 

正規の職員・従業員

正規の職員・従業員 非正規の職員・従業員

パート・アルバイト

労働者派遣事業所の派遣社員

その他

契約社員・嘱託

1.91.9
5.95.9

1.31.31.81.8

0

1

2

3

4

5

6

7
（万人）

0

10

20
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40

50

60

70
（％）

年齢（歳）
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～19

20
～24

25
～29

30
～34

35
～39

40
～44

45
～49

50
～54

55
～59

60
～64

8.08.0

36.636.6

66.366.3

女性の就業希望者数 女性無業者のうち、就業を希望する人の割合

64.664.6
60.360.3

62.362.3

52.852.8

44.144.1

29.829.8

19.719.7

10,20010,200
19,30019,300

23,00023,000

39,30039,300
41,90041,900

45,90045,900

37,70037,700
27,30027,300

19,00019,000 20,10020,100

0

60

70

80

90

100

H9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29（年）

（男性の所定内給与額＝100）

県
全国

63.5

63.1

72.3

72.2

74.3

72.2

※数字はＨ９・Ｈ２６～Ｈ２９の数値

74.4
74.9

73.0 73.4

（１６）女性の雇用者に占める非正規雇用者の割合

※ 総務省「平成２９年就業構造基本調査」より。

本県の女性雇用者（役員を除
く）に占めるパート・アルバイ
トの比率は４８．４％で、全国平均
４４％より高くなっている。
非正規雇用は女性の約６割を
占める一方、男性では２割超と
なっている。

※パート、アルバイト等の雇用形態は
勤め先での呼称による。

（１７）女性無業者のうち就業を希望する人数

※ 総務省「平成２９年就業構造基本調査」より。

本県の就業していない女性
１５６万人のうち、就業を希望す
る女性は３０～４０歳代を中心に３４
万１千人（２１．８％）いる。その
割合は、全国で４番目に高く、
全国１９．３％に比べて２．５ポイン
ト高くなっている。

4 賃金
（１８）男女の賃金格差の推移

※ 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」より。

本県における平成２９年の男性
一般労働者の平均賃金水準（所
定内給与額※）を１００（３２５，２００
円）としたとき、女性一般労働
者の給与水準は７４．４（２４２，０００
円）となっており、格差は長期
的には縮小傾向にある。

※所定内給与額…決まって支給する現
金給与額のうち、超過労働給与額を
差し引いた額をいう。
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男性（601人）

［希望］ ［現実］女性（799人）

無回答

家庭生活
（家事・子育て・介護）に専念

どちらかといえば、仕事や自分の
活動よりも家庭生活を優先

仕事や自分の活動と
家庭生活を同時に重視

どちらかといえば、家庭生活よりも
仕事や自分の活動を優先

仕事や趣味・ボランティアなどの
自分の活動に専念

3.0

1.8

12.0

40.8

32.1

10.3

3.5

14.0

29.3

37.9

9.9

5.4

3.2

2.7

17.1

55.7

8.8

12.5

2.5

8.1

16.4

55.1

7.0

10.9

0 10 20 30 40 50 600102030405060

（％）
0 20 40 60 80 100

（％）

制度あり 制度なし

87.887.8 12.212.2中小企業

大企業 95.195.1 4.94.9

短時間勤務制度

所定外労働の免除

子の看護休暇

法定時間外労働制限、
深夜業免除

フレックスタイム制度

始業・終業の繰上繰下

育児サービス等
費用援助

事業所内保育施設設置

時間単位有給休暇取得

転勤・配置転換の配慮

再雇用制度

在宅勤務制度

整備状況 整備している制度

中小企業

大企業

0

10

20

40

60

80

30

50

70

90

100

女性
男性

（％）

H27H26 （年）H25H24H23H22H21H20H19 H29H28

94.2
89.5

92.589.991.8
96.3

91.891.8

79.5

89.4

2.1

95.5

3.13.10.40.32.7
6.1

0.5

7.9
2.1 2.3

５ 家庭と仕事の両立支援
（１９）家庭生活の優先度

※ 県男女共同参画課「平成２７年度意識・実態調査」より。

希望・現実ともに、「仕事や
自分の活動と家庭生活を同時に
重視」が男女双方で最も多い。
【現実】で２番目に多いのは、
女性が「どちらかといえば、仕
事や自分の活動よりも家庭生活
を優先」で、男性が「どちらか
といえば、家庭生活よりも仕事
や自分の活動を優先」となって
いる。

（２０）仕事と育児の両立支援

※ 県勤労者福祉課「平成２９年度埼玉県就労実態調査」より。

仕事と育児の両立支援制度の
ある事業所は、県内中小企業で
８７．８％であった。大企業では
９５．１％が支援制度があると回答
している。さらに、両立支援の
内容をみると「短時間勤務制
度」が中小企業では６２．１％、大
企業では８５．４％と最も多い。

（２１）育児休業取得率（県内中小企業）

※ 県勤労者福祉課「埼玉県就労実態調査」より。

平成２８年４月１日から平成２９
年３月３１日までの１年間に出産
した女性労働者及び配偶者が出
産した男性労働者について、中
小企業における育児休業の取得
率をみると、女性は８９．４％、男
性は７．９％となっている。

※参考…県内大企業での育児休業取得
率
女性労働者：９５．６％
男性労働者： ４．７％
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中小企業

整備状況 整備している制度

（％）

78.778.7 21.321.3

90.390.3 9.79.7

短時間勤務制度

介護休暇
法定時間外労働制限、

深夜業免除

所定外労働の免除

始業・終業の繰上繰下

時間単位有給休暇取得

転勤・配置転換の配慮

再雇用制度

フレックスタイム制度

在宅勤務制度

介護サービス等費用援助

大企業

0 20 40 60 80
（％）

制度あり

中小企業

大企業

制度なし

0 5 10 15 20 25 30051015202530

結婚や出産にかかわらず、仕事を続ける

子育ての時期だけ一時やめ、
その後はフルタイムで仕事を続ける
子育ての時期だけ一時やめ、

その後はパートタイムで仕事を続ける
学校卒業時は仕事を持たず、

結婚後または子育て終了後から仕事を持つ
子どもができるまで仕事を持ち、

子どもができたら家事や子育てに専念する
結婚するまで仕事を持ち、
結婚後は家事などに専念する

仕事は持たない

その他

わからない

無回答 3.0
1.9

4.7
3.4

4.8
4.6

2.0
0.3

5.7
6.5

18.8
12.5

5.8
5.6

17.5
24.8

21.1
20.4

16.6
20.0

4.8
2.6

10.3
6.5

3.0
5.8

3.0
3.1

12.5
12.6

15.1
11.1

6.3
5.4

24.0
25.5

10.5
9.0

10.5
18.3

【現実】 【理想】女性 男性

常勤

パート

自営

その他

5.8 5.8 

4.14.1

2.22.2

2.22.2
7.47.4 15.215.2 50.050.0 23.023.0

32.332.340.440.414.814.8
5.25.2

3.23.2

2.72.7
11.711.7 15.415.4 45.945.9 21.121.1

13.713.730.030.021.021.021.521.58.08.0

3.23.2

（２２）仕事と介護の両立支援

※ 県勤労者福祉課「平成２９年度埼玉県就労実態調査」より。

仕事と介護の両立支援制度の
ある事業所は、県内中小企業で
７８．７％であった。大企業では
９０．３％が支援制度があると回答
している。
利用できる制度として最も多
いものは「短時間勤務制度」で、
中小企業が５４．５％、大企業が
７７．８％となっている。

○家庭生活

１ ライフスタイル
（２３）女性の働き方の理想と現実

※ 県男女共同参画課「平成２７年度意識・実態調査」より。

女性の働き方について、現実
では男女とも「子育ての時期だ
け一時やめ、その後はパートタ
イムで仕事を続ける」が最も多
くなっている。理想では女性は
「子育ての時期だけ一時やめ、
その後はパートタイムで仕事を
続ける」が最も多く、男性は「子
育ての時期だけ一時やめ、その
後はフルタイムで仕事を続け
る」が最も多くなっている。
※女性の働き方の実態は、女性を「自
分自身の働き方」、男性を「妻の働
き方」とする。

（２４）従業上の地位別に見た妻の家事分担割合（全国）

※ 国立社会保障・人口問題研究所「第５回全国家庭動向調査：平成２５年」より。

妻が「常勤」で働く世帯では、
「パート」「自営」「その他」と
比べて、妻の家事分担割合は相
対的に少ない。それでも夫の家
事分担割合がゼロの世帯は
１３．７％と、フルタイムで働く妻
を持つ夫の７人に１人はまった
く家事をしていない。
また、専業主婦の世帯でも

２３．０％の夫が家事をしていない。

※「その他」…大多数は仕事を持たない
いわゆる専業主婦
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家事 育児
0 50 100 150 200 250

全国

埼玉県

全国

埼玉県

H28

H23

（分）
介護・看護

計189分/週計189分/週

計203分/週計203分/週

計175分/週計175分/週

計168分/週計168分/週

1414

1414

1414

77

4242

4949

3535

4949

133133

140140

126126

112112

（千人）

0

200

400

600

800

1,000

1,200
（％）

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

全国千葉県奈良県埼玉県千葉県埼玉県神奈川県

5.1

15.115.2

16.5

833833

1,0741,074
1,1311,131

255255
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女性
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（分）
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大阪府東京都奈良県埼玉県神奈川県千葉県

女性 男性

男性・全国
平均（85分）

女性・全国
平均（71分）

112 112
106 103 101

9087
94

82
79

85
79

２ 男性にとっての男女共同参画
（２５）男性の家事・育児・介護等の時間数（週当たり）

※ 総務省「社会生活基本調査」より。

本県の１０歳以上の男性につい
て、週当たりの生活時間をみる
と、前回調査時（平成２３年）と
比べて育児時間は変わらないも
のの、家事及び介護・看護時間
が長くなっている。育児を含め
た全体の時間数は３５分（１日当
たり５分）長くなり、全国平均
を上回った。

（２６）他都県への通勤・通学者数とその割合

※ 総務省「平成２７年国勢調査」より。

他都県への１５歳以上の通勤・
通学者数は約１０７万人で、神奈
川県に次いで全国２位であり、
その割合は全国１位となってい
る。

通勤・通学時間

※ 総務省「平成２８年社会生活基本調査」より。

また、１０歳以上の県民が通勤
・通学にかける時間は男女とも
に長く、男性は１０６分で千葉県、
神奈川県に次ぎ全国３位、女性
も８２分と全国で４番目の長さと
なっている。

通
勤
・
通
学
者
数

割
合
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上段：男性
下段：女性

40～44歳

35～39歳

30～34歳

25～29歳

15歳以上
総数

16.7

17.0

16.2

14.4

14.3

3.4

4.4

5.0

6.5

5.1

18.6

【全国】【埼玉県】

20.5

18.5

14.0

15.1

4.1

3.2

5.9

7.7

5.0

0 5 10 15 20 250510152025

（人）

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

H29 H30H27 H28H26H25H24H23H22

各年 4月 1日現在の
待機児童数

※1

※2

1,310

1,186

1,075

902 905

1,097
1,026

1,258

1,552

市町村
（計2,174人）

男性（1,967人）
90.5%

女性（207人）

9.5%

女性（207人）

9.5%

男性（62人）
91.2％

女性（6人）

8.8%

女性（6人）

8.8%

埼玉県
（計68人）

（２７）子育て世代の長時間労働（週６０時間以上就業している人の割合）

※ 総務省「平成２９年就業構造基本調査」より。

本県の年間就業日数２００日以
上の男性（１５歳以上）のうち、
週６０時間以上就業している男性
の割合は、全国（１４．３％）より
０．８ポイント高く、１５．１％とな
っている。
さらに、２５～４４歳の子育て世
代では１８．２％と、全国（１６．２％）
より２．０ポイント高い。

３ 子育ての社会的支援
（２８）保育所待機児童数

※ 県少子政策課より。

本県の平成３０年４月１日現在
の待機児童数は１，５５２人で、前
年（１，２５８人）から２９４人増加し
た。

※１・２ 平成２７・２９年４月に待機児
童の定義を変更

○防災

１ 防災分野における参画
（２９）県・市町村防災会議での女性委員の割合

※ 男女共同参画課より。

平成２９年４月１日現在、本県
の防災会議での女性委員が占め
る割合は、８．８％（６８人中６人）
で、全国平均（１４．９％）より６．１
ポイント低くなっている。
県内市町村では総数２，１７４人
のうち女性は２０７人（９．５％）で
あり、防災会議の設置されてい
る６２市町中４市町に女性委員が
いない。
（全国の値は内閣府「男女共同参画白
書平成３０年版」より）
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（人） （％）

H26 H29H27H25H24H23H22

3.43.4 3.63.6
3.13.12.92.92.72.7

487
509

4.34.3
4.64.6

623
656

H28

3.93.9

552

442
411

390

消防団員に占める女性の割合（右軸）
女性消防団員数（左軸）
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4

6

8

10

（年度）
0
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女
性

男
性

家庭
教育
職場
政治

地域活動の場
社会通念や風潮
法律や制度
社会全体

家庭
教育
職場
政治

地域活動の場
社会通念や風潮
法律や制度
社会全体

（％）

1.51.52.12.130.330.341.141.125.025.0

10.510.5 51.251.2 31.631.6 5.05.0 1.71.7
34.634.6 29.329.3 26.626.6 7.37.3 2.22.2

8.08.0 58.258.2 24.024.0 6.76.7 3.23.2
26.326.3 28.328.3 27.627.6 14.614.6 3.23.2

15.315.3 48.648.6 24.024.0 9.59.5 2.72.7
17.817.8 49.149.1 24.324.3 6.26.2 2.72.7

41.141.1 15.315.3 19.519.5 21.521.5 2.72.7
45.145.1 24.124.1 24.624.6 4.24.2 2.02.0

4.04.026.526.525.825.815.315.328.428.4
3.53.512.312.326.326.345.445.412.512.5
2.82.810.810.824.924.957.657.64.04.0
2.42.417.517.535.235.234.034.010.910.9
2.42.48.08.021.521.564.764.73.43.4
2.02.015.915.933.333.336.536.512.312.3
1.91.96.46.432.232.256.656.63.03.0

平等になっている 平等になっていない どちらともいえない わからない 無回答

0 20 40 60 80 100

平成15年

平成18年

平成21年

平成24年

平成27年

平成15年

平成18年

平成21年

平成24年

平成27年

（％）

女
性

男
性

15.515.5 28.028.055.455.4

26.126.1 24.124.148.948.9

12.512.5 28.628.657.957.9

24.424.4 25.925.949.249.2

11.111.1 35.735.751.051.0

22.122.1 36.936.939.739.7

9.59.5 33.933.954.854.8

18.618.6 40.240.239.339.3

1.01.0

0.80.8

0.70.7

0.30.3

0.60.6

0.30.3

0.60.6

0.90.9

0.10.1

0.20.2

0.20.2

10.010.0 31.731.755.755.7
1.31.3
1.41.4

0.20.2

18.018.0 29.829.848.348.3
1.21.2
2.82.8

1.51.5

1.01.0

1.21.2

1.01.0

同感する どちらともいえない同感しない わからない 無回答

0 20 40 60 80 100

（３０）消防団員に占める女性の割合

※ 県消防防災課より。

平成２９年４月１日現在、本県
の女性消防団員数は、１４，２９７人
中６５６人（４．６％）であり、年々
その割合は増加している。
また、全国では２．９％となっ
ており、県が１．７ポイント上回
っている。（全国の値は消防庁
「消防防災・震災対策現況調
査」より）

○男女共同参画に関する意識

１ 男女平等に関する意識
（３１）男女の地位の平等感

※ 県男女共同参画課「平成２７年度意識・実態調査」より。

男女平等に関する意識では、
男女の地位が「平等になってい
る」と感じるのは男女ともに【家
庭】や【教育】の場で多い。一
方で、【職場】【政治】【社会通
念や風潮】では不平等感が強く
なっている。

２ 性別による役割分担意識
（３２）性別役割分担意識～男性は仕事、女性は家庭～

※ 県男女共同参画課「意識・実態調査」より。

「男性は仕事、女性は家庭」
という考え方に対して、「同感
しない」は男性で半数近くにな
り、「同感する」は女性、男性
ともに前回調査より減少した。
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（％）

小学校
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中学校
（356校）

高等学校
（143校）

特別支援学校
（38校）

17.517.5

82.582.5
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私立高校
54校

83.3%
（45校）

91.7%
（133校）

7.4%
（4校）

4.8%
（7校）

3.4%
（5校） 9.3%

（5校）

公立高校
145校

共学校
女子校
男子校

0.7%1.4%0.3%
0.4%

4.9%4.9%4.9%

0.7%0.7%0.7%
0.1%0.1%0.1%

3.5%3.5%3.5%

0.1%0.1%0.1%

49.5%49.5%
56.2%56.2%

21.7%21.7%

15.2%15.2%

23.5%23.5%

12.9%12.9%

8.7%8.7%

女子
(27,813人)
女子

(27,813人)
男子

(29,449人)
男子

(29,449人)

○教育

１ 公立学校での男女平等教育の推進状況
（３３）男女平等教育の推進状況

（教職員の男女平等教育に関する校内研修の実施率）

※ 県教育局人権教育課より。

平成３０年３月現在、県内の各
公立学校※における教職員の男
女平等教育に関する校内研修の
実施率は、小学校が８２．５％（７０８
校中５８４校）、中学校が８２．０％
（３５６校中２９２校）、高等学校が
４９．７％（１４３校中７１校）、特別支
援学校が３４．２％（３８校中１３校）
である。

※さいたま市立学校は含まない。

２ 高等学校の男女共学、別学の状況
（３４）公・私立高等学校の共学、別学の状況（平成３０年５月）

※ 県学事課、教育局県立学校人事課より。

平成３０年５月現在、本県の高
等学校における共学校の割合は、
公立が９１．７％、私立が８３．３％で
ある。

３ 高等学校卒業者の進路
（３５）高等学校卒業者（現役）の進路（平成２９年３月卒業者）

※ 文部科学省「平成２９年度学校基本調査」より。

平成２９年３月に県内の高等学
校を卒業した女子の進路は、大
学が４９．５％と最も高い。続いて、
専修学校、就職、短大となって
いる。
短大等を合わせた女子の大学
等進学率は５８．５％（全国平均
５７．３％）で全国１０位となってい
る。
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社会科学（法学・政治学，商学・経済学、社会学） 理学（大学生のみ） 教養（短大生のみ）

幼稚園
6,634人

小学校
20,554人

中学校
12,443人

高等学校
11,221人

92.6% 
（6,141人）
92.6% 

（6,141人）
7.4%

（493人）
7.4%

（493人）

全体
50,852人

53.8%
（27,348人）
53.8%

（27,348人）
46.2%

（23,504人）
46.2%

（23,504人）

61.5%
（12,633人）
61.5%

（12,633人）
38.5%

（7,921人）
38.5%

（7,921人）

41.8%
（5,201人）
41.8%

（5,201人）
58.2%

（7,242人）
58.2%

（7,242人）

30.1%
（3,373人）
30.1%

（3,373人）
69.9%

（7,848人）
69.9%

（7,848人）
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オーストラリア
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フィンランド
ノルウェー

オランダ
韓国

スウェーデン
イタリア
フランス
ドイツ
英国
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106.3
75.4

99.6

96.3

95.6

91.5

82.5

72.8

69.7

79.3

62.8

74.7

49.6
72.2

53.2
71.0

57.9
66.8
69.7

64.1
49.0

60.9
65.7

80.2
104.8

75.7

４ 大学等への入学と専攻分野
（３６）大学・短期大学入学者の専攻分野別構成（全国）

※ 文部科学省「平成２９年度学校基本調査」より。

大学に入学した女性の２５．８％
が社会科学、続いて２０．１％が人
文科学を専攻し、男性の３８．７％
が社会科学、続いて２２．２％が工
学を専攻している。短期大学に
入学した女性の４０．８％が教育、
続いて２０．６％が家政を専攻し、
男性の２１．０％が社会科学、続い
て２０．０％が工業を専攻している。

５ 在学率の国際比較
（３７）高等教育在学率の国際比較

※ 内閣府「男女共同参画白書平成３０年版」より。

日本の女性の高等教育在学率
は他の先進国と比較して低い水
準になっている。また、多くの
国では、男性より女性の在学率
が高くなっているが、日本、韓
国及びドイツでは男性より女性
の在学率が低くなっている。

６ 女性の教員
（３８）女性の教員の占める割合

※ 文部科学省「平成２９年度学校基本調査」より。

平成２９年５月現在、本県の国
立、公立及び私立学校におけ
る教員数は５０，８５２人で、そのう
ち女性教員の割合は５３．８％
（２７，３４８人）となっている。
その割合は幼稚園が最も高く、
高等学校が最も低い。
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1.71.7

5.05.0

1.91.9

3.43.4

3.13.1

0.40.4

0.40.4

9.49.4

5.45.4

7.37.3

9.29.2

14.214.2

0.80.8

5.75.7

1.21.2

13.713.7

7.17.1

12.312.3

11.111.1

17.617.6

2.42.4

0.40.4

2.62.6

2.22.2

1.81.8

0.40.4

2.02.0

0.40.4

5.35.3

1.81.8

5.55.5

0.40.4

3.93.9

0.80.8

3.33.3

1.81.8

0.90.9

0.40.4

0.70.7

2.62.6

1.11.1

2.22.2

8.68.6

2.22.2

8.58.5

2.62.6

6.46.4

3.03.0

6.46.4

経験がある（合計）経験がある（合計） 経験がある（合計）経験がある（合計）

0.40.4

何度もあった

配偶者等からの被害経験

男性

女性

男性

女性

男性

女性

男性

女性
身体的暴力

精神的暴力

性的暴力

経済的暴力
男性

女性

男性

女性

男性

女性

男性

女性

1，2度あった 10代にあった
両方ともあった

20代にあった

0 5 10 15 20 25 0 2 4 6 8 10 12（％） （％）

交際相手からの被害経験

（３９）公立小・中・高等学校の女性教員管理職数

※ 文部科学省「平成２９年度学校基本調査」より。

平成２９年５月現在、本県の公
立学校における女性教員管理職
は小学校では校長が１３１人で
１６．１％、副校長・教頭が１５０人
で１７．８％、中学校では校長が１８
人で４．３％、副校長・教頭が４４
人で９．５％、高等学校では校長
が１３人で６．８％、副校長・教頭
が２６人で８．４％である。

○女性に対する暴力の根絶

１ ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）相談件数
（４０）ＤＶ相談件数

※ 県男女共同参画課より。

平成２９年度に受けたＤＶに関
する相談件数は県が１，９９１件、
市町村が９，５７２件となっている。

※県：配偶者暴力相談支援センター、
男女共同参画推進センター及び
福祉事務所が受けたＤＶ相談件
数の合計

※市町村：ＤＶに関わる総相談件数
【平成２９年度の件数は暫定値】

２ 配偶者等から受けた暴力 配偶者から受けた暴力では身
体的暴力が最も多く、交際相手
から受けた暴力では性的・経済
的暴力が多くなっている。また、
すべての行為において、被害を
経験した人の割合は、女性が男
性を上回っている。
※各行為説明
・身体的暴力…なぐる、ける、物を投
げつける、突き飛ばすなどの身体に
対する行為
・精神的暴力…人格を否定するような
暴言や交友関係を細かく監視するな
どの精神的な嫌がらせ
・性的暴力…性的な行為の強要
・経済的暴力…必要な生活費を渡さな
い、仕事を無理やり辞めさせられる
など経済的に弱い立場に立たせる行為
※「経験はまったくない」、「無回答」
は省略。

（４１）配偶者等や交際相手からの暴力被害経験

※ 県男女共同参画課「平成２７年度意識・実態調査」より。
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男性
（69人）

37.6％

8.7％ 8.7%

79.7%

2.9%

43.7%
11.7%11.7%

7.1%

相談した
相談できなかった
相談しようとは思わなかった
無回答

女性
（197人）

0 20 40 60

相談窓口の担当者の言動により、
不快な思いをすると思ったから

相談したことが分かると仕返しされたり、
もっとひどい暴力を受けると思ったから

世間体が悪いから

誰に（どこに）相談してよいのか
わからなかったから

思い出したくないから

他人を巻き込みたくないから

恥ずかしくて誰にも言えなかったから

相談しても無駄だと思ったから

自分さえ我慢すれば、このまま何とか
やっていくことができると思ったから

自分に悪いところがあると思ったから

相談するほどのことでは
ないと思ったから

3.7

3.7

11.9

7.3

11.9

14.7

26.6

32.1 

22.0 

21.1 

45.9

0.0

0.0

11.5

8.2

1.6

11.5

6.6

13.1 

14.8 

21.3 

68.9

女性
男性

男性
（69人）

21.8％
15.9％

2.9%

21.7%21.7%

40.6%

18.8%18.8%

42.1%

17.8%17.8%

5.6%

12.7%12.7%

無回答
子供はいない
目撃していない
目撃していたかどうかはわからない
目撃していた

女性
（197人）

（４２）配偶者等から受けた暴力に関する相談

※ 県男女共同参画課「平成２７年度意識・実態調査」より。

配偶者等から受けた暴力につ
いて、相談状況を男女別にみる
と、「相談した」女性は３７．６％、
男性は８．７％である。一方、「相
談できなかった」「相談しよう
と思わなかった」女性は５５．４％、
男性は８８．４％で、女性の過半数、
男性の大部分の人が相談してい
ない状況である。

（４３）相談できなかった理由

※ 県男女共同参画課「平成２７年度意識・実態調査」より。

配偶者等から受けた暴力につ
いて相談できなかった理由とし
て、「相談するほどのことでは
ないと思ったから」が最も多く
女性は４５．９％、男性は６８．９％を
占めている。

※「その他」、「無回答」は省略。

３ 子供への影響
（４４）子供の目撃の有無

※ 県男女共同参画課「平成２７年度意識・実態調査」より。

配偶者等から暴力を受けた際
に、子供がその様子を「目撃し
ていた」は男性で１５．９％、女性
で２１．８％となっている。



第
１
部

埼
玉
県
に
お
け
る
男
女
共
同
参
画
の
状
況

17

0

100

200

300

400

500

600

700 強制わいせつ

強制性交等

H27H26H25H24H23H22H21H20H19 H28 H29 （年）

（件）

8383 7979737375757373757598988787

507507 511511

7272

443443
418418402402

462462399399
447447

472472

5757

436436

6161

478478

（年）

14

15

16

17

18

19

20

21

女性

男性

28年27年26年25年24年23年22年21年20年19年平成
18年

18.9 19.2 19.4 19.5 19.7 19.8 19.8 19.8 19.8 20.1 20.2

16.1 16.2 16.4 16.6 16.7 16.9 16.8 16.9 17.0 17.2 17.4

男
34%
男
34%

同居の主な介護者の性別同居の主な介護者の性別

女
66%
女
66%

同居
58.7%
同居
58.7%

配偶者
25.2%
配偶者
25.2%

子
21.8%
子

21.8%

子の配偶者
9.7%

子の配偶者
9.7%

父母 0.6%父母 0.6%

その他の親族
1.3%

その他の親族
1.3%

別居の家族等
12.2%

別居の家族等
12.2%

事業者
13.0%
事業者
13.0%

その他
1.0%
その他
1.0% 不詳

15.2%
不詳
15.2%

４ 性犯罪の実態
（４５）強制性交等・強制わいせつの認知件数

※ 県警察本部刑事総務課より。

強制性交等・強制わいせつの
認知件数は、平成２９年は強制性
交等が６１件、強制わいせつが４７８
件で、いずれも前年より増加し
た。

※刑法の一部が改正（平成２９年７月１３
日施行）され、強姦の罪名、構成要
件等が改められたことに伴い、「強
姦」を「強制性交等」に変更した。

○健康・福祉

１ 高齢化社会
（４６）健康寿命の推移

※ 県衛生研究所より。

本県の平成２８年の健康寿命※
は、女性２０．２年、男性１７．４年で、
前年と比べて上昇している。

※健康寿命…６５歳に達したのち、介護
保険制度の要介護２以上に認定され
るまでの期間。

（４７）主な介護者の要介護者等との続柄・性別等（全国）

※ 厚生労働省「平成２８年国民生活基礎調査」より。

主な介護者の、要介護者等と
の「同居」が５８．７％と最も多く、
次いで「事業者」１３％となって
いる。
他方、同居の主な介護者の

６６％が女性であり、女性が介護
の担い手となっていることがわ
かる。
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0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H26 H28 H29H27H25 （年度）

（件）

6,3376,337

3,1243,124

979979

6,8986,898

2,9312,931

688688

7,9607,960

2,7642,764

589589

7,6997,699

2,8622,862

574574

8,4938,493

2,8422,842

480480

8,6828,682

2,5912,591

565565

7,7917,791

2,7132,713

708708

5,4055,4055,405
5,2545,2545,254

福祉事務所

20.3%20.3%
（11,667人）（11,667人）（2,372人）（2,372人） （9,295人）（9,295人）

（1,207人）（1,207人） （3,955人）（3,955人）

（8,090人）（8,090人） （3,997人）（3,997人）

（5,202人）（5,202人）

（12,087人）（12,087人）

23.2%23.2%

66.9%66.9% 33.1%33.1%

76.8%76.8%

79.7%79.7%

２ 相談の受付状況
（４８）男女共同参画推進センター、婦人相談センター等の相談受付状況

※ 県男女共同参画課より。

人間関係、家族、夫婦、ＤＶ
などに関する相談件数は、平成
１４年度に婦人相談センターＤＶ
相談室及び男女共同参画推進セ
ンターを開設したことにより、
大きく増加した。
平成２９年度の状況は男女共同
参画推進センターで８，６８２件、
婦人相談センターで２，５９１件、
福祉事務所で５６５件、合計１１，８３８
件の相談を受け付けた。

３ 医療従事者の女性割合
（４９）医師、歯科医師、薬剤師に占める女性の割合

※１ 厚生労働省「平成２８年医師・歯科医師・薬剤師調査」より。
※２ 医師と歯科医師は、医療施設の従事者である。また、薬剤師は

薬局・医療施設の従事者である。

平成２８年１２月３１日現在、本県
の医療従事者の女性割合は医師
が２０．３％（全国平均２１．１％）、
歯科医師が２３．２％（同２３．０％）、
薬剤師が６６．９％（同６５．９％）と
なっている。
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県では、新たな課題に男女共同参画の視点から対応するため、平成２９年度から３３年度までの５年間を計画
期間とする「埼玉県男女共同参画基本計画（以下「基本計画」とする。」を平成２９年３月に策定しました。
第２部では、県の男女共同参画の推進に関する施策の実施状況を明らかにするため、基本計画の体系・推
進指標の達成に向けた取組状況や事業の実績等について記載しました。また、基本計画を実効性あるものに
するため、平成１５年度に導入した「男女共同参画配慮度評価」の内容、男女共同参画社会の実現に向けた総
合的な拠点施設である男女共同参画推進センター（With You さいたま）の事業などを掲載しました。

第２部
埼玉県の
男女共同参画施策の
実施状況
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Ⅰ　あらゆる分野の意思決定に男女が共に参画する

Ⅱ　経済社会における女性の活躍が更に広がる

Ⅲ　家庭や地域で男女が共にいきいきと参画する

Ⅳ　災害に強い地域を男女が共につくりあげる

Ⅴ　男女の固定的な性別役割分担や偏見をなくす

Ⅵ　男女共同参画の意識をはぐくむ

Ⅶ　女性に対するあらゆる暴力を根絶する

Ⅷ　男女の異なる健康上の問題を踏まえ、生涯にわたる
健康づくりを支援する

男
女
共
同
参
画
社
会
の
実
現　
〜 

男
女
が
共
に
個
性
と
能
力
を
発
揮
で
き
、
人
権
が
尊
重
さ
れ
た
埼
玉 

〜

１　政策や方針の立案及び
　　　決定への男女共同参画

４　家庭における
　　　男女共同参画の推進

５　誰もが地域でいきいきと
　　　生活できる支援

２　埼玉版ウーマノミクス 　　　
　　　プロジェクトの推進

３　経済社会における
　　　男女共同参画の推進

６　男女共同参画の視点に
　　　立った防災対策の推進

７　男女の固定的な役割分担
　　　意識の解消

９　男女共同参画の視点に
　　　立った教育・学習の充実

10　女性に対する暴力の防止
　　　と被害者支援

11　生涯を通じた女性の
　　　健康支援

８　メディア・自治体の
　　　情報提供における
　　　男女共同参画の理解の促進

基 本 目 標 施 策 の 柱

計画を推進するための
基本的な視点

１　あらゆる分野で男女の人権を尊重する　　
２　男女が社会の対等な構成員として、共に個性と能力を十分に発揮できる、多様性に富んだ活力のある社会をつくる

１ 「埼玉県男女共同参画基本計画」の推進
（１）計画の体系 （計画期間：平成２９～３３年度）
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（１）県における政策・方針決定過程への男女共同参画の推進
（２）市町村、事業所・各種団体における政策方針決定過程への男女共同参画の促進
（３）積極的格差是正措置の具体化
（４）女性の人材に関する情報の収集・提供

（１）高齢者がいきいきと活躍し、安心して生活できる支援
（２）困難を抱えた女性などの自立支援
（３）障害者、外国人などの特別な配慮を必要とする人への支援
（４）地域活動における男女共同参画の推進
（５）男女共同参画に関する国際理解、国際交流・国際協力の推進

（１）性別による固定的な役割分担意識の解消に向けた広報・啓発活動の推進
（２）男女共同参画に関する法制度や救済制度の活用能力の向上及び相談・情報提供による支援
（３）男女共同参画の視点に立った自殺対策の推進
（４）男女共同参画に関する情報の収集・整備・提供

（１）女性に対する暴力の予防と根絶のための基盤づくり
（２）配偶者などからの暴力の防止及び被害者の保護・支援の推進
（３）セクシュアル・ハラスメント防止対策の推進
（４）性犯罪への対策の推進
（５）売買春への対策の推進
（６）人身取引対策の推進
（７）ストーカー行為などへの対策の推進
（８）児童虐待、とりわけ性的虐待における児童に対する対策の推進

（１）家庭生活における男女共同参画の促進
（２）子育ての社会的支援
（３）介護の社会的支援
（４）家庭と仕事・地域活動の両立支援
（５）男性の家庭・子育て・介護・地域活動への参画の促進

（１）防災分野における女性の参画拡大
（２）防災訓練や自主防災組織などでの男女共同参画の意識啓発
（３）男女共同参画の視点に立った地域防災計画や各種対応マニュアルなどの充実
（４）男女共同参画の視点に立った災害時の対応
（５）災害復興時における男女共同参画の促進

（１）メディアにおける男女の人権、とりわけ女性の人権を尊重する自主的な取組への働きかけ
（２）男女の人権、とりわけ女性の人権を侵害する情報に対する県民意識の醸成
（３）人権を侵害するような性・暴力表現を扱ったメディアからの青少年などの保護
（４）男女共同参画の視点に立った表現の推進

（１）男女共同参画の視点に立った男女平等教育の推進
（２）男女共同参画の視点に立った家庭教育の促進
（３）男女共同参画に向けた生涯学習の推進

（１）生涯にわたる性と生殖に関する健康と権利についての考え方の定着
（２）生涯を通じた女性の健康保持対策の推進、出産・妊娠等に対する健康支援
（３）健康をおびやかす問題についての対策の推進
（４）医療分野における女性の参画促進
（５）女性のスポーツ活動支援

（１）男女の均等な雇用機会と待遇の確保の促進
（２）ライフイベントに対応した柔軟な働き方に向けた支援

（１）働きやすい環境の整備
（２）女性の就業・起業支援
（３）女性の活躍を応援する気運づくり

施 策 の 基 本 的 な 方 向

３　男女が共に家庭・仕事・地域において調和のとれた生活を築く
４　国際社会の取組の動向を踏まえ男女共同参画を推進する



第
２
部

埼
玉
県
の
男
女
共
同
参
画
施
策
の
実
施
状
況

22

(２)「埼玉県男女共同参画基本計画」における推進指標の達成状況
平成２９年度を計画の始期とする「埼玉県男女共同参画基本計画」では、計画の目標である「男女共同参
画社会の実現」に向け、「８つの基本目標」を設定しました。
そして、計画を推進するための施策について１２の推進指標を掲げ、それぞれ数値目標を設定しました。
平成２９年度における実績は次のとおりです。

進捗状況の凡例 ：策定時より改善 ：策定時から横ばい ：策定時より悪化

基本目標Ⅰ あらゆる分野の意思決定に男女が共に参画する

№ 推進指標 関係部局
基準値 直近の実績 目標値 進捗

状況 担当課
年度等 値 年度等 値 年度等 値

１ 審議会などの委員に占める
女性の割合 県民生活部 平成２７年度末 ３８．２％ 平成２９年度末 ３８．２％ 平成３３年度末 ４０．０％ 男女共同

参画課

２
委員に占める女性の比率が
４０～６０％の審議会などの割
合

県民生活部 平成２７年度末 ６３．３％ 平成２９年度末 ５７．５％ 平成３３年度末 ７５．０％ 男女共同
参画課

基本目標Ⅱ 経済社会における女性の活躍が更に広がる

№ 推進指標 関係部局
基準値 直近の実績 目標値 進捗

状況 担当課
年度等 値 年度等 値 年度等 値

３ 女性（３０～３９歳）の就業率 産業労働部 平成２２年 ６１．１％ 平成２７年 ６６．７％ 平成３２年 ６９．５％ ウーマノ
ミクス課

基本目標Ⅲ 家庭や地域で男女が共にいきいきと参画する

№ 推進指標 関係部局
基準値 直近の実績 目標値 進捗

状況 担当課
年度等 値 年度等 値 年度等 値

４ 保育所等待機児童数 福祉部 平成２８年
４月１日 １，０２６人 平成３０年

４月１日 １，５５２人 平成３４年
４月１日 ０人 少子

政策課

５ 男性県職員の育児休業取得
率 総務部 平成２７年度 １２．２％ 平成２９年度 １３．６％ 平成３２年度末 １５．０％ 人事課

６ 地域社会活動に参加してい
る６０歳以上の県民の割合 県民生活部 平成２７年度 ４３．８％ 平成２９年度 ３９．１％ 平成３３年度 ５０．０％ 共助社会

づくり課

基本目標Ⅳ 災害に強い地域を男女が共につくりあげる

№ 推進指標 関係部局
基準値 直近の実績 目標値 進捗

状況 担当課
年度等 値 年度等 値 年度等 値

７ 自主防災組織の組織率 危機管理
防災部 平成２６年度末 ８７．７％ 平成２８年度 ８９．８％ 平成３３年度末 ９６．０％ 消防

防災課
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基本目標Ⅴ 男女の固定的な性別役割分担や偏見をなくす

№ 推進指標 関係部局
基準値 直近の実績 目標値 進捗

状況 担当課
年度等 値 年度等 値 年度等 値

８ 固定的な性別役割分担に同
感しない人（全体）の割合 県民生活部 平成２７年度 ５２．３％ 平成２７年度 ５２．３％ 平成３３年度 ６０．０％ 男女共同

参画課

基本目標Ⅵ 男女共同参画の意識をはぐくむ

№ 推進指標 関係部局
基準値 直近の実績 目標値 進捗

状況 担当課
年度等 値 年度等 値 年度等 値

９ 「親の学習」講座の年間実
施回数 教育局 平成２７年度 １，３２０回 平成２９年度 １，６９７回 平成３０年度 １，７００回 生涯学習

推進課

基本目標Ⅶ 女性に対するあらゆる暴力を根絶する

№ 推進指標 関係部局
基準値 直近の実績 目標値 進捗

状況 担当課
年度等 値 年度等 値 年度等 値

１０ 配偶者暴力相談支援センタ
ー設置市町村数 県民生活部 平成２７年度 １５市 平成２９年度 １６市 平成３３年度 ２９市 男女共同

参画課

１１ 女性の安全・安心ネットワ
ーク参加団体数 県民生活部 平成２７年度 ０団体 平成２９年度 ２９団体 平成３１年度 １００団体 防犯・交

通安全課

基本目標Ⅷ 男女の異なる健康上の問題を踏まえ、生涯にわたる健康づくりを支援する

№ 推進指標 関係部局
基準値 直近の実績 目標値 進捗

状況 担当課
年度等 値 年度等 値 年度等 値

１２ 健康寿命 保健医療部 平成２６年

男性
１６．９６年
女性

１９．８４年

平成２８年

男性
１７．４０年
女性

２０．２４年

平成３３年

男性
１７．６３年
女性

２０．２６年

健康
長寿課
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２ 「埼玉県男女共同参画基本計画」の主な関連事業・平成２９年度実績
及び平成２９，３０年度当初予算額
※事業名は平成２９年度の事業名を記載し、平成３０年度新規事業については、平成３０年度の事業名を
記載しています。
平成３０年度新規事業の事業実績欄は「平成３０年度事業計画」を掲載しています。

基本目標Ⅰ あらゆる分野の意思決定に男女が共に参画する
施策の柱１ 政策や方針の立案及び決定への男女共同参画

○施策の基本的な方向
（１）県における政策・方針決定過程への男女共同参画の推進
（２）市町村、事業所・各種団体における政策方針決定過程への男女共同参画の促進
（３）積極的格差是正措置の具体化
（４）女性の人材に関する情報の収集・提供

No. 事業名等 関連事業実績 H２９予算
（千円）

Ｈ３０予算
（千円） 担当課

１ 「審議会等及び協議会
等への女性の登用促進
要綱」の推進

目標値である女性の委員の割合４０％の達成に向け、４０％に満たな
い審議会担当課に対しては事前協議を実施するなど、女性登用を
引き続き促進した。
・平成３０年３月３１日現在３８．２％ （平成２９年３月３１日 ３７％）

－ － 男女共同参画課

２ 埼玉県男女共同参画審
議会の開催

「埼玉県男女共同参画基本計画」に基づく施策の推進状況の検討
をおこなった。
・２回開催（平成２９年６月１５日、平成３０年１月３１日）

１，９８９ １，９９７ 男女共同参画課

３ 階層別研修の実施 新規採用職員研修で人権問題概論、セクシュアルハラスメントの
防止及び男女共同参画の概要を、主査研修で人権問題概論を実施
した。
・新規採用職員研修 修了者 ３９４名
・主査研修 修了者 ２２１名

－ － 人事課

４ 女性職員の職域拡大と
管理職への登用促進

１ 「人事異動方針」において、女性職員の能力、適性等を評価
した積極的な登用を明記するとともに、その職域拡大や管理職
への登用に努めている。
・管理職に占める女性の割合（全任命権者（教育、警察を除く））
平成３０年４月１日現在 ９．６％

２ 将来の管理職候補となる主査級・主幹級の女性職員を対象に、
管理職としての意識・能力の向上のための研修を実施。また、
受講生の上司を対象に、女性活躍への理解と意識変革を促すた
めの研修を実施。
・女性職員のためのステップアップ研修 修了者（主査級３０名、
主幹級１０名）
・上司向けの研修 修了者 ４４名

３，３２６ ３，３００ 人事課

５ 女性職員の職域拡大と
管理職への登用促進
（教育局）

女性職員の積極的な登用を図り、H３０年度当初には、副部長級職
である北部教育事務所長、課長級職である高校教育指導課教育指
導幹、小中学校人事課学校管理幹、生涯学習推進課地域教育幹、
副課長級の職である高校教育指導課副課長、小中学校人事課管理
主幹、生涯学習推進課副課長、北部教育事務所主席指導主事、久
喜図書館主席司書主幹に女性職員を配置するなど、実績・実力の
ある女性役付職員の登用を図った。教育局の女性役付職員は、１１１
人であった。

－ － 教育局総務課

６ 女性の校長・教頭管理
職への登用促進

女性管理職の積極的な登用を図り、公立高校及び特別支援学校に
おいては、富士見高校、和光特別支援学校、熊谷特別支援学校の
３校に新たに新任女性校長を配置するなどし、市町村立小中学校、
市立特別支援学校、公立高校及び特別支援学校全体で３７６名の女
性管理職を配置した。
○H３０年度当初
・小学校：校長１２８、教頭１４４
・中学校：校長１８、教頭３６
・公立高校：校長９、教頭２１
・市立特別支援学校 校長０、教頭２
・特別支援学校：校長６、教頭１２
・県立中学校：校長０、教頭０

－ － 県立学校人事課
小中学校人事課
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No. 事業名等 関連事業実績 H２９予算
（千円）

Ｈ３０予算
（千円） 担当課

７ 男女共同参画基本計画
の普及促進

男女共同参画社会の実現に向けて、男女共同参画の推進に係る基
本的な考え方と施策の方向を示した「埼玉県男女共同参画基本計
画」の基本的視点・推進指標などを周知した。
・出前講座 ５か所実施、参加者数：２２４人
・地域別説明会 ５か所実施、参加者数：６４人
・団体向け事業説明会（平成２９年８月３１日） 参加団体者数：１３人

３，３８６ １３０ 男女共同参画課

８ 市町村担当課長会議の
開催

市町村担当課長を対象に、男女共同参画推進関連事業及びDV対
策関連事業の説明にかかる会議を開催。
・実施日 平成２９年４月２１日（金）
・参加者数 ７５人（５３市町及び県）

－ － 男女共同参画課

９ 県内市町村状況調査な
どによる状況把握と結
果の提供

市町村における男女共同参画の推進に関する施策の推進状況調査
を行い、その結果を市町村に提供することで、市町村における女
性の登用等を促進した。

－ － 男女共同参画課

１０ 男女共同参画推進セン
ター運営費

県民、市町村の男女共同参画に関する取組を支援するための事業
を実施した。
・利用者数：１９３，２８９人
・情報ライブラリー貸出者数：１，８４３人

貸出冊数：４，７５１冊
・ホームページアクセス数：１７２，９８３件
・広報紙の発行 年３回、各６，０００部

１３０，１１７ １７３，１８４ 男女共同参画課

１１ 多様な働き方推進事業 男女が共にいきいきと働き続けられる職場環境づくりを促進する
ため、短時間勤務制度などを実践する企業を「多様な働き方実践
企業」として認定した。
・多様な働き方実践企業の認定 ２５８社（累計２，５２５社）

１９，９４０ ２６，０２４ ウーマノミクス
課

１２ さいたま輝き荻野吟子
賞事業費

県内出身で日本で最初の公認女性医師となった「荻野吟子」にち
なみ、男女共同参画の推進に顕著な功績のあった個人・団体・事
業所を表彰し、男女共同参画社会づくりを促進した。
平成２９年度は個人３名、２事業所を表彰。

４６７ ４６８ 男女共同参画課

１３ 女性からの政策提言講
座の開催

地域課題の発見から解決にいたるためのノウハウや技術を学び、
市町村の審議会などで政策提言を行える女性を育成するための講
座を行田市にて開催した。
・講座（３日間）と成果発表会（平成３０年２月２日）
受講者：１３人

５１４ － 男女共同参画課

１４ 普及活動推進事業 普及指導員による普及活動の中で、夫婦による共同申請を含め
た女性認定農業者の認定と、さいたま農村女性アドバイザーの認
定を推進。女性農業者に対して家族経営協定の締結を推進してい
る。また、農産物加工・販売等、農業の６次産業化についての指
導を行っている。
・女性の認定農業者の認定 １６９件（平成２９年度末時点）
・さいたま農村女性アドバイザーの認定 累計４７６名
・家族経営協定締結農家のうち女性が農業経営の方針決定に参加
している
農家数 １，９３２件（平成２９年度末時点）
・農山村女性の起業件数 ２２５件（平成２８年度）

５９，５４４ ５８，３１２ 農業支援課

１５ 男女共同参画アドバイ
ザーの活用

ホームページで指導者として紹介した。 － － 生涯学習推進課

基本目標Ⅰ・施策の柱１ 合計（再掲含む） ２１９，２８３ ２６３，４１５
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基本目標Ⅱ 経済社会における女性の活躍が更に広がる
施策の柱２ 埼玉版ウーマノミクスプロジェクトの推進

○施策の基本的な方向
（１）働きやすい環境の整備
（２）女性の就業・起業支援
（３）女性の活躍を応援する気運づくり

No. 事業名等 関連事業実績 H２９予算
（千円）

Ｈ３０予算
（千円） 担当課

１６ 社会福祉施設人材定着
化事業のうち子育て支
援事業

対象施設：民間社会福祉施設（政令指定都市・中核市に所在する
施設、介護保険対象施設、支援費対象施設を除く）
（ア）産休等代替職員費補助
産休（産前８週、産後８週）、病休（病休開始後３１日目～９０
日目まで）
補助実績５０施設

（イ）育児短時間勤務等の推進
育児短時間勤務を行わせる職員のため、職員の加配を６か月
以上行った場合
補助実績３施設

１９，４３５ １５，２８７ 社会福祉課

１７ 新人看護職員定着支援
事業費

・新人看護職員研修事業費補助１２９施設に交付
・新人看護職員合同研修２０回実施
・新人看護職員指導者研修５回実施

７２，９１８ ７２，９１８ 医療人材課

１８ 看護職員就業支援事業
費

・ナースセンター事業
（１）無料職業紹介事業再就業者６５４人
（２）働きやすい職場づくり支援事業
ア 就業環境改善管理者研修２回実施
イ 就業環境改善アドバイザー派遣３回派遣
・再就職技術講習会２９施設実施

３０，０８６ ２７，５４９ 医療人材課

１９ 企業内保育所設置等促
進事業

１ 企業内保育所の整備に対する補助１か所
２ 共同利用型企業内保育所の運営に対する補助６か所
３ 企業内保育所の設置を検討している企業等に対し、専門知
識・経験を有するアドバイザーによる支援（１８回）、国の企業
主導型保育事業を活用した支援
４ 共同利用型企業内保育所のモデルとして、県庁と企業とで共
同設置した「コバトン保育園」を運営。
・運営ノウハウの民間企業への発信
・利用企業等の募集

８８，２１８ ５５，４７５ ウーマノミクス
課

２０ 病院内保育所運営費 看護職員等のための病院内保育事業の実施に伴う保育士等の職員
の人件費（給料、諸手当等）及び委託料に対して補助を行った。
（１３０施設に交付）
なお、２４時間保育・病児保育・休日保育を実施している施設に対
して、加算を行った。

２８７，２２４ ２８７，０８６ 医療人材課

２１ 女性活躍のための働き
方見直し支援事業

働き方見直しに向けた取組を行う企業にアドバイザーの派遣や奨
励金の支給を行うとともに、成果を上げた企業の取組をモデルと
して広く発信したほか、働き方見直しやワークライフバランスに
関する実践的なセミナーを開催した。
また、女性活躍に取り組む企業へのアドバイザー派遣により、企
業の女性活躍の取組を支援した。
・働き方見直し支援事業への参加企業４４社
・企業向けセミナー等の開催（６回）延べ３８９社５２３人
・アドバイザーの派遣３０社

２９，７６７ ３０，９５７ ウーマノミクス
課

２２ ICTを活用した働き
方改革推進事業費

・平成２９年１０月から、育児や介護にあたる職員などを対象として、
自宅に近い庁舎など所属課所とは別の課所で業務を行うサテラ
イト勤務を導入した。
・サテライトオフィスは本庁及び地方庁舎等１１か所に開設し、所
属課所と同等の業務が行える環境を整備した。
・平成２９年１０月～平成３０年３月の利用人数・・・のべ８７人（男性
７５人、女性１２人）

９，４３７ ４，３８２ 改革推進課

２３ 女性の活躍するフィー
ルド拡大事業

○女性活躍推進実践スタートアップ研修の開催（４地域）
○団体と連携した取組の実施（５５団体）
・経営者向けセミナー、女性向け交流会、啓発小冊子の作成等

２３，２０５ １８，７７２ ウーマノミクス
課

２４ 未来の女性活躍推進事
業

・大学生向け出前講座２０大学
・高校生向け出前講座２校
・中学生向け出前講座１０校
・小学生向け職場見学・体験会３回

６，２５１ ４，９３５ ウーマノミクス
課



第
２
部

埼
玉
県
の
男
女
共
同
参
画
施
策
の
実
施
状
況

27

No. 事業名等 関連事業実績 H２９予算
（千円）

Ｈ３０予算
（千円） 担当課

２５ 認定訓練育成指導費 認定職業訓練実施事業者への指導、助成
・認定訓練運営費補助金
認定訓練を実施する中小企業事業主、団体に対し、訓練の運営
に要する費用の２／３以内において補助する。
平成２９年度件数：１９事業所、団体

交付確定額７５，９９９千円

８６，２７９ ８７，７０４ 産業人材育成課

２６ 建設工事に係る競争入
札参加資格審査の格付
け

仕事と子育て等の両立支援
次のいずれかの条件を満たす者を格付審査において加点する。
①「次世代育成支援対策推進法」に基づく「一般事業主行動計画」
の策定・届出等をした者
②「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」に基づく
「一般事業主行動計画」の策定・届出等をした者
③「育児休業、介護休業等育児又は家庭介護を行う労働者の福祉
に関する法律」の規定を上回る育児制度を就業規則等で規定・
届出した者
④県の定める「多様な働き方実践企業認定制度」の認定を取得し
た者

－ － 入札審査課

２７ 建設工事に係る総合評
価方式の加点評価

建築工事の落札者を決定する総合評価方式において、発注者が指
定した課題（将来の担い手となる若年者の人材確保・育成）に対
し、業者が提案し、これを発注者が評価する項目を設定した。
川越西高校体育館全体改修工事他３件
現場見学会：合計４回見学者数：合計１１６人（生徒）

－ － 営繕課

２８ 保育対策緊急整備事業
費

認定こども園整備事業
認定こども園の施設整備に係る経費を補助した。

３，５９９，８７３ １，４６６，０４４ 少子政策課

２９ 認可外保育施設指導監
督費

１ 市町村に対する助言指導
２ 認可外保育施設の保育従事者に対する研修（１回開催）

２４９ ２３５ 少子政策課

３０ 放課後児童健全育成事
業費

親の就労等で昼間保護者のいない小学校児童や特別支援学校等に
通学する児童等の健全育成を図るため、放課後児童健全育成事業
を実施する市町村に対して、放課後児童クラブの運営費を助成し
た。

３，９３４，８２８ ４，４４２，６６４ 少子政策課

３１ 放課後児童クラブ施設
整備費

施設整備や既存施設の改修整備等により、新たに放課後児童クラ
ブを設置するために必要な経費や、障害児受け入れのために必要
な改修費等を助成した。

２８１，９５７ ３３８，６１０ 少子政策課

３２ 多様な働き方推進事業
【再掲】No１１

男女が共にいきいきと働き続けられる職場環境づくりを促進する
ため、短時間勤務制度などを実践する企業を「多様な働き方実践
企業」として認定した。
・多様な働き方実践企業の認定２５８社（累計２，５２５社）

１９，９４０
【再掲】

２６，０２４
【再掲】

ウーマノミクス
課

３３ 建設工事に係る総合評
価方式の加点評価

建設工事の落札者を決定する総合評価方式において、埼玉県の「多
様な働き方実践企業の認定」を受けていると加点される評価項目
を設定し試行した。

－ － 建設管理課

３４ 女性キャリアセンター
就業支援事業 ・女性キャリアセンター利用者数１５，３３２人

・女性キャリアセンター就業確認者数２，００８人
・各種セミナー２１７回
・在宅ワーカー育成セミナー８２回

－

２０５，８９８

ウーマノミクス
課

３５ 女性キャリアサポート
事業

１５８，８０１ ウーマノミクス
課

３６ 在宅ワークパワーアッ
プ支援事業

３６，１３０ ウーマノミクス
課

３７ 子育て世代の雇用創出
事業

空き店舗を利用した、職住近接の子育て世代向けの雇用創出モデ
ルを展開する。

（H３０新規事業） ３０，５００ ウーマノミクス
課

３８ 埼玉版ハローワーク推
進事業

サテライト利用者５７，７９８人
・キャリアコンサルティングの実施
・各種就職支援セミナーの実施
・心理カウンセリングの実施
・生活・住宅総合相談の実施

１８８，３７６ ２２１，７５１ 雇用労働課

３９ メンター共有制度 経済団体等から推薦されたメンターが交流会において他社の女性
従業員の相談に対応した。
・メンター１７人
・交流会の開催８回

－ － ウーマノミクス
課
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No. 事業名等 関連事業実績 H２９予算
（千円）

Ｈ３０予算
（千円） 担当課

４０ 多様な職業能力の開発
機会の提供

（１）高等技術専門校訓練等推進事業費
・高等技術専門校において求職者に対する職業訓練を実施。（２９
年度入校者数５４８人中、女性５３人）

・高等技術専門校において中小企業等の在職者に対する技能講習
を実施。（２９年度受講者数４，９９９人中、女性１，７２３人）

（２）委託訓練事業費
１か月～２４か月の委託訓練を実施（介護分野、事務分野、IT
分野など）。
一般委託訓練受講者数５，０４５人中、女性３，８３９人
障害者対象訓練受講者数２３１人中、女性８３人

２，１２８，８７４ ２，１６２，２４１ 産業人材育成課

４１ 女性のためのスキルア
ップ体験講座事業

介護、保育、建築などの人手不足分野で働く女性を増やすため、
埼玉県女性キャリアセンターと連携し、広報イベントから体験講
座まで一体的に実施し、人手不足分野の職業訓練の受講に着実に
結びつける。
１ 職業訓練 PRイベント（女性キャリアセンター）
・介護、保育、建築CADなどの魅力を紹介
・職業訓練生体験談
２ スキルアップ体験講座（ヒューマンアカデミー大宮校）
１日目：基礎訓練や求人動向、訓練の実技授業体験
２日目：職場体験、訓練説明会
・受講者数１６９人

４，１２６ － 産業人材育成課

４２ 女性の起業家支援事業
（創業・ベンチャー支
援事業費の一部）

※女性の創業支援事業として実施。
・女性創業相談者数：１，３２７人（男性１，２３２人）
・女性創業件数：９０件（男性１１５件）
・女性起業家向けスタートアップ塾の実施（県内２か所、３３人参
加）
・女性起業セミナーの実施（県内３か所、２３人参加）
・女性起業支援チームによる集中支援

２１，９７７ １６，９７７ 産業支援課

４３ 創業・ベンチャー支援
事業費

・ホームページやポスター、パンフレットにより、支援内容やセ
ミナーの案内等の情報を提供。
・起業した方の情報をホームページ・SNS等で紹介。
（ともに創業・ベンチャー支援センター埼玉において実施）

３０，０８４ ４５，７８０ 産業支援課

４４ 中小企業制度融資事業
費（女性・若者経営者
支援資金、起業家育成
資金）

【起業家育成資金】１，０７３件４，５１８，７５６千円
【女性経営者支援資金（女性起業家支援貸付）】
６８件２２５，１１４千円

〔融資枠〕
・起業家育成資金
２００億円
・女性経営者支援資
金１００億円

〔融資枠〕
・起業家育成資金
１５０億円
・女性・若者経営者
支援資金１５０億円

４５ 女性起業促進事業
（SAITAMA起 業 女
子応援ネットワーク支
援事業の一部）

※SAITAMA起業女子応援事業（SAITAMA起業女子応援ネッ
トワーク支援事業の一部）として実施。
・女性起業促進イベント（WOMENBIZ フェスタ）の開催（１１
月２３日、１，８５３人来場）

６，５８０ １５，７５０ 産業支援課

４６ 小規模事業経営支援推
進費のうち、女性部活
動推進費事業費補助

商工会・商工会議所女性部における研修会、講習会、交流会開催
１２回延べ５３８人参加
広報紙「商工連女性部だより第４３号」発行

３，０００ ３，２００ 産業労働政策課

４７ 農業版ウーマノミクス
事業

女性が持つ強みを生かした経営発展を目指し、新たなビジネスに
チャレンジする取組を支援することにより、地域の核となる女性
農業者を育成し、地域における取組の波及を図る。
（１）農業女子ビジネススクールの開設
キャリアアップを目指す女性農業者２６名に対し、マーケティ
ングや事業計画、人材活用、コミュニティ運営、異業種交流等
の体系的な研修を実施した。また、特に意欲のある女性農業者
５名を県内企業等に派遣し、ビジネスに直結する応用力の習得
を支援した。
（２）女性の視点を生かした商品開発
女性の視点を生かした商品の開発、販売を進めるため、企業
や大学等と連携した商品開発に向けた試作や販路開拓等の経費
を支援し、２２名の女性農業者が新商品の開発、販路開拓に取り
組んだ。

１７，９１４ １４，２３７ 農業支援課

４８ 未来の女性活躍推進事
業【再掲】No２４

・大学生向け出前講座２０大学
・高校生向け出前講座２校
・中学生向け出前講座１０校
・小学生向け職場見学・体験会３回

６，２５１
【再掲】

４，９３５
【再掲】

ウーマノミクス
課

４９ 県立高校プロフェッシ
ョナル育成推進事業

「専門分野の取組の充実」分野の中で「サイエンスアカデミー実
施校の指定」事業を実施した。

４，１３４ １，４８９ 高校教育指導課

５０ 小中学校キャリア教育
総合推進事業

進路指導・キャリア教育に係る研究協議会の開催
家庭・学校・地域「ふれあい講演会」の実施

１００ １００ 義務教育指導課



第
２
部

埼
玉
県
の
男
女
共
同
参
画
施
策
の
実
施
状
況

29

No. 事業名等 関連事業実績 H２９予算
（千円）

Ｈ３０予算
（千円） 担当課

５１ 県立高校キャリア教育
総合推進事業

「キャリア教育の推進」分野の中で「就職支援アドバイザーの配
置」事業を実施した。
「就職支援アドバイザーの配置」事業では、民間企業経験のある
外部人材を活用し、就業に関する相談や面接指導等の就職指導を
実施した。
経済団体やNPO法人の協力を得ながら、キャリア教育を推進し、
生徒の早期からのキャリア形成支援や企業選択に対する望ましい
判断力の形成支援を実施した。

１６，０８１ １３，９６９ 高校教育指導課

５２ 男女が共に活躍するた
めのキャリア意識向上
プロジェクト

１ 地域企業の経営者等による講演会の実施
２ 男女ともに働くことや働き続けることに対する理解を深める
キャリア意識向上講習会の実施
３ 就職内定者のフォローアップ講習会の実施

８１０ ８１０ 高校教育指導課

５３ 自立と社会参加を目指
す特別支援学校就労支
援総合推進事業

企業就労を希望するすべての特別支援学校高等部生徒の進路実現
のため、多角的な就労支援の充実を図った。
・企業ニーズを踏まえた職業教育の推進
・障害者雇用促進に向けた取組

８５，６２４ ８１，７４０ 特別支援教育課

５４ 大学生インターンシッ
プ推進事業

・受け入れ企業の開拓、登録
・学生、大学への周知・募集
・学生と企業のマッチング
○平成２９年度実績
・インターンシップ実施学生数２７４名
・受入企業・団体４３企業・団体

２８，１８５ ２８，０３１ 産業人材育成課

５５ 高校生体験活動総合推
進事業（就業体験の推
進）

推進校には、連絡調整に係る教員の旅費を予算の範囲内で手当。
平成２９年度実績２２校

４０８ ４０８ 高校教育指導課

５６ 特別活動の授業等によ
る取組

各中学校で、職場体験活動を年間指導計画に位置付け、職場体験
を実施。

－ － 義務教育指導課

５７ 「埼玉の子ども７０万人
体験活動」の推進

高校生体験活動総合推進事業の実施
就業体験の推進、ふれあい体験の推進、社会奉仕活動の推進など
を通して、高校生に多様な体験活動を経験させることにより、問
題解決能力やコミュニケーション能力を身につけさせるなど、調
和のとれた人間性や社会性を育み、男女ともに社会に参画する意
識の醸成を図った。

６，０３３ ３，６３３ 高校教育指導課

５８ 普及活動推進事業
【再掲】No１４

普及指導員による普及活動の中で、夫婦による共同申請を含めた
女性認定農業者の認定と、さいたま農村女性アドバイザーの認定
を推進。女性農業者に対して家族経営協定の締結を推進している。
また、農産物加工・販売等、農業の６次産業化についての指導を
行っている。
・女性の認定農業者の認定 １６９件（平成２９年度末時点）
・さいたま農村女性アドバイザーの認定累計 ４７６名
・家族経営協定締結農家のうち女性が農業経営の方針決定に参加
している農家数 １，９３２件（平成２９年度末時点）
・農山村女性の起業件数 ２２５件（平成２８年度）

５９，５４４
【再掲】

５８，３１２
【再掲】

農業支援課

５９ 埼玉版ウーマノミクス
情報発信事業

・女性活躍応援イベントの開催６回
・埼玉版ウーマノミクスサイトによる女性活躍推進に役立つ情報
の発信
・「輝く女性応援団」による女性活躍のための情報発信１，８３８社

２８，３９０ ２３，１１２ ウーマノミクス
課

６０ 女性起業家のステップ
アップ支援事業（女性
創業支援事業の一部）

・女性起業家ビジネスプランコンテスト（SAITAMA Smile
Women Pitch２０１７）の開催（９月１３日、１４０人参加）

５，０００ ０ 産業支援課

６１ 県内中小企業合同入社
式等開催事業費

・合同入社式８７社３０１人
・合同研修会（基礎研修・１０会場）７６社１９３名
・合同研修会（フォローアップ研修・１０会場）６９社１５４名
・修了式４９社１０３人

７，２２０ ７，２２０ 雇用労働課

基本目標Ⅱ・施策の柱２ 合計（再掲含む） ４１，３３３，３０９ ３９，８１８，７３５
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基本目標Ⅱ 経済社会における女性の活躍が更に広がる
施策の柱３ 経済社会における男女共同参画の推進

○施策の基本的な方向
（１）男女の均等な雇用機会と待遇の確保の促進
（２）ライフイベントに対応した柔軟な働き方に向けた支援

No. 事業名等 関連事業実績 H２９予算
（千円）

Ｈ３０予算
（千円） 担当課

６２ 労働教育講座開催運営
費

勤労者向けセミナー ３９回
事業者向けセミナー ６回

９７７ ９５２ 雇用労働課

６３ 労働相談推進事業費 ・労働相談 ５，９７２件
・インターネット労働相談 ３３８件
・若者労働ほっとライン １９９件

２２，６１３ １９，３６０ 雇用労働課

６４ 労働情勢調査事業費 就労実態調査の実施、調査報告書の作成・配布、調査結果のHP
への掲載。（県内１，５００事業所を対象）

２，６５１ ２，５５４ 雇用労働課

６５ 農業協同組合などの正
組合員・役員・農業委
員などへの参画を促進
するための意識啓発

各農協に女性役員を選出するよう農協ヒアリングで依頼した。県
内１６の全農協で女性役員の登用が実現し、役員６２９人のうち女性
役員率は７．３％（４６人）であった。
農業委員・農地利用最適化推進委員の改選時に女性農業委員の登
用を市町村農業委員会等に依頼している。

－ － 農業政策課

６６ 普及活動推進事業
【再掲】No１４

普及指導員による普及活動の中で、夫婦による共同申請を含め
た女性認定農業者の認定と、さいたま農村女性アドバイザーの認
定を推進。女性農業者に対して家族経営協定の締結を推進してい
る。また、農産物加工・販売等、農業の６次産業化についての指
導を行っている。
・女性の認定農業者の認定 １６９件（平成２９年度末時点）
・さいたま農村女性アドバイザーの認定 累計４７６名
・家族経営協定締結農家のうち女性が農業経営の方針決定に参加
している
農家数 １，９３２件（平成２９年度末時点）
・農山村女性の起業件数 ２２５件（平成２８年度）

５９，５４４
【再掲】

５８，３１２
【再掲】

農業支援課

６７ 非正規対策・働き方改
革推進プロジェクト事
業
（H３０事業名変更）

正社員化総合相談窓口 相談 ２７３件（男１８２件、女７６件、事業者１５件）
うち出張相談 ９回 相談４０件 （男２７件、女１１件、事業者２件）
正社員化転換支援セミナー １２回 ２５０人（男１１７人、女１３３人）
企業への専門家派遣（１０９社、３０８回）
正社員化支援フォーラムの開催 １６６人
公労使会議の開催 本会議１回 事務レベル会議６回

３６，４９０ ３０，８６４ 雇用労働課

６８ 中核的NPO育成事業 NPOへの助成
・中核的NPO育成事業
NPO法人が実施する地域の中核となるNPO法人の育成事業
に対する助成１件
９００千円

９５４ － 共助社会づくり
課

６９ NPO情報ステーショ
ン運営事業

NPO・ボランティア活動を支援する総合的な情報提供システム
「NPO情報ステーション」の運営とウェブアクセシビリティ対
応及び法改正に伴うシステム改修
・埼玉県内のNPO法人の情報の提供
・埼玉県のNPO及び共助に関する施策の情報発信
・NPO等が自らの情報を発信し、交流を図れるサイトの運営
・その他NPOに関する情報の発信
・ウェブアクセシビリティ対応及び法改正に伴うシステム改修

５，１４０ ２，５７５ 共助社会づくり
課

７０ NPO活動促進助成事
業

NPO法人への助成
・NPO活動サポート事業
分野希望寄附を原資にNPO法人が行う独創的で先駆的な取組
に対する助成１０件 ６，０４３千円

１５，７００ １４，５００ 共助社会づくり
課

７１ 女性チャレンジ総合支
援事業費

女性が「いつでも、どこでも、何度でも」チャレンジできるよう
支援を行った。
・経済的に困難な女性のチャレンジ支援
女性の働き方講座 ４回
DV被害者自立支援セミナー １０回
シングルマザーのためのグループ相談会 １１回
・若年女性無業者のチャレンジ支援
グループ相談会 １２回
・働いている女性のための相談件数：３９０件

６，８７４ ２，６６３ 男女共同参画課
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No. 事業名等 関連事業実績 H２９予算
（千円）

Ｈ３０予算
（千円） 担当課

７２ 家内労働者の労働条件
の改善の促進

課のホームページで、家内労働の委託者が守るべき最低工賃を周
知した。また、ホームページから埼玉労働局の賃金・家内労働に
関するホームページを案内している。

－ － 雇用労働課

７３ 女性の起業家支援事業
（創業・ベンチャー支
援事業費の一部）【再
掲】No４２

※女性の創業支援事業として実施。
・女性創業相談者数：１，３２７人（男性１，２３２人）
・女性創業件数：９０件（男性１１５件）
・女性起業家向けスタートアップ塾の実施（県内２か所、３３人
参加）
・女性起業セミナーの実施（県内３か所、２３人参加）
・女性起業支援チームによる集中支援

２１，９７７
【再掲】

１６，９７７
【再掲】

産業支援課

７４ 創業・ベンチャー支援
事業費【再掲】No４３

・ホームページやポスター、パンフレットにより、支援内容や、
セミナーの案内等の情報を提供。
・起業した方の情報をホームページ・SNS等で紹介。
（ともに創業・ベンチャー支援センター埼玉において実施）

３０，０８４
【再掲】

４５，７８０
【再掲】

産業支援課

７５ 中小企業制度融資事業
費（女性・若者経営者
支援資金、起業家育成
資金）【再掲】No４４

【起業家育成資金】 １，０７３件 ４，５１８，７５６千円
【女性経営者支援資金（女性起業家支援貸付）】

６８件 ２２５，１１４千円

〔融資枠〕
・起業家育成資金
２００億円
・女性経営者
支援資金１００億円
【再掲】

〔融資枠〕
・起業家育成資金
１５０億円
・女性・若者経営者
支援資金１５０億円
【再掲】

７６ 女性起業促進事業
（SAITAMA 起業女
子応援ネットワーク支
援事業 の 一 部）【再
掲】No４５

※SAITAMA 起業女子応援事業（SAITAMA 起業女子応援
ネットワーク支援事業の一部）として実施。
・女性起業促進イベント（WOMEN BIZ フェスタ）の開催（１１
月２３日、１，８５３人来場）

６，５８０
【再掲】

１５，７５０
【再掲】

産業支援課

基本目標Ⅱ・施策の柱３ 合計（再掲含む） ３０，２０９，５８４ ３０，２１０，２８７

基本目標Ⅲ 家庭や地域を男女が共にいきいきと参画する
施策の柱４ 家庭における男女共同参画の推進

○施策の基本的な方向
（１）家庭生活における男女共同参画の促進
（２）子育ての社会的支援
（３）介護の社会的支援
（４）家庭と仕事・地域活動の両立支援
（５）男性の家庭・子育て・介護・地域活動への参画の促進

No. 事業名等 関連事業実績 H２９予算
（千円）

Ｈ３０予算
（千円） 担当課

７７ 家庭科の授業等による
取組

小学校第５学年及び第６学年の家庭科において、「家庭には自分
や家族の生活を支える仕事があることが分かり、自分の分担する
仕事ができること」や「生活時間の有効な使い方を工夫し、家族
に協力すること」の学習を行った。
中学校の技術・家庭科（家庭分野）において、「家庭や家族の基
本的な機能と、家庭生活と地域とのかかわりについて理解するこ
と」や「これからの自分と家族のかかわりに関心をもち、家族関
係をよりよくする方法を考えること」の学習を行った。

－ － 義務教育指導課

７８ 家庭教育支援推進事業 ・「埼玉県家庭教育アドバイザー」の養成研修を実施し、親が気
軽に身近なところで家庭教育や子育て支援についてアドバイス
できる指導者を養成した。（８日間、７２人）
・指導者の資質向上を図るため、フォローアップ研修を実施した。
（全体研修 １回２２８人、地区別研修 ４回２３２人）
・「埼玉県家庭教育アドバイザー」を市町村や幼稚園・保育所等
で実施する「親の学習」講座や家庭教育学級などに指導者とし
て派遣した。（５０１回）

３，４９９ ３，４５３ 生涯学習推進課

７９ 消費者啓発事業費 ・消費者情報の提供・情報紙「彩の国くらしレポート」の発行（４
回）
・啓発資料の作成
・消費生活講座の開催（２２１回）

４，０２２ ３，８７５ 消費生活課

８０ 消費者行政活性化事業 消費者団体研修会の開催（５回） ８２０ ８２０ 消費生活課
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No. 事業名等 関連事業実績 H２９予算
（千円）

Ｈ３０予算
（千円） 担当課

８１ 消費者団体活動促進費 １ 消費者大会開催事業補助（１団体）
２ くらし向上推進活動事業補助（２団体）

５３４ ５３４ 消費生活課

８２ 保育所地域子育て支援
事業費

子育て支援及び保育に対する多様なニーズに対応するため、病児
保育、延長保育に対し補助した。また、私立の認可保育所におい
て障害児の保育を手厚く行うための保育士加配に伴う経費を助成
することにより、児童の健全育成の向上を図った。

７３２，０３４ ６６９，４１７ 少子政策課

８３ 私立学校運営費補助
（満３歳児入園の拡大）

年度途中に入園する満３歳児の受入を行う幼稚園に対し、補助を
行う。
平成２９年度単価：園児１人あたり８９千円

７３，２９８ ７３，５３１ 学事課

８４ 預かり保育推進事業 開園日の半分以上の日数で１日２時間以上、通常の保育日に預か
り保育を実施している幼稚園に補助を行っている。
・補助を受けた私立幼稚園数 平成２９年度 ３９４園

５２６，６８０ ５４５，８６０ 学事課

８５ ファミリー・サポート
・センター事業費

ファミリー・サポート・センター事業及び病児・緊急対応強化事
業を実施する市町村に対して、運営費を助成した。

１０９，３６０ １０４，２１５ 少子政策課

８６ 地域子育て支援拠点事
業費

地域子育て支援拠点事業を実施する市町村に対して、運営費を助
成した。

９９８，８１４ １，０８９，２９５ 少子政策課

８７ パパ・ママ応援ショッ
プ事業

１８歳に達して次の３月末を迎えるまでの子供を持つ家庭及びこれ
から出産予定の家庭が「優待カード」を提示することで、協賛企
業・店舗、施設等から割引などの特典の提供を受けられる。
・平成３０年３月末協賛店舗数 ２２，２３１店

２４，５０８ ２１，８７５ 少子政策課

８８ 多子世帯応援ショップ
事業

３人以上の子供を持ちたいという希望を実現できるよう、多子世
帯向けに特典を提供する協賛店を広く募集し、民間と連携して、
社会全体で多子世帯を応援する気運醸成を図る。

５２５ ４０３ 少子政策課

８９ 乳幼児医療費支給事業 各種医療保険の自己負担分を助成した市町村に対して、その事業
費の一部を補助した。

２，８２１，３５２ ２，８２０，１３２ 国保医療課

９０ 保育関係団体補助 埼玉県保育士会、埼玉県保育協議会が行う研修等に対し補助した。 ２００ ２００ 少子政策課
９１ 保育士・保育所マッチ

ング支援事業
保育士・保育所支援センターにおいて、潜在保育士等の就職支援
を行った。
・就職確認者数：１８２人（男性６人、女性１７６人）

１５，０７０ １５，０７０ 少子政策課

９２ 保育士研修等事業 保育士の専門性を高めるための研修を実施した。
・保育士等キャリアアップ研修
参加者：３，２１０人（男性１２４人、女性２，６３７人、不明４４９人）
・資質向上研修 参加者：８４３人

１９６，４２８ ２８２，８５７ 少子政策課

９３ 保育士確保事業 保育士・保育所支援センターを機能強化することにより、保育士
と保育所のマッチングを促進するとともに、保育現場の働き方改
革を進めて保育士の職場定着と就職希望者の拡大を図る。

（H３０新規事業） ５６，７４８ 少子政策課

９４ 埼玉がいいね！保育士
就職応援事業

保育士試験合格者や保育士養成施設の学生に対して、県内保育所
への就職を支援した。
・保育士の仕事 PR出前講座 ５５６人
・保育所見学ツアー １４人
・再就職支援セミナー １１１人

２５，１３１ １７，５００ 少子政策課

９５ 幼稚園教育振興・充実
事業

・埼玉県幼稚園新規採用教員研修
運営協議会 年間２回、園外研修 年間１０日、
園内研修 年間１０日
・埼玉県幼稚園等主任教諭等研究協議会 ６８名参加
・公立幼稚園指導者派遣事業 年間３園派遣

４，５２１ ４，１７７ 義務教育指導課

９６ 母子・父子自立支援員
設置費

福祉事務所に母子・父子自立支援員を配置し、ひとり親家庭の各
種相談支援を行った。
・相談支援 ２０，０２４件
・研修 ３回開催

５０，９９８ ４５，０１１ 少子政策課

９７ ひとり親家庭福祉推進
事業費

ひとり親家庭の福祉の向上を図るため、次の事業を行った。
（１）自立支援給付金の支給
（２）就学支度金の支給
（３）母子緊急一時保護事業
（４）自立支援プログラムの策定
（５）日常生活支援事業（市町村補助）
（６）生活向上事業（市町村補助）
（７）高等学校卒業程度認定試験合格支援事業
（８）高等職業訓練促進資金貸付事業

１６７，６９９

１７４，６３６ 少子政策課

９８ 就業支援専門員設置事
業費

福祉事務所に就業支援専門員３人を配置し、キャリアカウンセリ
ングやハローワーク同行等の就労支援を行った。
・相談件数 ２，７５１件

１１，６４０ 少子政策課
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No. 事業名等 関連事業実績 H２９予算
（千円）

Ｈ３０予算
（千円） 担当課

９９ 母子家庭等交流・生活
支援事業

支援が必要なひとり親家庭の早期発見に努めるとともに、継続的
な見守りを行うため、当事者団体である（公財）埼玉県母子寡婦
福祉連合会のマンパワーを活用し、地域ごとに交流会や相談会な
どを開催した。
・地域相談員研修 １回
・交流会（８５回）、相談会（９１回）、生活支援講習会（５０回）の開
催

８，４１３ ８，０１７ 少子政策課

１００ 児童扶養手当給付費 家庭生活の安定と自立促進に寄与するため、ひとり親家庭等に手
当を支給した。
・平成２９年度支給対象者 ３，４６０人
・支給月額（平成２９年度）
〈本体額〉 全部支給 ４２，２９０円 一部支給 ４２，２８０～９，９８０円
〈第２子加算額〉 全部支給 ９，９９０円 一部支給 ９，９８０～５，０００円
〈第３子以降加算額〉 全部支給 ５，９９０円 一部支給 ５，９８０～３，０００円

１，８０４，０３２ １，７３７，５１５ 少子政策課

１０１ 母子父子寡婦福祉資金
貸付費

母子家庭等に修学資金、就学支度資金、生活資金など、１２種類の
資金の貸付を行い、その経済的自立の促進と生活意欲の助長、扶
養している児童の福祉の増進を図った。
平成２９年度貸付実績 ９４９件 ６１８，５１１千円

９００，９２４ ８０３，０１０ 少子政策課

１０２ ひとり親家庭等医療費
支給事業

各種医療保険の自己負担分を助成した市町村に対して、その事業
費の一部を補助した。

１，０４１，９１０ １，０２７，６２９ 国保医療課

１０３ 県営住宅の定期募集 県営住宅に子育て支援住宅の専用募集枠を設定し、年間４回（１
月、４月、７月、１０月）定期募集を実施した。
県営住宅の定期募集の抽選において、母子・父子世帯に対する優
遇措置を図った。

子育て支援住宅の専用募集枠の募集戸数 ４３７戸
一般住宅及び子育て支援住宅で母子世帯の優遇措置を受け応募し
た世帯数 １，００９世帯
一般住宅及び子育て支援住宅で父子世帯の優遇措置を受け応募し
た世帯数 １９世帯

－ － 住宅課

１０４ ひとり親家庭及び生活
保護受給者等対象訓練
事業費

母子家庭の母、父子家庭の父及び生活保護受給者を対象に、職業
的自立を促進することを目的とした職業訓練を実施（介護分野、
事務分野、IT分野など）
・受講者数 ６４人

３１，４２９ ３１，４３３ 産業人材育成課

１０５ ひとり親家庭就職・転
職応援事業費

就業支援専門員を中心に相談から職場定着まで切れ目ない支援を
行うとともに、ひとり親家庭の資格取得を応援するため、セミナ
ーや看護学校受験対策講座を実施する。

（H３０新規事業） ２６，６５４ 少子政策課

１０６ ファミリー・サポー
ト・センター設置促進
事業費

市町村が設置しているファミリー・サポート・センターのアドバ
イザーに対して、資質向上を目的とした研修を実施した。

１０４ ９８ 少子政策課

１０７ 子育て世代包括支援セ
ンター整備促進・支援
事業

妊娠期から子育て期まで切れ目ない支援を行う「子育て世代包括
支援センター」の全県展開を図るため設置運営する市町村へ補助
を行った。
・センター運営支援 ３２市町 ・開設準備 １８市町

１７９，２８０ １７９，８３０ 健康長寿課

１０８ 市町村児童相談体制強
化事業

市町村に対し職員の研修その他の援助を行い、児童虐待の早期発
見及び早期かつ適切な対応の強化を図った。
・キーパーソン養成事業：３８人を対象に実施
・市町村職員等の専門性向上事業：児童福祉司任用資格認定講習
会に２５人参加、保護者支援トレーナー養成事業に３５人参加
・児相OB職員の市町村派遣事業：１４市町に派遣を実施

７０，８１０ ５４，９１３ こども安全課

１０９ 児童相談所機能強化事
業

児童相談所に警察官OB及び虐待相談対応職員を配置し、相談体
制の強化を図った。
１ 児童相談所警察官OB配置事業：県内すべての児童相談所
（支所）に９名配置
２ 児童相談所虐待相談対応職員配置事業
県内全ての児童相談所（支所）に虐待相談対応職員を３０名配
置

１０３，６７６ １４７，２０６ こども安全課

１１０ 子供と家庭電話相談事
業費

臨床心理士、社会福祉士、教員等の資格を持った電話相談員を配
置し、毎日（祝日及び年末年始を除く）電話相談を実施した。

１６，２０６ １６，２７０ こども安全課

１１１ 保育対策緊急整備事業
費【再掲】No２８

認定こども園整備事業
認定こども園の施設整備に係る経費を補助した。

３，５９９，８７３
【再掲】

１，４６６，０４４
【再掲】

少子政策課

１１２ 認可外保育施設指導監
督費【再掲】No２９

１ 市町村に対する助言指導
２ 認可外保育施設の保育従事者に対する研修（１回開催）

２４９
【再掲】

２３５
【再掲】

少子政策課
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No. 事業名等 関連事業実績 H２９予算
（千円）

Ｈ３０予算
（千円） 担当課

１１３ 放課後児童健全育成事
業費【再掲】No３０

親の就労等で昼間保護者のいない小学校児童や特別支援学校等に
通学する児童等の健全育成を図るため、放課後児童健全育成事業
を実施する市町村に対して、放課後児童クラブの運営費を助成し
た。

３，９３４，８２８
【再掲】

４，４４２，６６４
【再掲】

少子政策課

１１４ 放課後児童クラブ施設
整備費【再掲】No３１

施設整備や既存施設の改修整備等により、新たに放課後児童クラ
ブを設置するために必要な経費や、障害児受け入れのために必要
な改修費等を助成した。

２８１，９５７
【再掲】

３３８，６１０
【再掲】

少子政策課

１１５ 介護サービス事業者管
理育成事業費

介護サービス事業者に対する指定管理等を適正に行うことにより、
事業における透明性の確保、質の向上を図った。

４，７４２ ６，９２４ 高齢者福祉課

１１６ 介護支援専門員支援養
成研修事業

・介護支援専門員等に対し、介護の専門知識・技術を習得する研
修を実施（平成２９年度 １，４４７人参加）
・介護支援専門員として十分な知識と経験を有する者を対象とし
て、他の介護支援専門員に対する助言や指導などを行うための
知識及び技術を習得する研修を実施（平成２９年度 １４７人参加）

３，４６２ ３，４１４ 高齢者福祉課

１１７ ユニットケアフォロー
アップ研修等事業

ユニット型施設の介護職員等を対象に、グループワーク等の実践
的な研修を実施。
（平成２９年度受講者 ４８人）

２８５ １７４ 高齢者福祉課

１１８ 特別養護老人ホーム等
整備事業費

老人福祉法に規定する老人福祉施設のうち、特別養護老人ホーム
等の整備費を助成した。
特別養護老人ホーム整備に対する補助
・創設 ３，０００千円／定員１人
・増床 ２，１６０千円／定員１人
※平成２９年度特養の定数増 ２，９８８人分

５，９８９，９９４ １，９３０，０１６ 高齢者福祉課

１１９ 市町村地域支援事業促
進事業費

地域包括支援センターの職員等に対して、研修を行った。
・地域包括支援センター職員入門研修 １８０人
・市町村職員管理職・地域包括支援センター長合同研修 ２６６人

２，９０５ ２，８３５ 地域包括ケア課

１２０ 市町村介護保険財政支
援事業費

介護保険の安定的な運営のため介護保険法に基づき、介護保険給
付費等の費用の法定割合を負担した。

６６，１０１，５４６ ６８，９７４，７３９ 地域包括ケア課

１２１ 鉄道整備要望 県内に路線を持つ各鉄道事業者に対し、増発、スピードアップ、
乗換えや接続の改善、快適な鉄道利用環境の整備等、多岐にわた
る内容の要望を文書で行った。各鉄道事業者では、バリアフリー
施設の整備、警察と連携した痴漢撲滅キャンペーンの実施等、安
全で快適な利用環境の整備に取り組んでいる。

－ － 交通政策課

１２２ バス活性化事業費 ノンステップバスを導入するバス事業者に対して車両購入費の一
部を補助した。（４０台）

２８，３７１ ２５，５７２ 交通政策課

１２３ みんなに親しまれる駅
づくり事業

エレベーター、障害者対応型トイレの設置などの駅のバリアフリ
ー化を進める市町村に対して、設置費用の一部を補助した。（４
市町４駅７施設）
・東武東上線 新河岸駅 エレベーター１基、障害者対応型トイ
レ２か所（川越市）
・秩父本線 秩父駅 障害者対応型トイレ１か所（秩父市）
・JR宇都宮線 新白岡駅 障害者対応型トイレ１か所（白岡市）
・東武東上線 玉淀駅 障害者対応型トイレ１か所、スロープ１
か所（寄居町）

７２，５００ １１９，３００ 交通政策課

１２４ 道路改築費、街路整備
費、社会資本整備統合
交付金（改築）事業費
など７事業

圏央道などの高規格道路のインターチェンジへのアクセス道路な
どの幹線道路整備や渋滞解消を目的としたバイパス整備及び地域
の生活を支える身近な道路整備を推進した。

１６，８６６，９１９ １５，４４８，６２８ 道路街路課

１２５ 女性活躍のための働き
方見直し支援事業
【再掲】No２１

働き方見直しに向けた取組を行う企業にアドバイザーの派遣や奨
励金の支給を行うとともに、成果を上げた企業の取組をモデルと
して広く発信したほか、働き方見直しやワークライフバランスに
関する実践的なセミナーを開催した。
また、女性活躍に取り組む企業へのアドバイザー派遣により、企
業の女性活躍の取組を支援した。
・働き方見直し支援事業への参加企業 ４４社
・企業向けセミナー等の開催（６回） 延べ３８９社５２３人
・アドバイザーの派遣 ３０社

２９，７６７
【再掲】

３０，９５７
【再掲】

ウーマノミクス
課
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No. 事業名等 関連事業実績 H２９予算
（千円）

Ｈ３０予算
（千円） 担当課

１２６ ICTを活用した働き
方改革推進事業費【再
掲】No２２

・平成２９年１０月から、育児や介護にあたる職員などを対象として、
自宅に近い庁舎など所属課所とは別の課所で業務を行うサテラ
イト勤務を導入した。
・サテライトオフィスは本庁及び地方庁舎等１１か所に開設し、所
属課所と同等の業務が行える環境を整備した。
・平成２９年１０月～平成３０年３月の利用人数・・・のべ８７人（男性
７５人、女性１２人）

９，４３７
【再掲】

４，３８２
【再掲】

改革推進課

１２７ さいたま輝き荻野吟子
賞事業費【再掲】No
１２

県内出身で日本で最初の公認女性医師となった「荻野吟子」にち
なみ、男女共同参画の推進に顕著な功績のあった個人・団体・事
業所を表彰し、男女共同参画社会づくりを促進した。
平成２９年度は個人３名、２事業所を表彰。

４６７
【再掲】

４６８
【再掲】

男女共同参画課

１２８ 仕事と生活の両立支援
事業

○仕事と介護・子育て・病気治療の両立支援相談事業 仕事継
続の視点からの相談に対応し、情報提供を行う総合的な窓口を
設置する。
・電話及びホームページ（電子申請）による相談受付、情報提供
・福祉・医療等の専門相談窓口やサービス提供窓口への橋渡し
・仕事と介護・子育ての両立支援ガイドブックの作成、配布
・介護研修、子育てセミナー等における出前（出張）説明・相談

（H３０新規事業） ６，７７８ 雇用労働課

１２９ 男性の生活・自活能力
向上のための支援

食に関わる地域ボランティアである「埼玉県食生活改善推進員団
体連絡協議会」が、男性のための料理教室を実施した。

－ － 健康長寿課

１３０ 埼玉県女性活躍・子育
て応援事業主プランに
基づく施策の推進

・「子育て応援総合サイト」の運営
・「子育て応援ハンドブック」を「子育て応援総合サイト」に掲
載
・「子育てのための休暇取得プログラム」の実施
・男性の育児休業体験談を「子育て応援総合サイト」に掲載
・「育児の日」の実施
・育児休業中の職員の研修参加の実施
・男性職員の仕事と育児の両立支援制度のパンフレットを「子育
て応援総合サイト」に掲載
・これから子が生まれる男性職員に対する個別的な制度周知
・リモートアクセスの運営
・短期間でも男性職員の育児休業の取得を促進する取組を実施
・育児休業経験者アンケートを「子育て応援総合サイト」に掲載
・子が生まれた男性職員の家族向けチラシの配布

２２１ ２２１ 人事課

１３１ 「男性のための悩み相
談」の実施

男女共同参画の視点から男性をサポートするために、男性臨床心
理士による一日電話相談を実施した。
実施日：毎月第４日曜日
相談件数：８１件

－ － 男女共同参画課

１３２ 精神保健相談事業・訪
問相談指導事業

・保健所の保健師・精神保健福祉士による面接相談及び訪問
・保健所が嘱託する精神科医師による精神保健相談

１，６１８ １，４６１ 疾病対策課

１３３ 女性の貧困問題支援事
業

シングルマザー等への支援
・生き方セミナーの開催 年９回
・グループ相談会の開催 年１４回
・将来計画設計講座 年２回
「女性の貧困」脱却サポーターへの支援
・女性の貧困問題講演会 年１回
・「女性の貧困」脱却ための女性リーダー育成事業 年１０回連続
講座

（H３０新規事業） ９，３３０ 男女共同参画課

基本目標Ⅲ・施策の柱４ 合計（再掲含む） １０６，８４１，４１８ １０２，７８６，５７６
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基本目標Ⅲ 家庭や地域を男女が共にいきいきと参画する
施策の柱５ 誰もが地域でいきいきと生活できる支援

○施策の基本的な方向
（１）高齢者がいきいきと活躍し、安心して生活できる支援
（２）困難を抱えた女性などの自立支援
（３）障害者、外国人などの特別な配慮を必要とする人への支援
（４）地域活動における男女共同参画の推進
（５）男女共同参画に関する国際理解、国際交流・国際協力の推進

No. 事業名等 関連事業実績 H２９予算
（千円）

Ｈ３０予算
（千円） 担当課

１３４ 公民館などの高齢者に
対する生涯学習の充実
や、多様な学習・活動
ニーズへの対応

公民館等で実施している高齢者向けの事業や取組について情報収
集し、ホームページ等で広く提供した。

－ － 生涯学習推進課

１３５ シルバー人材センター
支援事業

シニアの就業機会を確保するため、シルバー人材センターの指導
・育成を業務とするいきいき埼玉（シルバー人材センター連合）
へ助成をし、その事業の促進を図る。
１ シルバー・ワークステーション設置事業
・シルバー・ワークステーションの設置により、シルバー会員
の新たな派遣先の開拓を支援
・人材発掘セミナーの開催などによる新たな会員の発掘
＜平成２９年度実績＞

・新規開拓件数 ８５８件、新規就業者数 １，９００人
２ シルバー魅力向上事業
地域課題の解決等に取り組む事業への補助を通じてシルバー
会員の就業機会の拡大を支援

＜平成２９年度実績＞
・採択数 ３団体
３ シルバー人材センター連合事業費
シルバー人材センターを指導・育成するシルバー人材センタ
ー連合への助成

＜平成２９年度実績＞
・シルバー会員数 男性３２，６２０人 女性１４，２５６人

５４，３４６ ５６，０５３ シニア活躍推進
課

１３６ シニアの活躍の場の拡
大事業

元気なシニアが自分の希望に合わせて働き、共に社会の担い手と
して活躍する社会を目指すため、県内企業等に対し、シニアの活
躍の場の拡大を働き掛ける。
〇 シニア活躍推進宣言企業の拡大、フォローアップ
シニアの活躍推進を県内企業等に働き掛け、定年制の廃止や
働きやすい職場づくりなどに取り組む企業を「シニア活躍推
進宣言企業」として認定する。
また、宣言企業におけるシニア活躍推進の取組を追跡調査し、
効果・課題を把握する。

＜平成２９年度実績＞
県内企業へのシニア活躍の働き掛け 企業訪問数 累計
２，６６３件
シニア活躍推進宣言企業 認定数 累計１，０７０件
仕事のモデルづくり モデル数１０件

４２，０４８ ３９，３４７ シニア活躍推進
課

１３７ シニア就業支援事業 シニアをはじめ全年齢の求職者への就職支援を行うため、県内８
市でセミナー、就職相談、職業紹介を一体的に実施している。
※さいたま市、所沢市、草加市、川越市、春日部市、加須市、
深谷市、秩父市
＜平成２９年度実績＞
・利用者数１１，１５２人 就職確認者数１，３３７人

１４１，３４５ １６１，８３４ シニア活躍推進
課

１３８ 彩の国いきがい大学の
運営

「彩の国いきがい大学」を運営する（公財）いきいき埼玉に対し、
その経費を助成
・「彩の国いきがい大学」卒業人数 ３８，６７４人（平成２９年度末ま
での累計）

９，５９８ ６，７６６ 高齢者福祉課

１３９ 高齢者の社会活動支援
（大学の開放授業講座
の推進）

協定を締結した県内２０、近隣１の計２１大学と協力して、５５歳以上
の方々を対象に、大学の授業を受ける機会を提供した。

－ － 高齢者福祉課

１４０ 後期高齢者医療制度の
運営

埼玉県後期高齢者医療広域連合及び市町村に対し必要な負担金を
交付した。

６３，８３５，５８７ ６６，６８８，７４１ 国保医療課
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No. 事業名等 関連事業実績 H２９予算
（千円）

Ｈ３０予算
（千円） 担当課

１４１ 県民健康福祉村運営費 健康づくりの拠点施設として県民健康福祉村を運営。県民に健康
づくりの場を提供するとともに、市町村が実施する健康づくり事
業の支援として指導者の養成・研修、実地指導や関係情報の収集
・提供をした。
健康運動指導研修 ５回延べ７４人参加、実地指導 ８１回延べ２６市
町１，７４０人参加

１５１，２３３ １５１，２３３ 健康長寿課

１４２ 市町村地域支援事業促
進事業費【再掲】No
１１９

地域包括支援センターの職員等に対して、研修を行った。
・地域包括支援センター職員入門研修 １８０人
・市町村職員管理職・地域包括支援センター長合同研修 ２６６人

２，９０５
【再掲】

２，８３５
【再掲】

地域包括ケア課

１４３ 介護すまいる館事業 高齢者の自立の促進と介護する家族の負担の軽減を図るため、介
護すまいる館において、福祉用具の展示・販売を行うとともに、
使用方法等の相談に応じた。

１２，４９４ １２，４９４ 高齢者福祉課
社会福祉課

１４４ リフォーム相談ワンス
トップ機能充実及び優
良リフォーム業者育成
事業

・住宅リフォーム専門相談窓口の設置
住まい相談プラザにおいて住宅リフォーム専門相談窓口を設け、
専門相談員による相談を行った。
相談件数６６件
・優良リフォーム業者育成講習会の開催
リフォーム業者等の専門家を対象とする講習会を実施。
実施回数 １回

４４３ ３６０ 住宅課

１４５ 高齢者虐待対策事業費 民生委員などの福祉関係者や電気、ガス、新聞など高齢者宅を訪
問する機会の多い事業者で構成される「埼玉県要援護高齢者等支
援ネットワーク会議」を開催した（８５人参加）。

２０ ２０ 地域包括ケア課

１４６ 消費者啓発事業費
【再掲】No７９

・消費者情報の提供・情報紙「彩の国くらしレポート」の発行（４
回）
・啓発資料の作成
・消費生活講座の開催（２２１回）

４，０２２
【再掲】

３，８７５
【再掲】

消費生活課

１４７ 消費者行政活性化事業
【再掲】No８０

消費者団体研修会の開催（５回） ８２０
【再掲】

８２０
【再掲】

消費生活課

１４８ ７０歳雇用推進事業 働く意欲のあるシニアが、その希望に応じて生き生きと働き続け
るためには、企業における環境づくりが必要である。そこで、県
内企業にシニアの活躍の場の拡大を働き掛け、定年制の廃止や引
上げを実施する企業に対して助成金を支給し、企業における７０歳
雇用を推進する。
○７０歳雇用推進助成金
定年廃止等に取り組む企業等に助成金を支給する。
＜平成２９年度実績＞ ・助成企業数 ２５社

３４，０００ ６０，４６０ シニア活躍推進
課

１４９ 若者自立支援センター
埼玉事業

利用者 ３，０６７人
・専門カウンセラーによる就業に向けたカウンセリング実施
・セミナーやグループワーク、しごと体験プログラム等
・保護者セミナーの開催

１６，７６６ １７，７６５ 雇用労働課

１５０ 女性キャリアセンター
就業支援事業【再掲】
No３４ ・女性キャリアセンター利用者数 １５，３３２人

・女性キャリアセンター就業確認者数 ２，００８人
・各種セミナー ２１７回
・在宅ワーカー育成セミナー ８２回

（H３０新規事業）

２０５，８９８
【再掲】

ウーマノミクス
課

１５１ 女性キャリアサポート
事業【再掲】No３５

１５８，８０１
【再掲】

ウーマノミクス
課

１５２ 在宅ワークパワーアッ
プ支援事業【再掲】No
３６

３６，１３０
【再掲】

ウーマノミクス
課

１５３ 埼玉版ハローワーク推
進事業【再掲】No３８

サテライト利用者 ５７，７９８人
・キャリアコンサルティングの実施
・各種就職支援セミナーの実施
・心理カウンセリングの実施
・生活・住宅総合相談の実施

１８８，３７６
【再掲】

２２１，７５１
【再掲】

雇用労働課

１５４ 多様な職業能力の開発
機会の提供【再掲】No
４０

（１）高等技術専門校訓練等推進事業費
・高等技術専門校において求職者に対する職業訓練を実施。
（２９年度入校者数５４８人中、女性５３人）
・高等技術専門校において中小企業等の在職者に対する技能
講習を実施。（２９年度受講者数４，９９９人中、女性１，７２３人）

（２）委託訓練事業費
１か月～２４か月の委託訓練を実施（介護分野、事務分野、IT
分野など）。
一般委託訓練受講者数 ５，０４５人中、女性 ３，８３９人
障害者対象訓練受講者数 ２３１人中、女性 ８３人

２，１２８，８７４
【再掲】

２，１６２，２４１
【再掲】

産業人材育成課
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No. 事業名等 関連事業実績 H２９予算
（千円）

Ｈ３０予算
（千円） 担当課

１５５ 女性のためのスキルア
ップ体験講座事業【再
掲】No４１

介護、保育、建築などの人手不足分野で働く女性を増やすため、
埼玉県女性キャリアセンターと連携し、広報イベントから体験講
座まで一体的に実施し、人手不足分野の職業訓練の受講に着実に
結びつける。
１ 職業訓練 PRイベント（女性キャリアセンター）
・介護、保育、建築CADなどの魅力を紹介
・職業訓練生体験談
２ スキルアップ体験講座（ヒューマンアカデミー大宮校）
１日目：基礎訓練や求人動向、訓練の実技授業体験
２日目：職場体験、訓練説明会
・受講者数 １６９人

４，１２６
【再掲】

－
【再掲】

産業人材育成課

１５６ 非正規対策・働き方改
革推進プロジェクト事
業（H３０事業名変更）
【再掲】No６７

正社員化総合相談窓口 相談 ２７３件（男１８２件、女７６件、事業者
１５件）
うち出張相談 ９回 相談４０件 （男２７件、女１１件、事業者２
件）
正社員化転換支援セミナー １２回 ２５０人（男１１７人、女１３３人）
企業への専門家派遣（１０９社、３０８回）
正社員化支援フォーラムの開催 １６６人
公労使会議の開催 本会議１回 事務レベル会議６回

３６，４９０
【再掲】

３０，８６４
【再掲】

雇用労働課

１５７ 母子・父子自立支援員
設置費【再掲】No９６

福祉事務所に母子・父子自立支援員を配置し、ひとり親家庭の各
種相談支援を行った。
・相談支援 ２０，０２４件
・研修 ３回開催

５０，９９８
【再掲】

４５，０１１
【再掲】

少子政策課

１５８ ひとり親家庭福祉推進
事業費【再掲】No９７

ひとり親家庭の福祉の向上を図るため、次の事業を行った。
（１）自立支援給付金の支給
（２）就学支度金の支給
（３）母子緊急一時保護事業
（４）自立支援プログラムの策定
（５）日常生活支援事業（市町村補助）
（６）生活向上事業（市町村補助）
（７）高等学校卒業程度認定試験合格支援事業
（８）高等職業訓練促進資金貸付事業

１６７，６９９
【再掲】

１７４，６３６
【再掲】

少子政策課

１５９ 就業支援専門員設置事
業費【再掲】No９８

福祉事務所に就業支援専門員３人を配置し、キャリアカウンセリ
ングやハローワーク同行等の就労支援を行った。
・相談件数 ２，７５１件

１１，６４０
【再掲】

少子政策課

１６０ 母子家庭等交流・生活
支援事業【再掲】No
９９

支援が必要なひとり親家庭の早期発見に努めるとともに、継続的
な見守りを行うため、当事者団体である（公財）埼玉県母子寡婦
福祉連合会のマンパワーを活用し、地域ごとに交流会や相談会な
どを開催した。
・地域相談員研修 １回
・交流会（８５回）、相談会（９１回）、生活支援講習会（５０回）の開
催

８，４１３
【再掲】

８，０１７
【再掲】

少子政策課

１６１ 児童扶養手当給付費
【再掲】No１００

家庭生活の安定と自立促進に寄与するため、ひとり親家庭等に手
当を支給した。
・平成２９年度支給対象者 ３，４６０人
・支給月額（平成２９年度）
〈本体額〉 全部支給 ４２，２９０円 一部支給 ４２，２８０～９，９８０円
〈第２子加算額〉 全部支給 ９，９９０円 一部支給 ９，９８０～５，０００円
〈第３子以降加算額〉 全部支給 ５，９９０円 一部支給 ５，９８０～３，０００円

１，８０４，０３２
【再掲】

１，７３７，５１５
【再掲】

少子政策課

１６２ 母子父子寡婦福祉資金
貸付費【再掲】No１０１

母子家庭等に修学資金、就学支度資金、生活資金など、１２種類の
資金の貸付を行い、その経済的自立の促進と生活意欲の助長、扶
養している児童の福祉の増進を図った。
平成２９年度貸付実績 ９４９件 ６１８，５１１千円

９００，９２４
【再掲】

８０３，０１０
【再掲】

少子政策課

１６３ ひとり親家庭等医療費
支給事業【再掲】No
１０２

各種医療保険の自己負担分を助成した市町村に対して、その事業
費の一部を補助した。

１，０４１，９１０
【再掲】

１，０２７，６２９
【再掲】

国保医療課
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No. 事業名等 関連事業実績 H２９予算
（千円）

Ｈ３０予算
（千円） 担当課

１６４ 県営住宅の定期募集
【再掲】No１０３

県営住宅に子育て支援住宅の専用募集枠を設定し、年間４回（１
月、４月、７月、１０月）定期募集を実施した。
県営住宅の定期募集の抽選において、母子・父子世帯に対する優
遇措置を図った。

子育て支援住宅の専用募集枠の募集戸数 ４３７戸
一般住宅及び子育て支援住宅で母子世帯の優遇措置を受け応募し
た世帯数
１，００９世帯
一般住宅及び子育て支援住宅で父子世帯の優遇措置を受け応募し
た世帯数
１９世帯

－
【再掲】

－
【再掲】

住宅課

１６５ ひとり親家庭及び生活
保護受給者等対象訓練
事業費【再掲】No１０４

母子家庭の母、父子家庭の父及び生活保護受給者を対象に、職業
的自立を促進することを目的とした職業訓練を実施（介護分野、
事務分野、IT分野など）
・受講者数 ６４人

３１，４２９
【再掲】

３１，４３３
【再掲】

産業人材育成課

１６６ ひとり親家庭就職・転
職応援事業費【再掲】
No１０５

就業支援専門員を中心に相談から職場定着まで切れ目ない支援を
行うとともに、ひとり親家庭の資格取得を応援するため、セミナ
ーや看護学校受験対策講座を実施する。

（H３０新規事業）
【再掲】

２６，６５４
【再掲】

少子政策課

１６７ 福祉のまちづくり普及
推進事業費

１ 埼玉県福祉のまちづくり普及啓発事業
①障害者用駐車場マナーアップキャンペーンの実施（１１月１日
～１２月９日）
・公共施設、商業施設等にポスター配布（１，２１８か所、３，０２９枚

１１月）
・彩の国だより（１１月号）、ラジオでの広報
②県民（NPO、福祉団体等）との協働による福祉のまちづく
りの普及啓発
・ハート・プラスマーク携帯用カードを作成、市町村へ配布
（７，５００枚 ２月）
・各種イベント等にブース出展し、啓発活動
（１１月１４日・県庁オープンデー、１２月１０日・埼玉交通安全フ
ェア PRブース）
③街で見かける障害者マークの普及啓発
公共施設、商業施設、公共交通機関等にポスター配布
（１，４７１か所、４，６５９枚 １１月～２月）

２ 埼玉県福祉のまちづくり推進協議会の開催（年２回開催）
第１回：平成２９年９月７日 第２回：平成３０年２月１５日
（委員１２名中４名女性）

２，６６２ １，７２２ 福祉政策課

１６８ ペアレントメンター養
成・相談事業

発達障害の子供を持つ親が同じ親の立場で相談に応じるペアレン
トメンターの養成を行い、親（家族）同士で支援できる体制を構
築した。
【実績】１１か所で実施 １６１人参加

２，３９６ ２，１５６ 障害者福祉推進
課

１６９ 発達障害支援人材育成
事業
発達障害児親支援事業
業

・発達障害児支援人材育成事業
【実績】
市町村職員、保育所・幼稚園等職員、小学校教員、専門職向けに
研修を実施
市町村：１４３人、保育所・幼稚園等職員：９３３人、小学校教員６５３
人、専門職９５６人
・発達障害児者親支援事業
【実績】
子供の発達等で子育てに悩んでいる保護者を対象に県内３か所で
実施。１１２人参加。

２６，２８２ １９，７９７ 障害者福祉推進
課

１７０ 権利擁護センター運営
費（「障害者１１０番」運
営事業）

障害者及びその家族等からの相談に対し、電話相談、面接相談等
により応じた。
平成２９年度相談件数 １，６０８件

２，３４４ ２，２０３ 障害者福祉推進
課

１７１ 子供の発達支援巡回事
業

障害児通所支援事業所を巡回し、発達が気になる子供への対応等
について助言・指導を行う。
【実績】 ２２施設、２５４回実施

１１，７５０ ５，８６２ 障害者福祉推進
課

１７２ 障害者雇用総合支援セ
ンター（仮称）運営事
業

－ １８７，８２５ 雇用労働課

１７３ 障害者雇用サポートセ
ンター運営費

相談企業数 ３，３３８件、企業への雇用提案 ７７５社
・雇用の場の創出、就労のコーディネート、企業ネットワークの
構築と運営、企業等からの相談

３１，６２８ － 雇用労働課



第
２
部

埼
玉
県
の
男
女
共
同
参
画
施
策
の
実
施
状
況

40

No. 事業名等 関連事業実績 H２９予算
（千円）

Ｈ３０予算
（千円） 担当課

１７４ 障害者雇用推進事業費 企業訪問 １，０６１社、本採用人数６８８人
・障害者雇用開拓
・障害者雇用優良企業認証
・企業での障害者の短期雇用体験を実施
・障害者職場定着支援センターによる企業への職場適応援助者
（ジョブコーチ）の派遣

７２，７１３ － 雇用労働課

１７５ 障害者就労支援事業費 ジョブ・サポーター研修参加人数 １６２人
・障害者就労支援センター職員等向け研修の実施（ジョブ・サポ
ーター研修）
・障害者就職面接会の開催
・障害者ワークフェアの開催

８５３ － 雇用労働課

１７６ 精神障害者雇用拡大推
進事業

就労者数 ２２１人
・企業に対する精神障害者の雇用提案等を雇用アドバイザーと精
神保健福祉士のチーム支援により実施

３７，３５４ － 雇用労働課

１７７ 共生社会の形成に向け
た特別支援教育推進事
業

一人一人の教育的ニーズに応じた支援や、特別支援教育推進のた
めの基盤整備への取組を実施。
・小・中・高それぞれの段階における支援
・特別支援学校センター的機能の充実
・人材育成・指導力向上のための研修会の開催

２６，２０３ ２５，０９９ 特別支援教育課

１７８ 学校における人権教育
推進事業

性的マイノリティについて、管理職や人権教育担当者を対象とし
た研修会において情報提供したり、専門家による講演会を実施し
た。
・小中学校長等人権教育研修会及び人権教育担当者研修会
・高等学校等校長人権教育研修会及び人権教育担当者研修会

４８９ ３９１ 人権教育課

１７９ 外国人総合相談センタ
ー埼玉設置事業費

・電話相談機能 週５日 ８言語及びやさしい日本語対応（生活
全般相談）
・専門的対面相談機能（出入国管理、雇用・労働、法律相談）
・外国人相談研修会実施

１５，３７６ １５，３７６ 国際課

１８０ グローバル人材育成セ
ンター埼玉事業

海外留学経験のある日本人学生と外国人留学生の、留学前から留
学後の就職までをトータルでサポートする拠点を運営する。
・７月４日にグローバル人材向け企業説明会を開催し、２２４人の
日本人学生及び外国人留学生が参加した。
・１１月７日にはグローバル人材向けインターンシップ面接会と就
職面接会を開催し、１７３人の日本人学生及び外国人留学生が参
加した。

４４，２８９ ４４，２８９ 国際課

１８１ 「埼玉県外国人の生活
ガイド」情報提供事業

・７か国語（日本語、英語、中国語、韓国・朝鮮語、スペイン語、
ポルトガル語、タガログ語）による「埼玉県外国人の生活ガイ
ド」の作成（情報更新）
・ホームページで公開
・市町村等への周知

３１７ ２９２ 国際課

１８２ 多言語による行政・生
活情報の提供

日本語の理解が不十分な外国人住民のため、多言語による生活情
報や各所行政情報を提供する。
・ホームページでの多言語による情報提供
・緊急時の多言語による情報提供

４６ ４６ 国際課

１８３ 新たな人権課題に対す
る支援事業

性的少数者の問題に対応する職員の能力向上を図るため、県と市
町村の合同研修を実施した。
・４回実施、２０４名参加

８６６ ８６６ 人権推進課

１８４ 海外ビジネス人材交流
促進事業

海外に展開する県内企業の人材確保を支援するため、以下の事業
を実施。
・ベトナム大使館の協力により、県内企業とベトナム留学生との
就業面接会マッチング事業を開催。（県内企業１１社、留学生７４
人参加）
・日本語学校と連携し、県内企業とタイ人留学生との就業マッチ
ング事業を開催
（県内企業３社、留学生９人参加）

－ ３１５ 企業立地課

１８５ 電線地中化（道路）整
備費、バリアフリー安
全対策費など６事業

「埼玉県福祉のまちづくり条例」や「バリアフリー法」に基づき、
歩道の拡幅・段差解消や無電柱化など歩行空間の改善、道路のバ
リアフリー化を推進している。

３，１２６，４９５ ３，１２６，６９３ 道路環境課

１８６ 公園等建設費 ・水飲み場のバリアフリー化の実施（所沢航空記念公園） ２，２４８，６５６ １，８３５，２６７ 公園スタジアム
課
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No. 事業名等 関連事業実績 H２９予算
（千円）

Ｈ３０予算
（千円） 担当課

１８７ ラグビーワールドカッ
プ２０１９会場整備費

熊谷ラグビー場を改修し、ラグビーワールドカップ２０１９の開催に
必要な諸施設を整備した。（平成３０年３月末現在の工事進捗率
８３．７％）
・多目的トイレの設置：１２か所
・車いす席数：１６７席

８，４８７，９４１ ２，６００，０００ 公園スタジアム
課

１８８ 建築基準法等施行費 ・福祉のまちづくり条例に基づく届出の受理及び指導
・バリアフリー法及び埼玉県建築物バリアフリー条例の運用によ
る建築物のバリアフリー化

－ － 建築安全課

１８９ 公営住宅建設費 低額所得者などの住宅確保要配慮者に対し、低廉な家賃で住宅を
供給する。子育て世代から高齢者・障害者世帯などに配慮した住
宅を供給した。

２，７６５，６８１ ３，４１５，４１７ 住宅課

１９０ ユニバーサルデザイン
推進事業

・ユニバーサルデザイン推進アドバイザーの派遣（通年）
県内小学校、いきがい大学など
・ユニバーサルデザイン当事者参加推進研修会の開催（埼玉県県
民健康センター、参加者数３２名）
・ホームページ、パンフレット等による普及啓発（通年）

１，０１８ １，０１８ 文化振興課

１９１ バス活性化事業費
【再掲】No１２２

ノンステップバスを導入するバス事業者に対して車両購入費の一
部を補助した。（４０台）

２８，３７１
【再掲】

２５，５７２
【再掲】

交通政策課

１９２ みんなに親しまれる駅
づくり事業【再掲】No
１２３

エレベーター、障害者対応型トイレの設置などの駅のバリアフリ
ー化を進める市町村に対して、設置費用の一部を補助した。（４
市町４駅７施設）
・東武東上線 新河岸駅 エレベーター１基、障害者対応型トイ
レ２か所（川越市）
・秩父本線 秩父駅 障害者対応型トイレ１か所（秩父市）
・JR宇都宮線 新白岡駅 障害者対応型トイレ１か所（白岡市）
・東武東上線 玉淀駅 障害者対応型トイレ１か所、スロープ１
か所（寄居町）

７２，５００
【再掲】

１１９，３００
【再掲】

交通政策課

１９３ NPO情報ステーショ
ン運営事業【再掲】No
６９

NPO・ボランティア活動を支援する総合的な情報提供システム
「NPO情報ステーション」の運営とウェブアクセシビリティ対
応及び法改正に伴うシステム改修
・埼玉県内のNPO法人の情報の提供
・埼玉県のNPO及び共助に関する施策の情報発信
・NPO等が自らの情報を発信し、交流を図れるサイトの運営
・その他NPOに関する情報の発信
・ウェブアクセシビリティ対応及び法改正に伴うシステム改修

５，１４０
【再掲】

２，５７５
【再掲】

共助社会づくり
課

１９４ NPOと大学との協働
促進事業

「彩の国NPO・大学ネットワーク」を通じて、NPOと大学の交
流を図り、協働して取組む社会貢献活動を促進する。（平成２５年
５月から事務局をNPOに移管）

－ － 共助社会づくり
課

１９５ 豊かな地域福祉づくり
推進事業

共に支え合う社会づくりのために、地域における先駆的な取組や
地域福祉事業の立ち上げに係る事業等を行うボランティアグルー
プやNPO法人等に対して助成した。
・補助率 ４／５以内 補助限度額 １，０００千円
補助決定団体 ６団体 ４，５２８千円

６，３２７ ６，２０５ 福祉政策課

１９６ 福祉ボランティア活動
支援事業費

ボランティア活動のきっかけづくりを推進するため、埼玉県社会
福祉協議会や市町村社会福祉協議会が実施するボランティア体験
学習事業に要する経費に対して助成を行う。

１９，６９０ １９，４０４ 社会福祉課

１９７ 国際交流事業費 姉妹友好提携５州省（メキシコ州、山西省、クイーンズランド州、
オハイオ州、ブランデンブルグ州）との友好関係を基軸に、県民
を主体とする国際交流の促進を図った。

１０，８９６ ８，３０２ 国際課

１９８ 彩の国さいたま国際交
流・協力ネットワーク

県内の、国際交流や国際協力を行う団体が活動を展開する上で、
それぞれが有する課題等について、相互に情報交換や協働活動を
行うことにより、各団体の活動の効率化を図った。

－ － 国際課

１９９ 環境科学国際センター
事業費

環境科学の総合的中核施設として、環境科学に関する総合的かつ
学際的な試験研究を行うとともに、この機能と結びついた環境学
習、環境面での国際貢献及び環境情報の収集・発信を行った。

２０７，７９３ １６３，２３７ 環境政策課

基本目標Ⅲ・施策の柱５ 合計（再掲含む） ８８，１１９，９０５ ８５，３１８，１３１
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基本目標Ⅳ 災害に強い地域を男女が共につくりあげる
施策の柱６ 男女共同参画の視点に立った防災対策の推進

○施策の基本的な方向
（１）防災分野における女性の参画拡大
（２）防災訓練や自主防災組織などでの男女共同参画の意識啓発
（３）男女共同参画の視点に立った地域防災計画や各種対応マニュアルなどの充実
（４）男女共同参画の視点に立った災害時の対応
（５）災害復興時における男女共同参画の促進

No. 事業名等 関連事業実績 H２９予算
（千円）

Ｈ３０予算
（千円） 担当課

２００ 地震対策セミナーの開
催

・セミナー開催（１日）
防災に関する講演、自主防災組織の表彰
参加人数 ２７９人

２２３ ４７５ 危機管理課

２０１ 九都県市合同防災訓練
等開催費

防災関係機関の連携検証と相互協力の円滑化を図り、住民一人一
人が災害発生時において「自らが何をすべきか」を考え、自助・
共助の意識高揚と知識の向上を図る。
＜訓練概要＞
・自主防災組織や教育機関、事業者が参加する訓練の実施
・障がい者や高齢者、外国人等、災害時要配慮者に配慮した訓練
の実施
・都市型災害への対応を重視した実践的訓練の実施
・複数の災害拠点や施設を利用した訓練の実施
・自助・共助・公助が反映された訓練の実施

２５，３６３ ２４，０９５ 消防防災課

２０２ 防災会議運営費 県の地域に係る防災に関する重要事項を審議する埼玉県防災会議
を設置している。

５５１ ５５１ 消防防災課

２０３ 帰宅困難者対策に要す
る経費

妊産婦や乳幼児などの要配慮者や女性も含めた帰宅困難者を想定
した対策を検討した。

７７６ ４９１ 消防防災課

２０４ 女性の視点を踏まえた
避難所の設置・運営

避難所の運営主体である市町村に対し、埼玉県地域防災計画で具
体的に盛り込まれている次の点について、市町村地域防災計画等
に盛り込まれるよう働きかけた。
・避難所の管理運営について、運営組織には複数の女性を参加さ
せるように配慮する。
・男女別更衣室、男女別トイレ、授乳場所等は避難所開設当初か
ら設置できるよう努める。
・セクシュアル・ハラスメントや性犯罪を予防するために更衣室、
トイレの設置場所に配慮する。
・女性の相談員を配置もしくは巡回させ、ニーズの変化に対応で
きるよう配慮する。

－ － 消防防災課

２０５ 男女共同参画の視点か
らの防災対策

男女共同参画の視点から、避難所生活での配慮や日頃の備えにつ
いてまとめたリーフレットを関係各所へ配布した。

－ － 男女共同参画課

２０６ 県地域防災計画に従っ
た体制整備

避難所を設置する施設管理者に、妊産婦や乳幼児等の要配慮者や
女性に配慮した避難所の管理運営を行うよう働きかけた。

－ － 消防防災課

基本目標Ⅳ・施策の柱６ 合計（再掲含む） ２６，９１３ ２５，６１２
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基本目標Ⅴ 男女の固定的な性別役割分担や偏見をなくす
施策の柱７ 男女の固定的な役割分担意識の解消

○施策の基本的な方向
（１）性別による固定的な役割分担意識の解消に向けた広報・啓発活動の推進
（２）男女共同参画に関する法制度や救済制度の活用能力の向上及び相談・情報提供による支援
（３）男女共同参画の視点に立った自殺対策の推進
（４）男女共同参画に関する情報の収集・整備・提供

No. 事業名等 関連事業実績 H２９予算
（千円）

Ｈ３０予算
（千円） 担当課

２０７ 「男女共同参画に関す
る意識・実態調査」に
よる社会制度や慣行の
把握

３年ごとに実施する「男女共同参画に関する意識・実態調査」の
結果をもとに、働く場・家庭・地域における慣行（社会通念・習
慣・しきたり）や県民意識の推移を把握した。
・平成２７年度に実施。次回は平成３０年度に予定。

－ ６，０３５ 男女共同参画課

２０８ 配慮度評価（チェック
ポイント５）の実施

埼玉県男女共同参画基本計画を実効性あるものとするため、県施
策について男女共同参画を推進する視点から配慮度評価を実施し
た。

－ － 男女共同参画課

２０９ 「表現ガイド」の普及
促進

よりよい公的広報をめざして「男女共同参画の視点から考える表
現ガイド」を活用し、庁内各課や市町村担当課等へ周知した。

－ － 男女共同参画課

２１０ 男女共同参画推進員研
修会の実施

本庁各所属に設置された男女共同参画推進員と希望した地域機関
の職員に対して、男女共同参画に関する基礎的な知識や、推進員
としての役割等を周知した。
・実施日 平成２９年５月２３日、５月２４日
・参加者数：１４１人

－ － 男女共同参画課

２１１ 埼玉県男女共同参画推
進条例の普及促進

啓発用リーフレットを各市町村及び各種講座や説明会等で配布し、
県の男女共同参画の現状や、男女共同参画社会づくりの取組、男
女共同参画の必要性を周知した。

２７６ １９８ 男女共同参画課

２１２ 男女共同参画週間の普
及啓発

６月２３日～２９日の男女共同参画週間に合わせて、男女共同参画推
進センターにおいて企画展示を行ったり、講演会を開催した。
・講演会 平成２９年６月２４日、参加者数：９０人

－ － 男女共同参画課

２１３ インターネット広報推
進費（メールマガジ
ン）

ホームページ等の電磁媒体を活用して県政情報を広く提供するこ
とにより、県民に対する説明責任を全うし、また県民サービスの
向上を図るため、メールマガジンの配信を行った。

１，０５７ － 広聴広報課

２１４ 県政広報テレビ放送費 県政広報テレビ番組「魅力まるごと いまドキッ！埼玉」の中で、
男女共同参画に関する理解が深まる内容の企画を放送。
「魅力まるごと いまドキッ！埼玉」３０分番組 毎週土曜日（年
間４７回）

１１６，５００ １１６，５００ 広聴広報課

２１５ 県政広報ラジオ放送費
（モーニングスクエ
ア）

県政広報ラジオ番組「モーニングスクエア」の中で、男女共同参
画に関するイベントの告知や制度の周知などを放送。
「モーニングスクエア」毎週月～金 ８：１５～８：２５（年間２３６
回）

３６，１１８ ３６，１１８ 広聴広報課

２１６ 彩の国だより発行費 県民に対し、県政の重要施策の解説や県主催の催し物・試験の案
内などの情報を分かりやすく提供。
発行部数 ２２４万部（新聞折り込みにより配布のほか、市町村役
場、県施設、イオン、コーププラザ、大学に配架）

３３１，８６５ ３２８，７１８ 広聴広報課

２１７ 市町村の取組支援 ・市町村男女共同参画担当職員研修会の開催
第１回（４月２５日） 参加者数：４８ 人
第２回（５月１６日・５月３０日） 参加者数：４３ 人
・市町村男女共同参画担当職員課題別研修会の開催
全１５回（６月７日ほか） 参加者数：６１人

２５９ １３３ 男女共同参画課

２１８ 男女共同参画苦情処理
機関の運営

埼玉県男女共同参画推進条例に基づき、男女共同参画の推進に関
する県の施策や男女共同参画の推進を阻害する要因によって人権
が侵害された事案に関する苦情などの申出に対し、苦情処理委員
が調査し、必要な場合には勧告、意見表明及び助言等を行う。
・処理件数：１件（助言）

１，２１６ １，２１８ 男女共同参画課

２１９ 自殺予防相談支援事業
費（自殺ハイリスク地
向け自殺対策事業・普
及啓発事業）
（H３０事業名変更）

自殺予防週間（９月）及び自殺対策強化月間（３月）にトレイン
チャンネルやデジタルサイネージ等による広報を集中的に実施し
た。また、主要駅において自殺防止キャンペーンを実施し、相談
窓口の周知に努めた。

２，６４４ ３，５１０ 疾病対策課
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No. 事業名等 関連事業実績 H２９予算
（千円）

Ｈ３０予算
（千円） 担当課

２２０ 自殺予防相談支援事業
費（暮らしとこころの
総合相談会）
（H３０事業名変更）

弁護士、司法書士による多重債務や失業等の生活相談と、精神保
健福祉士等によるこころの相談を併せて行う包括支援相談会を年
２４回（月２回）、JACK大宮を会場として実施した。（被支援者
実人数 男１３５人、女１８４人）

５，６６４ ５，５２０ 疾病対策課

２２１ 依存症対策事業費（依
存症拠点整備事業、依
存症支援団体活用事
業）（№２２２・３４１統合）

依存症治療拠点機関及び依存症相談拠点機関等を設置し、連携体
制を整備する。また、アルコール・薬物依存症者等の自殺ハイリ
スク者に対する支援を行う民間団体に補助を行う。

－

９，６６６

疾病対策課

２２２ 自殺予防相談支援・依
存症対策等強化事業費
（自殺ハイリスク者へ
の支援、鉄道会社支援
事業）

アルコール・薬物依存症者等の自殺のハイリスク者に対する支援
を行う民間団体に補助を行った。

１４，０７９ 疾病対策課

２２３ 勤労者の心と身体の健
康づくり推進事業費

「働く人のメンタルヘルス相談」の実施 ４２件 ６００ ６００ 雇用労働課

２２４ 労働教育講座開催運営
費【再掲】No６２

勤労者向けセミナー ３９回
事業者向けセミナー ６回

９７７
【再掲】

９５２
【再掲】

雇用労働課

２２５ 自殺予防相談支援支援
事業費（自殺ハイリス
ク者への支援事業）

民間団体が実施する自死遺族の会（自死により親族等を亡くされ
た方の集いの会）に必要な補助を行い、自死遺族の方が相談や体
験を分かち合える場の環境整備を行った。

３００ － 疾病対策課

２２６ 県民相談費 県民相談総合センター
（来所及び電話相談、相談件数：年間６，５７２件）
・職員相談（行政相談、その他日常生活に係る相談）
・弁護士相談（民事・家庭問題）
・司法書士相談
出張相談
・春日部、川越、熊谷及び秩父の各地方庁舎で職員相談・弁護士
相談を実施（来所相談、相談件数：年間４１１件）

１１，５１０ １０，２６７ 広聴広報課

２２７ 男女共同参画に関する
年次報告書の発行

男女共同参画の推進状況と施策の実施状況をまとめた年次報告書
を発行した。
・冊子１，４００部作成（ホームページ上でも公表）

１，１４６ １，１５２ 男女共同参画課

基本目標Ⅴ・施策の柱７ 合計（再掲含む） ５２４，２１１ ５２０，５８７

基本目標Ⅴ 男女の固定的な性別役割分担や偏見をなくす
施策の柱８ メディア・自治体の情報提供における男女共同参画の理解の促進

○施策の基本的な方向
（１）メディアにおける男女の人権、とりわけ女性の人権を尊重する自主的な取組への働きかけ
（２）男女の人権、とりわけ女性の人権を侵害する情報に対する県民意識の醸成
（３）人権を侵害するような性・暴力表現を扱ったメディアからの青少年などの保護
（４）男女共同参画の視点に立った表現の推進

No. 事業名等 関連事業実績 H２９予算
（千円）

Ｈ３０予算
（千円） 担当課

２２８ 男女共同参画基本計画
の普及促進【再掲】No
７

男女共同参画社会の実現に向けて、男女共同参画の推進に係る基
本的な考え方と施策の方向を示した「埼玉県男女共同参画基本計
画」の基本的視点・推進指標などを周知した。
・出前講座 ５か所実施、参加人数：２２４人
・地域別説明会 ５か所実施、参加人数：６４人
・団体向け事業説明会（平成２９年８月３１日） 参加団体者数：１３
人

３，３８６
【再掲】

１３０
【再掲】

男女共同参画課

２２９ 県政広報テレビ放送費
【再掲】No２１４

県政広報テレビ番組「魅力まるごと いまドキッ！埼玉」の中で、
男女共同参画に関する理解が深まる内容の企画を放送。
「魅力まるごと いまドキッ！埼玉」３０分番組 毎週土曜日（年
間４７回）

１１６，５００
【再掲】

１１６，５００
【再掲】

広聴広報課
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No. 事業名等 関連事業実績 H２９予算
（千円）

Ｈ３０予算
（千円） 担当課

２３０ 県政広報ラジオ放送費
（モーニングスクエ
ア）【再掲】No２１５

県政広報ラジオ番組「モーニングスクエア」の中で、男女共同参
画に関するイベントの告知や制度の周知などを放送。
「モーニングスクエア」毎週月～金 ８：１５～８：２５（年間２３６
回）

３６，１１８
【再掲】

３６，１１８
【再掲】

広聴広報課

２３１ 「男女共同参画に関す
る意識・実態調査」に
よる社会制度や慣行の
把握【再掲】No２０７

３年ごとに実施する「男女共同参画に関する意識・実態調査」の
結果をもとに、働く場・家庭・地域における慣行（社会通念・習
慣・しきたり）や県民意識の推移を把握した。
・平成２７年度に実施。次回は平成３０年度に予定。

－
【再掲】

６，０３５
【再掲】

男女共同参画課

２３２ 埼玉県青少年健全育成
条例の施行

店舗への立入調査時に、以下について依頼
（書店・古書店・コンビニエンスストア） 計３９０店舗
・有害図書だけでなく、有害と思われる図書についても区分陳
列を行うよう依頼

（インターネットカフェ） 計３２店舗
・青少年がインターネットを閲覧する場合に、フィルタリング
による適切な閲覧制限等を依頼

４，０５０ ３，７６９ 青少年課

２３３ 非行防止対策の推進 学校等の要請により、警察職員を小・中・高等学校等に派遣し、
児童生徒や保護者、教員を対象とした非行防止・薬物乱用教室を
実施した。
※実施状況（平成２９年度）
実施回数 １，５７６回 受講人数 ３４５，３５７人
生徒の非行が問題化した中学校からの要請に基づき、スクール・
サポーターを派遣し、生徒の非行防止に向けた学校への適切な指
導・助言等の支援活動を実施
※派遣校数（平成２９年度） 延べ４６校

－ － 少年課

２３４ 児童買春・児童ポルノ
禁止法に基づく児童買
春・児童ポルノ対策等
の推進

女性捜査員を多く登用して女性被害児童の立場を重視した取り締
まりを推進した。

－ － 少年捜査課

２３５ インターネットを利用
したわいせつ事犯対策
の推進

インターネット上の違法、有害情報をサイバーパトロール等で早
期に把握することにより、インターネットに関連した事件の取締
りを推進した。

－ － 少年捜査課

２３６ サイバー犯罪対策の推
進

サイバー空間の清浄化を図るため、県民からネット防犯パトロー
ルボランティア（平成２９年度末、男性３４７人、女性１０６人）を募集
し、インターネット上に氾濫する違法情報を早期に把握すると共
に中学・高等学校等におけるセキュリティ講演（平成２９年度、１９１
回延べ５２，６９７人）及びリーフレットの配布により、インターネッ
トにおける規範意識の向上、サイバー犯罪被害防止の広報啓発活
動を実施した。

－ － サイバー犯罪対
策課

２３７ 「表現ガイド」の普及
促進【再掲】No２０９

よりよい公的広報をめざして「男女共同参画の視点から考える表
現ガイド」を活用し、庁内各課や市町村担当課等へ周知した。

－
【再掲】

－
【再掲】

男女共同参画課

基本目標Ⅴ・施策の柱８ 合計（再掲含む） １６０，０５４ １６２，５５２

基本目標Ⅵ 男女共同参画の意識をはぐくむ
施策の柱９ 男女共同参画の視点に立った教育・学習の充実

○施策の基本的な方向
（１）男女共同参画の視点に立った男女平等教育の推進
（２）男女共同参画の視点に立った家庭教育の促進
（３）男女共同参画に向けた生涯学習の推進

No. 事業名等 関連事業実績 H２９予算
（千円）

Ｈ３０予算
（千円） 担当課

２３８ 保育所・幼稚園の親支
援事業

親支援推進員研修
親支援推進員に対して研修を行い、事業の質的向上を図った。
保育所等親支援推進事業導入補助
平成２８年度以降に新たに開設した民間保育所及び認定こども園
に対して親支援事業導入補助金を交付した。

３，５９６ ２，８１０ 少子政策課
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No. 事業名等 関連事業実績 H２９予算
（千円）

Ｈ３０予算
（千円） 担当課

２３９ 家庭教育支援推進事業
【再掲】No７８

・「埼玉県家庭教育アドバイザー」の養成研修を実施し、親が気
軽に身近なところで家庭教育や子育て支援についてアドバイス
できる指導者を養成した。（８日間、７２人）
・指導者の資質向上を図るため、フォローアップ研修を実施した。
（全体研修 １回２２８人、地区別研修 ４回２３２人）
・「埼玉県家庭教育アドバイザー」を市町村や幼稚園・保育所等
で実施する「親の学習」講座や家庭教育学級などに指導者とし
て派遣した。（５０１回）

３，４９９
【再掲】

３，４５３
【再掲】

生涯学習推進課

２４０ 男女平等教育の授業の
実施

各学校において、学習指導要領に基づき、関係教科において男女
平等教育の授業を行った。

－ － 高校教育指導課

２４１ 男女平等教育推進委員
会の設置

委員会を年３回実施し、学校教育における男女平等教育の指導方
法・内容の研究を行い、学校における男女平等教育の推進と充実
を図った。
・教育活動全体を通して男女平等教育を推進するため、学校種別
の「男女平等意識振り返りシート（教職員向け）」の検討を行い、
原案を作成した。

４２ － 人権教育課

２４２ 家庭科の授業等による
取組【再掲】No７７

小学校第５学年及び第６学年の家庭科において、「家庭には自分
や家族の生活を支える仕事があることが分かり、自分の分担する
仕事ができること」や「生活時間の有効な使い方を工夫し、家族
に協力すること」の学習を行った。
中学校の技術・家庭科（家庭分野）において、「家庭や家族の基
本的な機能と、家庭生活と地域とのかかわりについて理解するこ
と」や「これからの自分と家族のかかわりに関心をもち、家族関
係をよりよくする方法を考えること」の学習を行った。

－
【再掲】

－
【再掲】

義務教育指導課

２４３ 私立学校人権教育推進
費

研修会等の開催
・私立学校教職員人権教育研修会
・私立小・中・高等・特別支援学校教職員人権教育研修会
・私立幼稚園教職員人権教育研修会
研修資料の配布等

５０１ ４７８ 学事課

２４４ 性に関する指導普及推
進事業

・「知識を活用する保健学習－性に関する指導編・感染症編－」
（県教委作成）を活用した指導法研修会の実施（県内１会場）
・小・中・高等学校別授業研究会（県内３会場）

４６６ ６０７ 保健体育課

２４５ 非行防止強化期間の設
定および非行防止教室
の開催

県内（さいたま市を除く）の公立小・中・高等学校を対象に、
１ 非行防止強化期間の実施（５月１日から７月３１日まで）
・取組内容 「非行防止強化期間の周知及び協力依頼」等
２ 非行防止教室を期間中（５月１日から１２月３１日まで）に１回
以上の実施
・取組内容 「暴力行為の防止について」等

－ － 生徒指導課

２４６ 学校における人権教育
推進事業【再掲】No
１７８

性的マイノリティについて、管理職や人権教育担当者を対象とし
た研修会において情報提供したり、専門家による講演会を実施し
た。
・小中学校長等人権教育研修会及び人権教育担当者研修会
・高等学校等校長人権教育研修会及び人権教育担当者研修会

４８９
【再掲】

３９１
【再掲】

人権教育課

２４７ 男女平等（セクシュア
ル・ハラスメント防
止）教育資料（生徒用）
の送付

「セクシュアル・ハラスメント防止のために」、「スクール・セ
クハラ防止のために」を電子データにより県立学校、各市町村教
育委員会に送付した。

－ － 人権教育課

２４８ 特別支援学校各年次研
修、校内研修

年次研修（機関研修及び学校研修）や各学校の校内研修における
「人権研修」という大きな枠の中に、男女共同参画の理念や性別
（ジェンダー）の視点に係る内容を含めるよう指導し、協力員の
理解を促すよう努めている。

－ － 特別支援教育課

２４９ 未来の女性活躍推進事
業【再掲】No４８

・大学生向け出前講座 ２０大学
・高校生向け出前講座 ２校
・中学生向け出前講座 １０校
・小学生向け職場見学・体験会 ３回

６，２５１
【再掲】

４，９３５
【再掲】

ウーマノミクス
課

２５０ 県立高校プロフェッシ
ョナル育成推進事業
【再掲】No４９

「専門分野の取組の充実」分野の中で「サイエンスアカデミー実
施校の指定」事業を実施した。

４，１３４
【再掲】

１，４８９
【再掲】

高校教育指導課

２５１ 小中学校キャリア教育
総合推進事業【再掲】
No５０

進路指導・キャリア教育に係る研究協議会の開催
家庭・学校・地域「ふれあい講演会」の実施

１００
【再掲】

１００
【再掲】

義務教育指導課
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No. 事業名等 関連事業実績 H２９予算
（千円）

Ｈ３０予算
（千円） 担当課

２５２ 県立高校キャリア教育
総合推進事業【再掲】
No５１

「キャリア教育の推進」分野の中で「就職支援アドバイザーの配
置」事業を実施した。
「就職支援アドバイザーの配置」事業では、民間企業経験のある
外部人材を活用し、就業に関する相談や面接指導等の就職指導を
実施した。
経済団体やNPO法人の協力を得ながら、キャリア教育を推進し、
生徒の早期からのキャリア形成支援や企業選択に対する望ましい
判断力の形成支援を実施した。

１６，０８１
【再掲】

１３，９６９
【再掲】

高校教育指導課

２５３ 男女が共に活躍するた
めのキャリア意識向上
プロジェクト【再掲】
No５２

１ 地域企業の経営者等による講演会の実施
２ 男女ともに働くことや働き続けることに対する理解を深める
キャリア意識向上講習会の実施
３ 就職内定者のフォローアップ講習会の実施

８１０
【再掲】

８１０
【再掲】

高校教育指導課

２５４ 自立と社会参加を目指
す特別支援学校就労支
援総合推進事業【再
掲】No５３

企業就労を希望するすべての特別支援学校高等部生徒の進路実現
のため、多角的な就労支援の充実を図った。
・企業ニーズを踏まえた職業教育の推進
・障害者雇用促進に向けた取組

８５，６２４
【再掲】

８１，７４０
【再掲】

特別支援教育課

２５５ 大学生インターンシッ
プ推進事業【再掲】No
５４

・受け入れ企業の開拓、登録
・学生、大学への周知・募集
・学生と企業のマッチング
○平成２９年度実績
・インターンシップ実施学生数 ２７４名
・受入企業・団体 ４３企業・団体

２８，１８５
【再掲】

２８，０３１
【再掲】

産業人材育成課

２５６ 高校生体験活動総合推
進事業（就業体験の推
進）【再掲】No５５

推進校には、連絡調整に係る教員の旅費を予算の範囲内で手当。
平成２９年度実績 ２２校

４０８
【再掲】

４０８
【再掲】

高校教育指導課

２５７ 特別活動の授業等によ
る取組【再掲】No５６

各中学校で、職場体験活動を年間指導計画に位置付け、職場体験
を実施。

－
【再掲】

－
【再掲】

義務教育指導課

２５８ PTA役員等研修会 各校種別に家庭の教育力の向上を目指した研修会を実施した。
・埼玉県国公立幼稚園・こども園 PTA役員等研修会 １会場
１８２人
・埼玉県小中学校 PTA役員等研修会 ７会場 ２，２６７人
・埼玉県高等学校 PTA役員等研修会 ４会場 ７４７人
・埼玉県特別支援学校 PTA役員等研修会 １会場 ３３４人

－ － 生涯学習推進課

２５９ 学校応援団推進事業 ・各市町村における「学校応援団」の推進を支援
・「学校・家庭・地域連携推進委員会」２回実施
・「学校・家庭・地域連携担当者会議」４教育事務所、各２回実
施
・「地区別実践発表会」 県内４地区実施
・実践事例集の作成、県教委だよりによる普及・啓発
・コーディネーター研修の実施 延べ１８９人
・コーディネーターステップアップ研修 ４４人

１９，２２１ １５，１１４ 生涯学習推進課

２６０ 放課後子供教室推進事
業

・市町村が実施する放課後子供教室への支援
・「学校・家庭・地域連携推進委員会」２回実施
・「学校・家庭・地域連携担当者会議」４教育事務所、各２回実
施
・「地区別実践発表会」 県内４地区実施
・実践事例集の作成、県教委だよりによる普及・啓発
・コーディネーター研修の実施 延べ１８９人
・コーディネーターステップアップ研修 ４４人

３１３，２１９ ２６０，８２１ 生涯学習推進課

２６１ 男女共同参画の視点に
立った学校行事や
PTA活動などの促進

高等学校学習指導要領に則り、各県立学校が教育課程等の教育活
動を適正に編成し、学校行事においても男女の区別なく参画でき
るよう適切に実施した。

－ － 高校教育指導課

２６２ 県立学校等公開講座 県立学校等で長期休業中に実施
外国語会話、パソコン教室などの公開講座に関する情報を収集し、
県民向けに広報を行った。

－ － 生涯学習推進課

２６３ 女性からの政策提言講
座の開催【再掲】No
１３

地域課題の発見から解決にいたるためのノウハウや技術を学び、
市町村の審議会などで政策提言を行える女性を育成するための講
座を行田市にて開催した。
・講座（３日間）と成果発表会（平成３０年２月２日）
受講者：１３人

５１４
【再掲】

－
【再掲】

男女共同参画課

２６４ 生涯学習情報発信事業
（生涯学習ステーショ
ン）

インターネットにより生涯学習指導者や学習情報等の情報を提供
した。

－ － 生涯学習推進課
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No. 事業名等 関連事業実績 H２９予算
（千円）

Ｈ３０予算
（千円） 担当課

２６５ 社会教育関係団体等へ
の支援

男女共同参画に関する研修等を情報提供した。 － － 生涯学習推進課

基本目標Ⅵ・施策の柱９ 合計（再掲含む） ４８３，１４０ ４１５，１５６

基本目標Ⅶ 女性に対するあらゆる暴力を根絶する
施策の柱１０ 女性に対する暴力の防止と被害者支援

○施策の基本的な方向
（１）女性に対する暴力の予防と根絶のための基盤づくり
（２）配偶者などからの暴力の防止及び被害者の保護・支援の推進
（３）セクシュアル・ハラスメント防止対策の推進
（４）性犯罪への対策の推進
（５）売買春への対策の推進
（６）人身取引対策の推進
（７）ストーカー行為などへの対策の推進
（８）児童虐待、とりわけ性的虐待における児童に対する対策の推進

No. 事業名等 関連事業実績 H２９予算
（千円）

Ｈ３０予算
（千円） 担当課

２６６ ドメスティック・バイ
オレンス総合対策事業
費

ドメスティック・バイオレンス（DV）の被害者支援を総合的に
行うため、第４次DV防止基本計画に基づき各種事業を推進した。
・関係機関連携会議 ２回
・相談担当者研修会 ３回（延２５８人）
・DV防止出前講座の実施 ４件（７２人）
・啓発用リーフレット等の作成、配布
中学・高校生向けデートDV防止啓発リーフレット ６７，０００部
若者向けデートDV防止啓発リーフレット １０，０００部
・DV防止フォーラム １１月・さいたま市（９６人）
・デートDV防止啓発講座 （高校等 ６校）
・DV防止教育指導者研修会 （２８人）
・子どもの心のケア研修 （２１２人）

７，０９５ ６，９０８ 男女共同参画課

２６７ 女性・子どもが被害者
となる犯罪の未然防止
対策の推進

関係機関団体と連携した犯罪の未然防止対策を推進するため、各
種情報発信をするとともに、本部防犯指導班「ひまわり」等によ
る防犯指導により、自主防犯意識の醸成を図った。
１ 本部防犯指導班「ひまわり」
・防犯指導実施回数 ６８４回 ・対象人数 ７６，２１８人
２ 情報発信
・メールマガジン 発信総件数 ９，２８２件
子ども対象情報 発信件数 ９００件
女性対象情報 発信件数 ３，２４０件
・防犯速報（子ども対象声かけ等事案発生情報を学校等へ発
信） ２９回
・SDN速報（性犯罪発生情報等を大学・短期大学等へ発信）

４３回
※数値は、平成２９年中のもの

－ ４０８ 生活安全企画課

２６８ 私立学校人権教育推進
費【再掲】No２４３

研修会等の開催
・私立学校教職員人権教育研修会
・私立小・中・高等・特別支援学校教職員人権教育研修会
・私立幼稚園教職員人権教育研修会
研修資料の配布等

５０１
【再掲】

４７８
【再掲】

学事課

２６９ いじめ・非行防止学校
支援推進事業

１ いじめ・非行防止支援員の配置
・各教育事務所に２名ずつ計８名、生徒指導課に１名配置
２ いじめ・非行防止ネットワークの形成
・小学校１４校、中学校１２１校 計１３５校
３ 生徒指導上の課題解決に向けた支援

２１，８４３ ２４，０６３ 生徒指導課
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No. 事業名等 関連事業実績 H２９予算
（千円）

Ｈ３０予算
（千円） 担当課

２７０ 学校における人権教育
推進事業【再掲】No
１７８

性的マイノリティについて、管理職や人権教育担当者を対象とし
た研修会において情報提供したり、専門家による講演会を実施し
た。
・小中学校長等人権教育研修会及び人権教育担当者研修会
・高等学校等校長人権教育研修会及び人権教育担当者研修会

４８９
【再掲】

３９１
【再掲】

人権教育課

２７１ 非行防止対策の推進
【再掲】No２３３

学校等の要請により、警察職員を小・中・高等学校等に派遣し、
児童生徒や保護者、教員を対象とした非行防止・薬物乱用教室を
実施した。
※実施状況（平成２９年度）
実施回数 １，５７６回 受講人数 ３４５，３５７人
生徒の非行が問題化した中学校からの要請に基づき、スクール・
サポーターを派遣し、生徒の非行防止に向けた学校への適切な指
導・助言等の支援活動を実施
※派遣校数（平成２９年度） 延べ４６校

－
【再掲】

－
【再掲】

少年課

２７２ 人権施策推進事業 人権啓発研修会、企業人権担当者研修会等での啓発（子どもの人
権、同和問題の講義を行った。）
・人権啓発研修会 ３回実施、４０８名参加
・企業人権担当者研修会 ４回実施、４３７名参加

１０，１４８ ８，７９８ 人権推進課

２７３ 「女性の権利１１０番」
の実施

弁護士による臨時電話法律相談「女性の権利１１０番」の実施
男女共同参画週間（６月２３日～２９日）に合わせ、ドメスティッ
ク・バイオレンスやストーカーなどの女性に対する暴力を中心と
した女性の権利一般に関する無料電話法律相談を実施した。
・実施日 平成２９年６月２１日（水） ・相談件数１７件

－ － 男女共同参画課

２７４ 婦人相談センター費 社会情勢の変化、複雑化等による家族崩壊やDVによる被害など
により女性が困難な状況に陥ることが多く保護支援が必要となっ
ている。そのため、要保護女子の転落防止と保護更生を図るとと
もに、夫等からの暴力等により居所等の生活基盤を喪失した女性
に対して一時保護を実施し、自立支援を行った。
・一時保護人員 ６３人

９１，０５２ ８９，３７０ 男女共同参画課

２７５ 犯罪被害者支援室にお
ける犯罪被害相談体制
の整備

・フリーダイヤル（電話）、面談による被害相談を受理した。
⇒ 受理件数１，３５６件
（内訳：犯罪被害相談～８４７件、その他トラブル～１３２件、
困りごと～３７７件）

・性犯罪相談ダイヤル（ハートさん）の運用開始
⇒ 平成２９年８月３日から、性犯罪相談ダイヤルの運用を開始
し、同年１０月１日から２４時間体制での運用を図った。

⇒ 運用開始から平成３０年３月末日までの相談受理９８件
（うち夜間、休日等の執務時間外の受理件数４３件）

５７７ ６３９ 警務課（犯罪被
害者支援室）

２７６ 警察安全相談体制の強
化

１ 警察本部けいさつ総合相談センター及び各警察署に設置した
相談窓口で警察安全相談を受理した。（平成２９年度受理件数
１３９，７１７件）
２ 女性警察職員の相談窓口配置した。
３ 警察安全相談業務に専従している警察職員（H３０．４．１現在）
・警察本部 １３人（うち女性４人）
・警察署 １２８人（うち女性５４人）
４ 関係機関との連携を実施した。
・各市町村DV担当課、県男女共同参画課等と連携

－ － 生活安全企画課

２７７ DV被害者支援担当者
研修会（県婦人相談セ
ンター主催）への参加

・DV被害者支援研修会を実施した。
⇒ DV被害者支援担当者研修会に参加し、関係機関とのネッ
トワークの構築を図った。

－ － 警務課（犯罪被
害者支援室）

２７８ 市町村担当課長会議の
開催【再掲】No８

市町村担当課長を対象に、男女共同参画推進関連事業及びDV対
策関連事業の説明にかかる会議を開催。
・実施日 平成２９年４月２１日（金）
・参加者数 ７５人（５３市町及び県）

－
【再掲】

－
【再掲】

男女共同参画課

２７９ 生活保護扶助費 福祉事務所において、DV被害者を含む要保護者に対して適正に
扶助費を支給するとともに、関係機関と連携しながら自立助長の
ための支援を行う。

８，４３６，６４６ ８，７３２，７８８ 社会福祉課

２８０ 児童相談所費 ・児童に関する相談のうち専門的な知識及び技術を要するものに
応じ、必要な調査、医学的・心理学的判定及びそれに基づく指
導を行った。必要により、児童の一時保護を行った。
・児童福祉施設への入所措置や里親委託等を行った。

１１３，７５０ １３１，５２８ こども安全課

２８１ 犯罪被害者支援推進協
議会会員との連携・協
力

・県及び地区犯罪被害者支援推進協議会の開催による関係機関と
の連携を強化した。
⇒ 積極的な開催により関係機関との連携強化を図った。

－ － 警務課（犯罪被
害者支援室）
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No. 事業名等 関連事業実績 H２９予算
（千円）

Ｈ３０予算
（千円） 担当課

２８２ 関係機関連携会議や合
同研修会の開催

１ 男女共同参画課主催のデートDV防止（高校）講座、DV防
止学校教育関係者研修会への参加
２ 高等学校等人権教育担当者研修会での男女共同参画課による
情報提供

－ － 人権教育課

２８３ 被害者相談・カウンセ
リングの実施及び被害
者連絡制度による被害
者への情報提供

・「犯罪被害者支援室」における被害者相談の受理及びカウンセ
リングを実施した。
⇒ 受理件数～１３５６件、カウンセリング実施件数～１４３件
・被害者連絡制度による被害者への情報提供
⇒ 被害者等に対して捜査の進捗状況等の情報提供を実施する
とともに、刑事手続き等の流れが記載されている「被害者の
手引き」等を被害者へ配布した。

２３１ ２５１ 警務課・犯罪被
害者支援室

２８４ 公益社団法人埼玉犯罪
被害者援助センターと
の連携

・公益社団法人埼玉犯罪被害者援助センターと連携した被害者支
援を実施した。
⇒ 被害者等が必要とする支援に的確に応じるため、 被害者
等の同意を得て公益社団法人埼玉犯罪被害者援助センターへ
情報提供するとともに、同センターと連携して各種被害者支
援を推進した。
※ 情報提供件数 ２２４件（平成２９年中）

２，１９６ ２，１９６ 警務課（犯罪被
害者支援室）

２８５ 埼玉県青少年健全育成
条例の施行【再掲】No
２３２

店舗への立入調査時に、以下について依頼
（書店・古書店・コンビニエンスストア） 計３９０店舗
・有害図書だけでなく、有害と思われる図書についても区分陳
列を行うよう依頼

（インターネットカフェ） 計３２店舗
・青少年がインターネットを閲覧する場合に、フィルタリング
による適切な閲覧制限等を依頼

４，０５０
【再掲】

３，７６９
【再掲】

青少年課

２８６ 子供の権利擁護事業費 ・子どもの権利擁護委員会における案件の審議
委員 ３人、 調査専門員 ４人
平成２９年度の委員会開催回数 １８回
・子どもの権利擁護委員会の PRのため、カードを２００，０００枚作
成し、県内の小学４年生、６年生及び中学２年生に配布した。
また、リーフレットを１０，０００部作成し、県内の小学校、中学校、
高校、特別支援学校及び外国人学校に配布した。
・県政出前講座を通じて子供の権利についての啓発を行った。

５，１０１ ４，３６８ こども安全課

２８７ 男女共同参画苦情処理
機関の運営【再掲】No
２１８

埼玉県男女共同参画推進条例に基づき、男女共同参画の推進に関
する県の施策や男女共同参画の推進を阻害する要因によって人権
が侵害された事案に関する苦情などの申出に対し、苦情処理委員
が調査し、必要な場合には勧告、意見表明及び助言等を行う。
・処理件数：１件（助言）

１，２１６
【再掲】

１，２１８
【再掲】

男女共同参画課

２８８ ストップDVパープル
ネットさいたまプロジ
ェクト事業費

DV被害母子の心のケアの取組を推進するため、県が養成したイ
ンストラクターで組織する「パープルネットさいたま」に委託し、
心理教育プログラムを実施した。
さらに、DV被害者の自立を図るため、民間団体による相談・情
報提供、心のケアなどを含めた継続的な自立支援を行った。
（１）心理教育プログラムの実施 ５か所
（２）インストラクターフォローアップ研修 年１回
（３）民間団体による継続的自立支援 ５団体

１０，１１７ ８，９０２ 男女共同参画課

２８９ 検挙その他の適切な措
置の推進

平成２６年４月から発足した人身安全関連事案初動指揮本部体制に
より、事案の相談受理時から生活安全部と刑事部が連携し、危険
性、切迫性、事件性等の判断を迅速にするとともに、本部主管課
へ即報を徹底させ、即報を受けた指揮本部から（日中は本部主管
課）から適切な措置等の最善策を指導する等、事案の早期、適切
な対応に取り組んだ。

－ － 捜査第一課
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No. 事業名等 関連事業実績 H２９予算
（千円）

Ｈ３０予算
（千円） 担当課

２９０ ストーカー・DV対策
の推進

１ ストーカー事案取扱状況（平成２９年度中）
・相談受理件数 １，２３６件
・ストーカー規制法に基づく検挙件数 ３４件
・他法令に基づく検挙件数 ４３件
・警告件数 １１５件
２ DV事案取扱件数（平成２９年中）
・相談受理件数 ４，６０９件
・保護命令違反に基づく検挙件数 ４件
・他法令検挙件数 ５９６件
・保護命令件数 ５７件
・援助件数 ８２１件
３ リーフレットの作成配布を実施した。
DV関係について説明したリーフレットを作成し、警察署に

設置
４ 保護対策の実施
事案に応じ、携帯型非常通報装置（ココセコム）等の貸与等、
被害者の安全の確保を最優先に保護対策を実施した。

１，５３５ １，３２３ 子ども女性安全
対策課

２９１ 精神科医によるスーパ
ービジョンの受講

・埼玉県立精神医療センターの精神科医によるスーパービジョン
の積極的な受講
⇒ １７回延べ３１人の職員を受講させた。
・臨床心理士のための各種研修会への積極的な参加
⇒ 犯罪被害者支援室の臨床心理士を研修会に参加させること
で、実務能力の向上に努めた。

８６ １５６ 警務課（犯罪被
害者支援室）

２９２ 児童虐待ケア対策強化
事業費

・一時保護所教育職員配置事業
学習指導員（非常勤）を県内４か所の一時保護所に１名ずつ配
置し、一時保護中の児童の学習支援を行った。

１８，７０５ １８，７７８ こども安全課

２９３ 児童相談所一時保護所
費

緊急に保護を要する児童、行動観察を要する児童、短期的治療指
導を要する児童を一時保護した。

１６８，２９７ １６４，５００ こども安全課

２９４ 被害直後における一時
避難場所確保に係る費
用負担

DV被害者への一時避難費用を負担した。
平成２９年度 ３７件、４１６，１７２円

７６５ ７１５ 子ども女性安全
対策課

２９５ 配偶者からの暴力
（DV）被害者に対す
る県営住宅の短期入居
制度等の実施

・県営住宅の短期入居制度等により、一時的かつ緊急避難的な居
住先を提供した。
・県営住宅の定期募集の抽選において、DV被害者に対する優遇
措置を図った。

短期入居制度による入居件数 ０件
DV被害者の優遇措置を受けて応募してきた世帯数 １４世帯

－ － 住宅課

２９６ 子供の円滑な転編入学
に向けた情報提供及び
市町村教育委員会への
支援

・転編入学の事由に、特別な事情（いじめ、学校不適応、家庭の
事情（経済的な理由、DV、児童虐待など）、健康上の理由等）
を認めている。
・「彩の国公立高校ナビゲーション」は、インターネット及び携
帯電話により、全国各地はもちろん、海外在住者にも県公立高
校の転編入学の情報を提供している。

１，１７６ ３，１１０ 県立学校人事課

２９７ 母子生活支援施設・助
産施設児童保護措置費

県及び市福祉事務所長が、母子（妊産婦）を母子生活支援施設（助
産施設）に入所させた場合に必要な費用を支弁した。

６８，４１８ ６７，７７２ こども安全課

２９８ 母子・父子自立支援員
設置費【再掲】No９６

福祉事務所に母子・父子自立支援員を配置し、ひとり親家庭の各
種相談支援を行った。
・相談支援 ２０，０２４件
・研修 ３回開催

５０，９９８
【再掲】

４５，０１１
【再掲】

少子政策課

２９９ セクシュアル・ハラス
メント防止対策の推進

・ハラスメント相談員の指定した相談体制を確立した。
⇒ 各所属において所属長を防止対策責任者、次席を防止対策
推進者、職員の中から男女双方に偏らないようにハラスメン
ト相談員を指定し、各所属における相談体制を確立
（平成２９年秋季異動後の相談員体制：男性３００名、女性２１７名
の合計５１７名）

・ハラスメント相談員に対する研修（平成２９年５月）を実施した。
・ハラスメント相談窓口の周知を実施した。
・各種教養の機会におけるハラスメント防止教養の実施した。
・全職員等に対するセクシュアル・ハラスメントに関する執務資
料の掲出した。
・ハラスメント等に係る職場環境の実態を把握し、今後の対策を
検討するため、女性職員を対象としたアンケートを実した。

１７ １７ 警務課
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No. 事業名等 関連事業実績 H２９予算
（千円）

Ｈ３０予算
（千円） 担当課

３００ 労働相談推進事業費
【再掲】No６３

・労働相談 ５，９７２件
・インターネット労働相談 ３３８件
・若者労働ほっとライン １９９件

２２，６１３
【再掲】

１９，３６０
【再掲】

雇用労働課

３０１ セクシュアル・ハラス
メントに対する相談体
制の整備及び充実

・セクシュアル・ハラスメント防止に関する職員の意識啓発と、
苦情相談に対応するため、各所属に２名ずつセクシュアル・ハ
ラスメント防止推進員を設置
・セクシュアル・ハラスメント防止推進員が各職場において未然
防止や苦情相談の対応を行えるよう、ハラスメント防止推進員
研修会を毎年度実施（平成２９年度は４月１４日実施、３６６人参加）
・自治人材開発センターによる研修（新規採用職員研修等）を実
施し、セクシュアル・ハラスメント防止に対する理解を深める
・人事課及び職員健康支援課にセクハラ苦情相談窓口を設置

２９２ ２９２ 人事課

３０２ 学校内におけるセクシ
ュアル・ハラスメント
防止対策の推進

・各県立学校に、苦情相談を受ける相談員及び相談員からなる委
員会（「相談員等」という。）を置き、セクシュアル・ハラスメ
ントに関する苦情相談への対応や、防止推進を実施。
・４月１日から８月３１日までを教職員事故防止強化運動期間と定
め、各学校において、教職員事故の防止のための取組を実施。

－ － 県立学校人事課

３０３ 男女平等（セクシュア
ル・ハラスメント防
止）教育資料（生徒用）
の送付【再掲】No２４７

「セクシュアル・ハラスメント防止のために」、「スクール・セ
クハラ防止のために」を電子データにより県立学校、各市町村教
育委員会に送付した。

－
【再掲】

－
【再掲】

人権教育課

３０４ 安心して被害を届け出
られる環境づくり・女
性の警察官による事情
聴取

捜査経験の浅い若手警察官に対し、性犯罪捜査実務能力向上を目
的とした「性犯罪捜査専科」を実施した。（受講者３５名中２８名が
女性職員）同専科では、犯人検挙に向けた捜査手法等の教養を実
施した他、教養の多くに被害者支援に関する授業を当てた。なお、
被害者聴取要領の授業では、ロールプレイング方式により実践形
式での訓練を実施し、性犯罪被害者の特性を理解し、被害者が安
心して被害を届け出られる環境づくりに努めた。

－ － 捜査第一課

３０５ 検案書、診断書及び被
害者に対する初診料等
の費用支出

・検案書、診断書及び被害者に対する初診料等の費用の支出
⇒ 被害者等の経済的負担を軽減するために各種費用の公費負
担を積極的に実施した。

・職員に対する公費負担制度の周知の徹底
⇒ 巡回指導や教養等を積極的に実施して、職員に対する公費
負担制度の周知を図った。

７，９３１ ７，４８０ 警務課（犯罪被
害者支援室）

３０６ 防犯のまちづくり推進
事業費（犯罪被害者等
基本法及び犯罪被害者
等支援条例の普及啓
発）

○犯罪被害者支援県民のつどい
日時：平成２９年１１月１１日（土）
場所：さいたま市民会館うらわ ４７８人

○市町村犯罪被害者等施策担当者研修会
２回開催（さいたま市、熊谷市） ３４市町村参加

○犯罪被害者支援啓発キャンペーン
イベント出展６回、街頭キャンペーン４回

２４３ １，７２５ 防犯・交通安全
課

３０７ 被害者連絡制度 ・被害者連絡制度の実施
⇒ 被害者等に対して事件の捜査状況や検挙状況、被疑者の処
分状況等について、積極的に情報提供を実施した。

－ － 警務課（犯罪被
害者支援室）

３０８ 児童買春・児童ポルノ
禁止法、出会い系サイ
ト規制法に基づく売買
春及び児童買春対策の
推進

女性捜査員を多く登用して女性被害児童の立場を重視した取り締
まりを推進し、児童買春・児童ポルノ法違反により、１４０件、９５
人を検挙、被害児童１０７人を保護、出会い系サイト規制法により
２件１名を検挙した。
※ 数値は平成２９年度中のもの

－ － 少年捜査課

３０９ 悪質な風俗関係事犯の
取締り強化

女性の性を売り物にする悪質な風俗店等検挙等を対象に、売春防
止法等に基づく取締りを実施した。
風俗関係事犯検挙（平成２９年度）
（１）売春防止法違反 ３件 ６人
（前年比 －１３件 －２人）

（２）風適法違反 ５５件 ４５人
（前年同期比 －２１件 －４人）

－ － 保安課

３１０ 人権教育実践報告会の
開催

「人権尊重社会をめざす県民運動」の一環として、人権教育の実
践交流の場を提供し、人権教育の充実を図った。
・東部地区 ６４８名参加 ・西部地区 ７８１名参加
・南部地区 ６３８名参加 ・北部地区（児玉・大里地区）
６０８名参加
・北部地区（秩父） １７８名参加

１，８０３ １，７０４ 人権教育課

３１１ 子供と家庭電話相談事
業費【再掲】No１１０

臨床心理士、社会福祉士、教員等の資格を持った電話相談員を配
置し、毎日（祝日及び年末年始を除く）電話相談を実施した。

１６，２０６
【再掲】

１６，２７０
【再掲】

こども安全課
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No. 事業名等 関連事業実績 H２９予算
（千円）

Ｈ３０予算
（千円） 担当課

３１２ 再被害防止策 ・再被害防止策を実施した。
⇒ 警察署のみならず警察本部子ども女性安全対策課等と連携
してストーカー事案等の適切な対応を図った。また、危険性
が高い被害者を再被害防止対象者として指定し保護対策を徹
底した。

９８ ９８ 警務課（犯罪被
害者支援室）

３１３ 市町村児童相談体制強
化事業【再掲】No１０８

市町村に対し職員の研修その他の援助を行い、児童虐待の早期発
見及び早期かつ適切な対応の強化を図った。
・キーパーソン養成事業：３８人を対象に実施
・市町村職員等の専門性向上事業：児童福祉司任用資格認定講習
会に２５人参加、保護者支援トレーナー養成事業に３５人参加
・児相OB職員の市町村派遣事業：１４市町に派遣を実施

７０，８１０
【再掲】

５４，９１３
【再掲】

こども安全課

３１４ ネット問題対策教育推
進事業

サイト監視活動や他機関との連携により、学校での生徒指導体制
の支援や保護者啓発を実施し、出会い系サイトなどでの性的被害
の防止を含めたネットの危険性から子供を守る体制の充実を図っ
た。
１ 県立学校の生徒に関するサイト監視
２ 学校に係わる関係機関やサイト運営会社などと連携した子供
のネット問題連絡協議会を実施し、情報交換や対策の検討を実
施
３ 県立学校８校を対象に保護者啓発講演会を実施

６，０５２ ５，６４０ 生徒指導課

３１５ 出会い系サイトなどの
児童の利用禁止に関す
る広報啓発活動の推進

中学・高等学校等におけるセキュリティ講演（平成２９年度、１９１
回延べ５２，６９７人）及びリーフレットの配布により、出会い系サイ
トの利用禁止や SNSサイトの適正利用に関する広報啓発活動を
実施した。

－ － サイバー犯罪対
策課

３１６ 薬物乱用対策の推進 薬物事犯の検挙 ５３４人（うち女性１０９人）を検挙した。
（平成２９年１月～１２月）

－ － 薬物銃器対策課

３１７ 青少年の非行・被害防
止全国強調月間

青少年の非行・被害防止を目的に、大宮駅（７月）、浦和駅（１１
月）においてキャンペーン活動（街頭配布）を行った。

１３４ － 青少年課

基本目標Ⅶ・施策の柱１０ 合計（再掲含む） ９，１４１，１９１ ９，４２４，９３９

基本目標Ⅷ 男女の異なる健康上の問題を踏まえ、生涯にわたる健康づくりを支援する
施策の柱１１ 生涯を通じた女性の健康支援

（１）生涯にわたる性と生殖に関する健康と権利についての考え方の定着
（２）生涯を通じた女性の健康保持対策の推進、出産・妊娠等に対する健康支援
（３）健康をおびやかす問題についての対策の推進
（４）医療分野における女性の参画促進
（５）女性のスポーツ活動支援

No. 事業名等 関連事業実績 H２９予算
（千円）

Ｈ３０予算
（千円） 担当課

３１８ 思春期保健事業 助産師会埼玉県支部に委託し、思春期の身体や予期せぬ妊娠の防
止、自己決定のためのロールプレイングなどを学ぶとともに、思
春期保健関係者の連携のための研修を行った。

１，０６０ １，０６０ 健康長寿課

３１９ 埼玉県不妊治療費助成
事業費

妊娠期から子育て期まで切れ目ない支援を行う「子育て世代包括
支援センター」の全県展開を図るため設置運営する市町村へ補助
を行った。
・センター運営支援 ３２市町 ・開設準備 １８市町

１，５０２，６２７ １，２３８，１４４ 健康長寿課

３２０ 不妊専門相談事業 妊娠期から子育て期まで切れ目ない支援を行う「子育て世代包括
支援センター」の全県展開を図るため設置運営する市町村へ補助
を行った。
・センター運営支援 ３２市町 ・開設準備 １８市町

５，３８０ ５，０１０ 健康長寿課

３２１ 私立学校人権教育推進
費【再掲】No２４３

研修会等の開催
・私立学校教職員人権教育研修会
・私立小・中・高等・特別支援学校教職員人権教育研修会
・私立幼稚園教職員人権教育研修会
研修資料の配布等

５０１
【再掲】

４７８
【再掲】

学事課
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No. 事業名等 関連事業実績 H２９予算
（千円）

Ｈ３０予算
（千円） 担当課

３２２ 性に関する指導普及推
進事業【再掲】No２４４

・「知識を活用する保健学習－性に関する指導編・感染症編－」
（県教委作成）を活用した指導法研修会の実施（県内１会場）
・小・中・高等学校別授業研究会（県内３会場）

４６６
【再掲】

６０７
【再掲】

保健体育課

３２３ 県民健康福祉村運営費
【再掲】No１４１

健康づくりの拠点施設として県民健康福祉村を運営。県民に健康
づくりの場を提供するとともに、市町村が実施する健康づくり事
業の支援として指導者の養成・研修、実地指導や関係情報の収
集・提供をした。
健康運動指導研修 ５回延べ７４人参加、実地指導 ８１回延べ２６市
町１，７４０人参加

１５１，２３３
【再掲】

１５１，２３３
【再掲】

健康長寿課

３２４ ウェルカムベイビープ
ロジェクト

早期不妊検査及び早期不妊治療並びに２人目以降の不妊治療に要
する費用の一部を助成することにより、経済的な負担の軽減を図
った。
・早期不妊検査費助成件数 １，８０７件
・早期不妊治療費助成件数 ４７７件
・２人目以降特定不妊治療費助成件数 １６６件

１９０，２６１ １６９，６１６ 健康長寿課

３２５ 未成年への喫煙防止の
促進

ホームページを活用しての子供向けの喫煙防止の啓発を行ってい
る。

－ － 健康長寿課

３２６ 薬物乱用防止対策推進
指導費

・不正大麻けし撲滅運動（けしの除去：１４，７２４本）
・ダメ。ゼッタイ。普及運動（キャンペーン：２４回）
・麻薬覚醒剤乱用防止運動（キャンペーン：４３回）
・薬物乱用防止教室への講師派遣（２１６回）
・各種イベントや関係団体等と連携した薬物乱用防止キャンペー
ン（５回）
・保健所等による薬物乱用者や家族等からの相談受付（５９２件）
・埼玉県薬物乱用対策推進計画（第２次：H３０～H３２）の策定

７，６１９ ７，３６６ 薬務課

３２７ 埼玉県小中学校食育指
導力向上授業研究協議
会

小・中学校における教職員の食に関する指導力の向上のための協
議会を実施（県内５会場で実施。合計６１７名が参加。）
・望ましい食習慣の形成を図るための授業の公開
・指導方法の工夫・改善を図るための研究協議や講演会等
・学習指導案集を、県内公立小、中、高等学校、特別支援学校、
その他関係団体等に１，３００部配布。

５４０ ５４０ 保健体育課

３２８ 高齢出産や妊娠中に働
く女性への対策

各保健所において、保健師・医師等の専門職が女性のための健康
相談に対応した。

－ － 健康長寿課

３２９ 安心できるお産環境支
援事業費

１ 母体・新生児搬送コーディネーター事業
県内のNICUや産科病床の空き情報を把握し、リスクの高い
妊産婦や重症な新生児が生じた際に、搬送可能な病院を調整する
母体・新生児搬送コーディネーター事業を運営する。
２ 母体救命コントロールセンター運営事業
脳血管疾患などの重篤な合併症や出産後の大量出血など救命を
必要とする妊産婦を受け入れるなどにより、必要な救命措置を行
う。

３９，６２７ ３８，１５１ 医療整備課

３３０ 周産期医療体制整備費 １ 周産期医療対策事業費
・周産期医療関係者の育成研修事業
・新生児心肺蘇生法研修プログラム実施事業
２ 周産期医療施設運営費補助
各周産期医療施設の運営費の一部を補助する
３ 新生児搬送用保育器管理事業

７７５，８６２ ８８０，２８９ 医療整備課

３３１ がん対策総合推進事業 がん検診受診率及び精度の向上のため、がん検診の普及啓発等を
行った。また、「埼玉県がん対策推進計画」の進捗管理及び第３
次の埼玉県がん対策推進計画（H３０～３５年度）を策定した。

９，７２７ ９，３７９ 疾病対策課

３３２ ライフステージに応じ
た健康づくりへの支援

各保健所において、健康に関する相談に応じた。 － － 健康長寿課

３３３ 健康長寿計画推進事業 健康増進計画「埼玉県健康長寿計画」の進捗管理をし、外部有識
者等による検討会議において評価検討を行った。
開催回数１回

１５４ ３０８ 健康長寿課

３３４ にんしん SOS相談事
業

予期せぬ妊娠等の悩みを抱える者からの電話相談・メール相談に
応じる窓口「にんしん SOS埼玉」を開設し、学校や医療機関等
と連携しながら妊娠期から子育て期まで継続支援を行う子育て世
代包括支援センター等関係機関へつなげ、予期せぬ妊娠の世代間
連鎖を断ち切るための相談業務を実施した。

（H３０新規事業） ８，５３０ 健康長寿課
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No. 事業名等 関連事業実績 H２９予算
（千円）

Ｈ３０予算
（千円） 担当課

３３５ 小児がん・AYA世代
におけるがん対策推進
事業費

目的：長期生存が可能となった小児がん・AYA世代の妊孕性
（にんようせい）を温存し、将来子供を育む可能性を残すことで
がんとの共生を推進する。
内容：妊孕性温存のための費用を一部助成する。妊孕性に関する
普及啓発など
対象：３９歳まで（所得制限あり）
効果：将来子供を育むことが可能となる。
（※妊孕性の温存とは、若年がん等に対する治療により、将来妊
娠の可能性が消失しない様に生殖能力を温存するという考え
方。）

（H３０新規事業） ２１，４１２ 疾病対策課

３３６ 健康増進事業費 健康増進法に基づき、市町村が実施する健康教育等の健康増進事
業の一部を補助する。

１１０，３５８ １１０，３５８ 健康長寿課

３３７ エイズ対策総合推進事
業費

・エイズ、HIV感染に関する正しい知識の県民への普及啓発
・県民へのHIV検査に関する情報提供
・休日のHIV即日検査等、利便性が高い検査の実施

１１，４６７ １１，１３３ 保健医療政策課

３３８ 危険ドラッグ対策事業 ・危険ドラッグ販売疑いの店舗への監視指導（３施設）
・危険ドラッグ販売インターネットサイトの監視（１，００２サイト）
・危険ドラッグ販売インターネットサイトを対象とした買上検査
（買上検体数：３１検体）
・自動車教習所及び運転免許センターでの啓発活動（ポスター掲
示、チラシ配布依頼）
・地域の防犯ボランティアを活用した啓発活動
・不動産業界団体との連携による啓発活動（ポスター掲示依頼）
・「埼玉県薬物の濫用の防止に関する条例」に基づく知事指定薬
物の指定（５回１６物質）

１１，７４０ １０，３３８ 薬務課

３３９ 薬物依存症家族教室 平成２９年度６クール（１クールにつき４回のプログラム）を実施
した。
・１回目 「薬物依存症とは」
・２回目 「ダルクの紹介、本人の回復について」
・３回目 「家族の対応について」
・４回目 「ナラノンの紹介、家族の回復について」
平成２９年度参加状況
・精神保健福祉相談利用者 延べ６６名
・精神医療センター利用者家族 延べ６９名

１２０ １２０ 障害者福祉推進
課

３４０ 精神保健福祉相談 電話により相談予約を受け付け、依存症者本人または家族などか
らの来所相談（面接）を実施している。
平成２９年度面接件数 延べ１１１件

－ － 障害者福祉推進
課

３４１ 薬物相談事業
（№２２１に統合）

NPO法人埼玉ダルクに委託し、相談事業（面接・訪問・関係機
関連絡調整）を実施した。

１，０８０ ※統合 疾病対策課

３４２ 薬物乱用防止教育研修
会

公立小、中、高等学校、特別支援学校の教職員を対象とした研修
会の実施 年１回

２２８ ２２９ 保健体育課

３４３ 妊婦への喫煙防止の促
進

ホームページを活用して、喫煙が妊婦へ及ぼす健康の影響につい
ての情報提供を行っている。

－ － 健康長寿課

３４４ 女性医師就業支援事業 ・女性医師就業支援相談窓口運営事業
「埼玉県女性医師支援センター」の運営（相談件数１６件、復職
者数１人）
・女性医師代替職員活用事業費補助
４病院２３人の女性医師の代替医師の雇用に要する経費を助成

１１，５５０ １１，５５０ 医療整備課

３４５ 新人看護職員定着支援
事業費【再掲】No１７

・新人看護職員研修事業費補助 １２９施設に交付
・新人看護職員合同研修 ２０回実施
・新人看護職員指導者研修 ５回実施

７２，９１８
【再掲】

７２，９１８
【再掲】

医療人材課

３４６ 看護職員就業支援事業
費【再掲】No１８

・ナースセンター事業
（１）無料職業紹介事業 再就業者６５４人
（２）働きやすい職場づくり支援事業
ア 就業環境改善管理者研修 ２回実施
イ 就業環境改善アドバイザー派遣 ３回派遣

・再就職技術講習会 ２９施設実施

３０，０８６
【再掲】

２７，５４９
【再掲】

医療人材課

３４７ 県民総合体育大会開催
事業

・スポーツフェスティバル２０１７の開催 参加者数８，５００人
・県民総合体育大会の支援及び推進 ５０１大会 参加者数３９万人
・「県民スポーツの日」関連事業 取組数１，２１８ 参加者数９０万
人

６，４６４ ６，４６４ スポーツ振興課
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No. 事業名等 関連事業実績 H２９予算
（千円）

Ｈ３０予算
（千円） 担当課

３４８ 広域スポーツセンター
機能推進事業費

・総合型地域スポーツクラブ設立・活動支援
総クラブ数９６（新設１） 会員数３２千人
・スポーツイベント等開催支援
・クラブマネジャー養成講習会の開催
・総合型地域スポーツクラブの広報

１３，７０２ ６，６５２ スポーツ振興課

３４９ ジュニアアスリート発
掘育成事業

県内小学校４年生を対象に、スポーツ能力に優れた素質を持つ子
供たちを組織的に発掘し、関係団体と連携しながら、４年生から
６年生年代における発達段階に応じた適切な育成プログラムを実
施することにより、将来、オリンピックをはじめとする国際大会
で活躍する県民に夢と感動を与えるトップアスリートを誕生させ
ることを目的に実施している。
・発掘された、彩の国プラチナキッズの女子（少学校４年生から
６年生女子４５名）と保護者に対し、女子アスリートとして必要
な基礎知識を専門家から学ぶ講義を実施した。

１２，０４２ １２，０４２ スポーツ振興課

３５０ スポーツ科学によるア
スリート支援事業

未来のオリンピアン育成のため、スポーツ科学の知見に基づき、
トレーニング指導・栄養指導・メンタルサポート・女性アスリー
トサポートの４つの視点から選手を総合的に支援した。
・女性アスリートサポートでは性徴等に関わる女性特有の課題を
抱える女子選手に対し、専門スタッフによる総合的なサポート
を実施し、女子選手の競技力向上を支援した。

２８，９２１ ２８，９２１ スポーツ振興課

３５１ 女性アスリートに対す
るセクシャル・ハラス
メントの防止

（公財）埼玉県体育協会がスポーツ相談窓口を設けており、女性
アスリートに対するハラスメントについても相談を受け付けてい
る。
県としては競技団体を通じて窓口を周知するとともに同協会と連
携しながらハラスメントの防止に努めた。

－ － スポーツ振興課

３５２ 女性スポーツ指導者の
育成

（公財）埼玉県体育協会との共催でコーチ研修会、スポーツ指導
者研修会を実施した。
・女性指導者を養成に努めるとともに各競技団体に対し、女性指
導者の育成を要請した。

－ － スポーツ振興課

３５３ 運動部活動における女
子生徒への適切な支援

・運動部活動指導者講習会、体育実技指導者講習会等において、
女子生徒の指導における配慮などについても触れて説明
・「運動部活動指導資料（三訂版）」に、女子部員への配慮につい
ての項目を立て、Q&A形式で盛り込み、各学校に配布したり、
ホームページ上に公表している。

－ － 保健体育課

基本目標Ⅷ・施策の柱１１ 合計（再掲含む） ２，９９５，７３３ ２，８３０，３９７

「埼玉県男女共同参画基本計画」関連事業における
平成２９，３０年度予算合計（単位：千円）

※再掲を除く

平成２９年度 平成３０年度

２３４，５９７，１２０ ２２７，９３６，４０５
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県施策全般 男女共同参画に配慮された施策

男女共同参画の視点から
配慮の度合いを評価

チ
ェ
ッ
ク

ポ
イ
ン
ト
５
ファイブ

３「男女共同参画配慮度評価」による計画の推進
（１）男女共同参画配慮度評価とは
「男女共同参画基本計画」を実効性あるものとするため、県施策について男女共同参画を推進する視点
からの配慮の度合いを評価します。
自己チェックとして、各課は担当施策等の企画・立案、実施後の状況について、男女共同参画の視点か
ら取組に対する配慮の度合いを評価し、男女共同参画課に報告をします。男女共同参画課では、この結果
を取りまとめ、各課にフィードバックすることで、全庁的に男女共同参画に配慮された事業の推進を図り
ます。
また、外部チェックとして、男女共同参画審議会では実施状況をチェックし、意見を述べます。

（２）評価方法及び内容
①自己チェック
ア 事業のチェック
全庁、全施策を対象に、施策の企画・立案、実施後の状況についてチェックします。

【新規事業】
「埼玉県男女共同参画基本計画」に基づき、男女共同参画を推進する視点から、施策の基本的方向
について施策の企画・立案時にチェックを実施します。
【埼玉県男女共同参画基本計画に関する主な事業】
実施後の状況について、「チェックポイント５（ファイブ）」に基づきチェックを行いました。その
結果については、次ページの概要のとおりです。

１ 事業の対象となる人々及びその現状を男女別に把握したか
２ 事業の企画、立案、実施の際、女性、男性双方の意見を聞いたか
または、双方が参加したか

３ 女性、男性双方にとって利用・参加しやすいような配慮をしたか
４ 事業の方向性を男女共同参画に配慮したか
５ 事業の効果が女性、男性それぞれに寄与したか

イ 日常の取組（職員の意識改革・広報・県民サービス）について
【職員の意識改革】
男女共同参画の視点から、職場環境・県民サービスについて、職員が行う自己チェックを実施し、
その結果を職場研修などで活用し、職員の意識改革を進めます。
【広報・県民サービスの向上】
「男女共同参画の視点から考える表現ガイド」を活用しながら、行政広報のチェックなどを行い、
県民サービスの向上を図ります。

②外部チェック
「埼玉県男女共同参画基本計画」の関連事業については、平成３０年１月３１日に開催された男女共同参
画審議会において、審議されました。
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ファイブ

４ 平成２９年度「事業のチェックポイント５」の概要
「男女共同参画基本計画」の主な関連事業について、担当課所が「チェックポイント５」に基づき自己
チェックを行った結果は次のとおりです。

（１）「チェックポイント５」のチェック結果
チェックポイント５を実施した平成２９年度関連事業…２７５事業

１ 事業の対象となる人々及びその現状を男女別に把握した １０１事業（３６．７％前年：３６．９％）

２ 事業の企画、立案、実施の際、女性、男性双方の意見を聞いた、
または双方が参加した １６６事業（６０．４％前年：６３．５％）

３ 女性、男性双方にとって利用・参加しやすいような配慮をした １５８事業（５７．５％前年：５５．７％）

４ 事業の方向性を男女共同参画に配慮した １１７事業（４２．５％前年：４０．８％）

５ 事業の効果が女性、男性それぞれに寄与した ２０３事業（７３．８％前年：７３．７％）

（２）男女共同参画に配慮した主な内容（概要）
※＜ ＞内は事業名等。特に記載のないものは各種事業共通。

①事業の対象を男女別に把握

・相談件数、研修受講者（修了者）数、対象職員数、利用者数、平均賃金、育児休業
取得者数などで、男女別にデータを把握した。
・男女別アンケートを実施し、ニーズの把握や今後の事業展開に役立てた。

②企画、立案、実施への男女共同参画

【県民コメントの実施】
・条例や計画の策定において県民コメントを実施し、男女の区別なく意見を聞いた。
【ボランティア団体・ＮＰＯ等からのヒアリング】
・女性、男性双方の会員がいる関係団体と意見交換を行った。
【委員などにおける女性の登用】
・審議会、委員会、協議会、審査会等、各種会議の構成委員に女性を積極的に登用した。
【女性職員、男性職員双方による企画・立案・実施】
・企画会議に男女双方の職員が参加した。
・事業の実施や公的広報物作成では、女性職員・男性職員双方の意見を反映させた。
【女性、男性双方の県民が事業に参加】
・会議等の委員は男性女性に偏りがないように委嘱した。
・九都県市合同防災訓練等に女性・男性双方の住民が訓練に参加した。



第
２
部

埼
玉
県
の
男
女
共
同
参
画
施
策
の
実
施
状
況

59

③女性、男性双方にとって利用・参加しやすいような配慮

【インターネットの活用】
・相談、各種講座、イベント等の申込みを、パソコン・携帯電話等から電子で行うことができる。
・啓発資料などはいつでもホームページからダウンロード可としている。
【時間帯の配慮】
・事業や相談、研修会等を夜間や休日に実施したり、日中と夜間の時間帯両方を設けるなど、女性・
男性双方が参加しやすいよう配慮した。
＜子供と家庭電話相談事業費＞
臨床心理士等の資格を持った電話相談員を配置し、毎日（祝日及び年末年始を除く）電話相談を実
施している。

【育児・介護への便宜】
・県民を対象とした講座等を実施する際には、可能な限り保育室の提供、保育士の手配などを行い、
子育て世代の参加に配慮した。

【その他】
・エレベーター、障害者対応型トイレの設置などの駅のバリアフリー化を推進している。

④事業の方向性を男女共同参画に配慮

・広報物の作成、研修会の実施において、内容が男女のどちらか一方に偏ることがないよう配慮した。
＜労働教育講座開催運営費＞
女性の比率が高い有期労働契約に係る法制度や仕事と家庭の両立についての講座を開催した。
＜県地域防災計画に従った体制整備＞
避難所を設置する施設管理者に、妊産婦や乳幼児等の要配慮者や女性に配慮した避難所の管理運営を
行うよう働きかけた。

⑤事業の効果が女性、男性それぞれに寄与

＜ジュニアアスリート発掘育成事業＞
育成プログラム講師に対して、女性アスリートサポートに関する視点を講義内容に盛り込んでいる事
前研修を実施した。
＜福祉ボランティア活動支援事業費＞
ボランティア活動のきっかけづくりを推進するために、ボランティア体験学習事業を支援した。
＜企業内保育所設置等促進事業＞
企業内保育所の設置が進むことによって、男女を問わず子育て期の従業員にとってより働きやすい職
場づくりの形成に寄与した。
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５ 男女共同参画推進センターによる男女共同参画の推進
【埼玉県男女共同参画推進センター（With You さいたま）の概要】
男女共同参画社会の実現に向けた県の施策を実施するとともに、県民及び市町村の男女共同参画の取組を
支援することを目的とした総合的な拠点施設として、さいたま市に平成１４年４月に開設しました。

○事業の概要

１ 情報収集・提供事業
（１）情報ライブラリーの運営、インターネット等による情報発信
（２）広報紙「With You さいたま」の発行（７月、１１月、３月）
（３）男女共同参画パネルの作成及び貸出

２ 相談事業
個人の抱える様々な悩みや問題について相談に応じるとともに、配偶者暴力相談支援センターの機能
を担い、配偶者等からの暴力（ＤＶ）の防止と被害者支援の業務を行っている。

３ 学習・研修事業
（１）イベント・講座

男女共同参画の普及啓発のためのイベントや講座の開催
（２）市町村職員等研修

各地域での男女共同参画推進に資するため、市町村職員等対象の研修会の開催
（３）ＤＶ防止の意識啓発

女性に対する暴力の根絶に向けた取組の強化と意識啓発のためのフォーラムの開催
（４）講師の派遣

男女共同参画に関する意識啓発及びセンターの周知を目的に、職員を研修・講座等の講師として派
遣

（５）大学生等の実習受け入れ
次代を担う学生に男女共同参画への理解を深めてもらう目的で、学生向けの独自プログラムを提供

４ 自主活動・交流支援事業
（１）男女共同参画の活動を行う市民団体に対する自主活動発表の場の提供
（２）ボランティア活動の支援

５ 女性チャレンジ支援事業
（１）シングルマザー等女性を対象にした講座の開催
（２）若年無業女性、経済的に困難な状況にある女性等を対象にした講座の開催
（３）女性チャレンジ総合支援ネットワークの構築及び公募型共催事業の開催

６ その他（被災者支援事業）
東日本大震災による避難者が定期的に集まり、情報交換を行う場として「さいがい・つながりカフェ」
を市民団体と協力して実施（月２回）
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○平成２９年度事業実績

１ 情報収集・提供事業
（１）情報ライブラリーの運営、インターネット等による情報発信

・資料数：４０，２９８点（うち、視聴覚資料４０５点）
・利用者数：３５，４７３人
・ホームページアクセス件数：１７２，９８３件

（２）広報誌「With You さいたま」の発行：７月、１１月、３月に各６，０００部を発行
（３）男女共同参画パネルの作成及び貸出

・貸出件数：全２０種を延べ７７団体に貸出
２ 相談事業（平成２９年度相談受付状況）
（１）相談種類及び相談内容別受付状況

・受付時間：月～土曜日 １０時～２０時３０分 （件）

生
き
方

こ
こ
ろ

か
ら
だ
・
性

夫
婦

家
族
・
親
族

人
間
関
係

Ｄ
Ｖ

仕
事

暮
ら
し

そ
の
他

計

う
ち
性
的
マ
イ

ノ
リ
テ
ィ
に
関

す
る
相
談

電話相談 ３２４ ４７８ ３４９ １，０９０ １，７５４ １，９１４ ５２４ ５１９ ４０９ １，０７７ ８，４３８ ２１
面接相談 ０ ０ ４ ０ ０ ０ １６ ０ ４ ６ ３０ ４
専門相談 １１ ５ ４ ５０ ７ １３ ３ ７ ３ ３０ １３３ ３
インターネット相談 ４ ０ ０ １８ ９ ４ ９ ０ ２ ０ ４６ １
グループ相談 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ２６ ０ ０ ０ ２６ ０
その他 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ２ ０ ３ ４ ９ ０
合計 ３３９ ４８３ ３５７ １，１５８ １，７７０ １，９３１ ５８０ ５２６ ４２１ １，１１７ ８，６８２ ２９

※ 性的マイノリティに関する相談は、Ｈ２８．８から統計を開始した。

（２）年代別・相談内容別受付状況 （ ）内は、男性からの相談件数（再掲）

～１０代 ２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代 ７０代～ 不明 計

生き方 １０ ２８ ８３ ８１ ８２ ３０ １９ ６ ３３９
（１） （３） （２） （１２） （７） （４） （１） （２） （３２）

こころ ２ ４８ ８４ １７１ １３６ ２４ ８ １０ ４８３
（１） （２） （９） （１６） （１４） （１） （０） （２） （４５）

からだ・性 ３５ ７２ ５０ ９０ ６１ ２７ ６ １６ ３５７
（３２） （９） （９） （１４） （８） （１） （１） （０） （７４）

夫 婦 ０ ３７ ２７８ ３７８ ２４３ １５４ ５５ １３ １，１５８
（０） （４） （４０） （４４） （１５） （１８） （１１） （３） （１３５）

家族・親族 １０ ９２ ２０５ ４５６ ６４８ ２３７ ８４ ３８ １，７７０
（４） （５） （１６） （１８） （１３） （３５） （３） （２） （９６）

人間関係 １４ １５９ ４２９ ５０３ ６３４ １２１ ４０ ３１ １，９３１
（９） （１３） （４２） （４９） （３８） （３） （４） （１） （１５９）

D V ２ ６５ １４６ １９６ ９０ ２４ １５ ４２ ５８０
（０） （１２） （２４） （２２） （１０） （２） （２） （６） （７８）

仕 事 １ ６４ １５８ １９４ ８９ ９ ０ １１ ５２６
（０） （７） （１３） （１７） （４） （４） （０） （０） （４５）

暮らし ０ ２４ ４３ ２０８ ７８ ３４ ２２ １２ ４２１
（０） （１） （１２） （８） （５） （６） （１） （０） （３３）

その他 ２３ ４６ ２２８ ２１２ ２４６ ２４ １６ ３２２ １，１１７
（２３） （８） （７） （３０） （１６） （５） （５） （７５） （１６９）

計 ９７ ６３５ １，７０４ ２，４８９ ２，３０７ ６８４ ２６５ ５０１ ８，６８２
（７０） （６４） （１７４） （２３０） （１３０） （７９） （２８） （９１） （８６６）



第
２
部

埼
玉
県
の
男
女
共
同
参
画
施
策
の
実
施
状
況

62

（３）男性臨床心理士による男性のための相談の状況
内 容 開 催 日 相談件数

日頃から「男は強くなければならない」、「弱音を吐いてはいけない」など、
生きづらさを抱えている男性に対し、男性臨床心理士による電話相談を、通常
の相談とは別に日曜日に行った。

毎月第４日曜日
１１：００～１５：００
※６月のみ第３日曜日

８１件
（（１）の件数
に含む）

（４）グループ相談会
内 容 開 催 日 相談件数

DV被害を受け辛い思いを抱えながら、なかなか周りの人に話せずにいる同
じ思いを持った方を対象に、埼玉弁護士会有志との共催でカフェ形式の相談会
を行った。

６／４、１２／１０
２６件

（（１）の件数
に含む）

３ 学習・研修事業
（１）主催イベント・講座

名 称 開 催 日 参加者数
男女共同参画週間講演会
「私たちの声を社会へ～世界の潮流と日本の課題～」 ６／２４ ９０人

県民講座①「With You さいたま女性防災フォーラム」 ７／１１ １００人

県民講座②「女性リーダー養成講座」（全４回） １０／１４、１１／１１、
１２／９、２／３ １０６人

若者のための男女共同参画ワールド・カフェ
「みんなで考えよう！わたしたちの社会と“これから”」 １０／２１ ２０人

県民の日イベント「親子で遊ぼう！With You さいたま」 １１／１４ ５７５人

県民講座③「障害と女性」 １１／３０、１２／８ ９０人

With You さいたまフェスティバル講演会 ２／４ １６２人

メンズプロジェクト講演会「介護する男たちの困難とは？」 ３／３ ７３人

（２）市町村職員研修
名 称 開 催 日 参加者数

市町村男女共同参画担当職員研修（全２回） ①４／２５
②５／１６、５／３０

①４８人
②４３人

市町村男女共同参画担当職員課題別研修会（全１５回） － ６１人

（３）ＤＶ防止啓発
名 称 開 催 日 参加者数

性暴力防止セミナー（さいたま市共催） ７／２６ １１１人

DV防止フォーラム２０１７ １１／１９ ９６人
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（４）国際女性の地位協会との共催講座
名 称 開 催 日 参加者数

「進めよう、女性の政治参画を！」 ４／２２ ８７人

（５）県立小児医療センターとの共催講座
名 称 開 催 日 参加者数

県民のための医療セミナー「ダウン症候群の医療ケアセミナー」 ７／２７ ９２人

県民のための医療セミナー「学校心臓検診セミナー」 ８／１９ ５６人

県民のための医療セミナー
「もっと知ってほしい小児がんのこと小児がん支援のレモネードスタンド」 ９／２３ ６３人

（６）東京家政大学地域連携推進センターとの共催講座
名 称 開 催 日 参加者数

地域へのまなざし「地域コミュニティの作り方」 １２／１６ ２９人

地域へのまなざし「シングルマザーの現状と対策」 １／２０ ６０人

地域へのまなざし「子ども食堂のいま」 １／２７ ５０人

地域へのまなざし「広域避難者支援の取組」 ２／３ ２７人

（７）環境科学国際センターとの共催講座
名 称 開 催 日 参加者数

子育て世代のための環境科学セミナー「埼玉の空気、今と昔はどこが違う？」 ２／２２ ３８人

（８）講師の派遣
ア 対象
国・市町村職員、民生委員・児童委員、教職員、ＰＴＡ、大学生、高校生、事業者、一般市民等

イ 内容・回数
講師派遣 ５２回

（９）大学生等の実習受け入れ
名 称 開 催 日 参加者数

防衛医科大学校 看護学科
男女共同参画基礎講座の提供及び、図書館での課題学習を実施 ５／１２、１１／２０ ２５人

埼玉県立大学 看護学科（母性看護学実習）
男女共同参画基礎講座の提供及び、図書館での課題学習を実施

５／２３
６／１、２２、２９

６３人
（３年次生）

東京家政大学 看護学科
男女共同参画基礎講座の提供及び、図書館での課題学習を実施 ５／２５ ６人

目白大学 看護学科（母性看護学実習）（３日間×３回）
１日目 男女共同参画基礎講座の実施及び、図書館での課題学習
２日目 With You さいたま相談室、埼玉労働局による講義

（７月は性暴力防止セミナーを受講）
３日目 関東農政局による講義、グループからの学習内容の発表

６／６、７、９
７／２５、２６、２８
１０／１７、１８、２０

１１２人
（３年次生）
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名 称 開 催 日 参加者数
十文字学園女子大学 図書館司書課程
男女共同参画基礎講座の提供及び、図書館での課題学習を実施 ６／１０、１７、２４ ４５人

日本保健医療大学 看護学科
男女共同参画基礎講座の提供及び、図書館での課題学習を実施 ９／１９、２０ １０人

人間総合科学大学 看護学科
男女共同参画基礎講座の提供及び、図書館での課題学習を実施 １２／１９、２０，２２ ７６人

武蔵野大学大学院 心理臨床センター
相談事業に関する研修を実施 ３／１ １５人

上尾中央看護専門学校（母性看護学実習）
男女共同参画基礎講座の提供及び、図書館での課題学習を実施 ３／１３、１４ ８０人

４ 自主活動・交流事業
（１）市民団体の活動発表の場の提供

名 称 開 催 日 参加者数

With You さいたまフェスティバル ２／２～４ ２，２２７人

（２）ボランティア活動の支援
名 称 登録者数

With You さいたまサポートスタッフの登録
（活動内容：センター事業の補助、情報ライブラリー通信の編集、自主企画イベントの運営など） １９人

５ 女性チャレンジ支援事業
（１）主催事業

名 称 開 催 日 参加者数
働きづらさ・生きづらさに悩む若年無業女性のためのグループ相談会
「おはなしカフェ」 ６月～３月（全１０回） １２２人

シングルマザーのためのグループ相談会
「おはなし・カフェ」 ６月～３月（全１０回） ８２人

しごと準備講座（プレ講座）
（パソコン講座、事業所体験等）
（スペシャル企画）

プレ講座 ６／７
①６／２８～１１／１５（全１０回）
②９／２０～１／３１（全１０回）
スペシャル企画 ９／６

プレ講座
９８人

①７４人②９４人
スペシャル企画

２２人

理科大好き！集まれ 未来のリケジョたち
（ウーマノミクス課と連携して実施） ８／４ ４１人

（２）共催事業
名 称 開 催 日 参加者数

ひとり親家庭の母等のパソコン教室
（主催：埼玉県母子寡婦福祉連合会）

①６／１０、１１
②９／２、３
③１１／３、４

①３３人
②３５人
③３２人

（３）公募型共催事業
県内各地で男女共同参画に関する活動を行っている団体からアイディアあふれる事業を公募により

２８事業選定し、実施した。
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名 称 開 催 日 参加者数
ひとやすみ心理学～職場の心理学～
（主催：一般社団法人さいたまキャリア教育センター） ５／２０ １８人

はたらく夫婦のための子育てと仕事の両立セミナー
～キャリアトランプで知ろう じぶんのきもち パートナーのきもち～
（主催：一般社団法人プティパ）

６／１１ １２人

育自のための小さな魔法
（主催：特定非営利活動法人育自の魔法） ６／８、２２、３０、８／３ ４５人

くらしのモノとおカネを見直すお片付け
（主催：ライフオーガナイザーの会さいたま） ６／２３ １４人

ひとやすみ心理学～SNSの心理学～
（主催：一般社団法人さいたまキャリア教育センター） ７／２２ １２人

シングルマザーのためのマネープラン
（主催：株式会社ユアステージ） ７／２９ ７人

びーらぶプログラムを体験してみよう「怒りと暴力」
（主催：特定非営利活動法人パープルネットさいたま） ７／３０ １９人

びーらぶプログラムを体験してみよう「いじめ」
（主催：特定非営利活動法人パープルネットさいたま） ８／３０ １０人

介護のための小さな魔法
（主催：特定非営利活動法人育自の魔法） ９／１、８、１５、１１／１７ 中止

仕事に役立つ「６時間でわかるパワーポイント」講座
（主催：特定非営利活動法人生涯学習コーディネート協会） ９／９、１０ ３８人

いとしくて かなしくて－お空の天使への祈り－
流産、死産、新生児死体験者の集い
（主催：一般社団法人プティパ）

９／１７ １３人

知財はじめの一歩
（主催：さいたま女性弁理士の会） １０／５ ９人

FPフォーラム２０１7 in With You さいたま
（主催：特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会
埼玉支部）

１０／７ ２６人

書類と家計の片づけ術
（主催：ライフオーガナイザーの会さいたま） １０／２５ ２４人

びーらぶプログラムを体験してみよう「いろんなきもち」
（主催：特定非営利活動法人パープルネットさいたま） １０／２６ １９人

ひとやすみ心理学～女ともだちの心理学～
（主催：一般社団法人さいたまキャリア教育センター） １０／２８ １５人

前向き子育てのすすめ「たたかない子育て２０１７」
（主催：一般社団法人プティパ） １０／２９ ２５人

オフィス整理術
（主催：ライフオーガナイザーの会さいたま） １１／２１ １３人

人生を変えるメイク術
（主催：一般社団法人日本セルフプロデュースメイク協会） １１／２７ １９人

シングルマザーのためのマネープラン
（主催：株式会社ユアステージ） １２／１７ ６人

ひとやすみ心理学～サークル運営の心理学～
（主催：一般社団法人さいたまキャリア教育センター） １／２０ ９人

産後ブルー、トーク！～経験者が語る自助のチカラ～
（主催：一般社団法人プティパ） １／２８ ２０人
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名 称 開 催 日 参加者数
育自のための小さな魔法
（主催：特定非営利活動法人育自の魔法） ２／７、２１、２８、３／１４ ５７人

商標（ネーミング）はじめの一歩
（主催：さいたま女性弁理士の会） ２／８ ２人

ごった煮笑店（主催：たちあおい） ２／２５ １０人

人生を変えるメイク術
（主催：一般社団法人日本セルフプロデュースメイク協会） ２／２６ １９人

親子で作るパワーポイント講座
（主催：特定非営利活動法人生涯学習コーディネート協会） ３／３、４ ２８人

わが子に「生きる力」を育むために
（主催：一般社団法人日本キャリアパスポート協会） ３／７ ２１人

６ その他（被災者支援事業）
テ ー マ 開 催 日 参加者数

さいがい・つながりカフェ 毎月第２、第４木曜日 各回３０人
程度

さいがい・つながりカフェ トークイベント
「この７年の間に見えてきたこと 考えてきたこと」 ３／１７ ３５人
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○平成３０年度事業計画

１ 情報収集・提供事業
（１）情報ライブラリーの運営、インターネット等による情報発信
（２）広報誌「With You さいたま」の発行：７月、１１月、３月に各７，０００部を発行
（３）男女共同参画パネルの作成及び貸出

２ 相談事業
名 称 開 催 日

With You さいたま相談室 月～土
１０時～２０時３０分

男性のための男性臨床心理士による電話相談
毎月第４日曜日
１１時～１５時

※６月のみ第３日曜日

グループ相談 ７／１、１２／２

３ 学習・研修事業
（１）イベント・講座

名 称 開 催 日 定員

女性の貧困問題講演会 ５／２２ １５０人

男女共同参画週間講演会
「生きづらさを抱える女性たち
～一人ひとりの言葉と生きる力に心を寄せて～」

６／１６ １５０人

県民講座①「With You さいたま女性防災フォーラム」 ９／１５ ８０人

県民講座②「女性リーダー育成講座」（連続１０回）

６／１６、７／２１、８／４、
９／１５、１０／２０、１１／１８、
１２／１、１／１９、２／１６
３／２３

３０人

若者のための男女共同参画ワールドカフェ
「みんなで考えよう！わたしたちの社会と“これから”」 １０／２０ ５０人

県民の日イベント「親子で遊ぼう！With You さいたま」 １１／１４ －

県民講座③「障害と女性」 １１／２０、１２／１ 各回８０人

With You さいたまフェスティバル講演会 ２／３ １５０人

メンズプロジェクト講演会 ３月上旬 １００人

（２）市町村職員研修
名 称 開 催 日 定員

市町村男女共同参画担当職員研修 ①４／２３
②５／２２

①５０人
②１５０人

（３）ＤＶ防止の意識啓発
名 称 開 催 日 定員

DV防止フォーラム １１／１８ １５０人

性暴力防止セミナー（さいたま市共催） ７／２５ ８０人
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（４）共催講座
名 称 開 催 日 定員

県民のための医療セミナー「ダウン症候群の医療ケアセミナー」
（県立小児医療センターと共催） ７／２０ １００人

県民のための医療セミナー「子どもの事故をなくそう」
（県立小児医療センターと共催） １０／１３ １００人

４ 自主活動・交流支援事業
（１）市民団体の活動発表の場の提供

名 称 開 催 日

With You さいたまフェスティバル ２／１～３

（２）ボランティア活動の支援
名 称

With You さいたまサポートスタッフの登録

５ 女性チャレンジ支援事業
（１）主催事業

名 称 開 催 日 定員
働きづらさ・生きづらさに悩む若年無業女性のためのグループ相談会
「おはなしカフェ」 ５月～３月（全１２回） 各回１０人

女性のための生き方セミナー ６月～２月（全９回） 各回１６人

シングルマザー等のためのグループ相談会
「ママ・カフェ」 ６月～３月（全１４回） 各回１６人

しごと準備講座（プレ講座）
（パソコン講座、事業所体験等）
（スペシャル企画）
（実践講座）

プレ講座 ６／２０
①６／２７～１１／２８（全１２回）
②９／２６～２／６（全１２回）
スペシャル企画 ９／５
実践講座 ３／６

プレ講座
３０人

①２０人②２０人
スペシャル企画

３０人
実践講座
３０人

（２）共催事業
名 称 開 催 日 定員

ひとり親家庭のためのパソコン教室
（主催：公益財団法人埼玉県母子寡婦福祉連合会）

①６／９、１０
②９／２２、２３
③１１／３、４
④２／２７、２８

①２０人
②２５人
③２５人
④２０人

（３）公募型共催事業
県内各地で男女共同参画に関する活動を行っている団体からアイディアあふれる事業を公募により
選定し、２７事業を実施する。

名 称 開 催 日 定員
はたらくらぶW 自分でできるアロマテラピー
（主催：一般社団法人さいたまキャリア教育センター） ５／１９ １５人

びーらぶプログラムを体験してみよう「怒りと暴力」
（主催：特定非営利活動法人パープルネットさいたま） ５／２０ ２０人
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名 称 開 催 日 定員
DV被害者支援に必要な知識を学ぶ
「DV被害者支援者養成～基礎講座～DVを知る・気づく・そして支
援者になる」
（主催：特定非営利活動法人パープルネットさいたま）

５／３０、６／６、２０、７／４ ４０人

育自のための小さな魔法
（主催：特定非営利活動法人育自の魔法） ６／１３、２０、２７、７／１８ ２０人

すぐできる！家庭の書類整理術
（主催：ライフオーガナイザーの会さいたま） ６／２８ ２５人

育休後の女性のキャリアを考えるワークショップ～アンコンシャス・
バイアス（無意識の偏見）を知っていますか～《子育てと仕事の両立
セミナー》
（主催：一般社団法人プティパ）

７／８ ２０人

はたらくらぶW 知ろう、語ろう帝王切開
（主催：一般社団法人さいたまキャリア教育センター） ７／２８ １５人

夫婦・しごとが上手くいく人のかんたんコミュニケーション術「Iメ
ッセージ」
（主催：オハナベストパートナーさいたま）

９／２ ２０人

早いが肝心！学習習慣の仕組みづくり
（主催：ライフオーガナイザーの会さいたま） ９／９ １０人

「今ここ」ありのままの私でコミュニケーション！
（主催：All Alive Project 埼玉） ９／１７ ３０人

《あんしん子育てサポートプロジェクト２０１８》子ども・若者ケアラー
についての事例検討会－精神疾患のある母親をケアする子ども・若者
の支援について考える－
（主催：一般社団法人プティパ）

１／２７ ２０人

女性のための美骨盤エクササイズ
（主催：美えな塾） １０／１１ ２５人

びーらぶプログラムを体験してみよう「いろんな気持ち」
（主催：特定非営利活動法人パープルネットさいたま） １０／１４ ２０人

キャリアコンサルタントが教える「光る応募書類の書き方と面接対
策」講座
（主催：特定非営利活動法人生涯学習コーディネート協会）

１０／１９、２６ ２０人

たたかない どならない子育てのヒント
育児情報誌miku 編集長と考える、前向き子育てのすすめ
（主催：一般社団法人プティパ）

１０／２１ ２０人

家計簿が続かない人のための家計管理術
（主催：ライフオーガナイザーの会さいたま） １０／２５ ２５人

はたらくらぶW いまさら聞けない月経の話
（主催：一般社団法人さいたまキャリア教育センター） １０／２７ １５人

いのちのことのは～周産期医療をめぐるわたしたちの体験～流産・死
産・新生児死や不妊症・不育症治療体験から考える「いのち」との出
会い
（主催：一般社団法人プティパ）

１０／２８ ２０人

DV被害者をささえる支援者になろう～ステップ講座～
DVから離れた後にこそ必要な支援（仮）
（主催：特定非営利活動法人パープルネットさいたま）

１１／７、２１、２８ １２人

カンタン PCデータ整理＆実践ワークショップ
（主催：ライフオーガナイザーの会さいたま） １１／８ １０人

人生を変えるメイク術セミナー
（主催：一般社団法人日本セルフプロデュースメイク協会） １１／１９ ３０人

身の回りから学ぶ知的財産
（主催：埼玉応援隊女性弁理士パール会） １１／２９ ２０人

「職場で役立つエクセルの関数と集計」講座
（主催：特定非営利活動法人生涯学習コーディネート協会） １２／８、９ ２０人
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名 称 開 催 日 定員
育自のための小さな魔法
（主催：特定非営利活動法人育自の魔法） ２／６、１３、２０、３／１３ ２０人

はたらくらぶW 自分に優しく更年期
（主催：一般社団法人さいたまキャリア教育センター） ２／１６ １５人

人生を変えるメイク術
（主催：一般社団法人日本セルフプロデュースメイク協会） ２／２４ ３０人

わが子に「生きる力」を育むために
（主催：一般社団法人日本キャリアパスポート協会） ２／１５ ３０人

６ その他（被災者支援事業）
テ ー マ 開 催 日 定員

さいがい・つながりカフェ 毎月第２、第４木曜日 －
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６ 女性キャリアセンター

○事業の概要

平成２０年５月、県がさいたま市内に設置した、女性のための就業支援施設。個別相談、就職支援セミナー、
職業紹介、職場におけるステップアップや業務スキル向上などに役立つ各種セミナー等により、女性の就業・
定着・両立・キャリアアップを総合的に支援する。

○平成２９年度事業実績

１ 面談相談・電話相談
内 容 実 績

働くための条件整備、就業希望条件の整理、求人情報の紹介をトータルで支援した。
また、働く女性のキャリアアップや就業継続に関する相談に対応した。
【電話相談】１回２０分 月～金 １０時～１６時３０分
【面談相談】１回４５分 月～土 １０時～１６時１５分

【電話相談】１，０８５件
【面談相談】４，７０１件

２ 各種セミナーの実施
内 容 実 績

就職を希望する女性のために、応募書類の書き方や面接対策など、就職活動に役立
つセミナーや職場体験・企業説明会を開催した。
また、働く女性に対して「働く女性応援講座」を実施した。

２１７回・４，３９１人

３ 婦人相談センターにおける就職支援セミナー・面談相談の実施
内 容 実 績

県婦人相談センター入所者を対象に、就職支援セミナー及び面談相談を実施した。 １０回・２２人

※「２ 各種セミナーの実施」の再掲
４ 在宅ワーカーの育成、マッチング支援

内 容 実 績
子育て期の女性が働きやすい「在宅ワーク」という働き方を広めるとともに、企業
向けのセミナーや在宅ワーカーと発注企業とのマッチング交流会、ワーカー交流会を
開催するなど、在宅ワーカーの就業を支援する。

セミナー等 ２，４４２人



第
２
部

埼
玉
県
の
男
女
共
同
参
画
施
策
の
実
施
状
況

72

○平成３０年度事業計画

１ 面談相談・電話相談
内 容

働くための条件整備、就業希望条件の整理、求人情報の紹介をトータルで支援する。また、働く女性のキャリアアッ
プや就業継続に関する相談に対応する。

【電話相談】１回２０分 月～金 １０時～１６時３０分
【面談相談】１回４５分 月～土 １０時～１６時１５分

２ 各種セミナーの実施
内 容

就職を希望する女性のために、応募書類の書き方や面接対策など、就職活動に役立つセミナーや職場体験、企業説明
会を開催する。
また、働く女性を対象に「働く女性応援講座」を開催する。

３ 婦人相談センターにおける就職支援セミナー・面談相談の実施
内 容 開 催 日 定員

県婦人相談センター入所者を対象に、就職支援セミナー及び面談相談
を実施する。 ５月～３月（全１８回） 各８人

４ 在宅ワーカーの育成、マッチング支援
内 容

子育て期の女性が働きやすい「在宅ワーク」という働き方を広めるとともに、企業向けのセミナーや在宅ワーカーと
発注企業とのマッチング交流会、ワーカー交流会を開催するなど、在宅ワーカーの就業を支援する。
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７ さいたま輝き荻野吟子賞

え び はら ゆ み

海老原 夕美（弁護士）
埼玉弁護士会初の女性会長、日本弁護士連合会副会長、両性の平等に関する委員会委員長を歴任。弁護士登録以来、女性も男性もともに
活き活きと暮らしていける社会をめざして活動してきた。ＤＶ被害者の支援に積極的に取り組み、ＤＶ防止法の制定を強く訴えた。その後
も、代理人としてＤＶ被害者の立場に寄り添った活動をしている。また、早くから子どもの権利の問題にも力を注ぎ、ＮＰＯ法人「埼玉子
どもを虐待から守る会」の会長として活動するほか、「子どもシェルター」の開設にも尽力した。（さいたま市在住）

い はら あ い こ

井原 愛子（起業家）
「TAP＆SAP（タップアンドサップ）」代表。大学卒業後、一

度は秩父を離れて生活をしたが、秩父の木と人に魅了されUタ
ーン。国内初のシュガーハウス「MAPLE・BASE（メープルベ
ース）」をオープン。メープル事業のほか、「第３のみつ」といっ
た地域資源を活かす商品開発や販売を行う。秩父の森のエコツア
ーも手掛け、秩父の魅力発信や情報発信に努めている。

（秩父市在住）

あい わ

愛和グループ（川越市）
周産期をコアとした、愛和病院を中核とするグループ。資格取
得支援や女性管理職登用を進めている他、企業内保育所を設置す
るなど多くの両立支援策が取られている。また、全国初となる「パ
パの育児参加を後押しする宿泊施設 －パタニティ・マタニティ
ハウス－」を展開するなど、地域のために新たな取組も進めてい
る。

さ とう ま や

佐藤 摩弥（オートレーサー）
オートレーサー界では４４年ぶりの女性レーサー。女性初のグレ
ードレース制覇を含む３回の優勝など、男性レーサーに劣らない
優秀な成績を残し、トップレーサーとして活躍している。また、
オートレースの広報大使として活躍するとともに、被災者支援や
交通事故防止などの社会貢献活動にも積極的に協力している。

（川口市在住）

株式会社システムインテグレータ（さいたま市）
オリジナルのパッケージソフトとクラウドサービスを武器に成
長を続ける IT企業。平成２６年には東証一部に上場。働きやすい
企業としても高く評価されている。ライフステージに合わせて選
択できる多様な育児制度は在宅勤務、週休３日勤務、時短勤務な
どバリエーションも豊富である。

きらきら輝き部門 県内に在住（勤）若しくは県出身又は県内に所在し、先駆的な取組などにより各
分野で特に功績が著しく今後の活躍が期待できる個人又は団体

さわやかチャレンジ部門 県内に在住（勤）又は県出身で、各分野にチャレンジし、今後さらなる活躍が期
待できる年齢４０歳未満の個人

いきいき職場部門 県内に所在し、男女が共同して参画できることができる職場づくりに積極的に取
り組んでいる事業所

きらきら輝き部門 ※敬称略

さわやかチャレンジ部門 ※敬称略・五十音順

いきいき職場部門 ※五十音順

埼玉県では、本県出身で日本で最初の公認女性医師となった「荻野吟
子（おぎのぎんこ）」にちなみ、その不屈の精神を今に伝える先駆的な活動
をしているなど、男女共同参画の推進に顕著な功績のあった個人や団体、
事業所の方々に「さいたま輝き荻野吟子賞」を贈っています。
この表彰制度は、女性と男性が個性と能力を十分に発揮し、あらゆる分
野に対等に参画することができる男女共同参画社会づくりを推進するとと
もに、埼玉の偉人である荻野吟子を顕彰するため、平成１７年度から実施し
ています。

■対象者

○●○●○●○●○ 第１３回（平成２９年度）受賞者 ○●○●○●○●○
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県内市町村における男女共同参画に関する条例の制定や基本計画の策定など、その推進状況がわかるよう
に概要を掲載しました。（平成３０年４月１日現在）

１ 条例制定、計画策定、苦情処理体制の状況

２ 首長等の状況（議員、市町村長等、自治会長、防災会議）

３ 審議会等委員への女性の登用状況

４ 自治体職員の状況

５ 市町村における女性の参画マップ

第３部
市町村における
男女共同参画施策の
推進状況
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１ 条例制定、計画策定、苦情処理体制の状況（平成３０年４月１日現在）

市町村名 男女共同参画に関する条例 男女共同参画の推進に関する計画
（平成３０年４月１日現在で有効なもの）

苦情
処理
体制条 例 名 称 公布日 施行日 計 画 名 計画期間（年度）

さいたま市 さいたま市男女共同参画のまちづくり
条例 Ｈ１５．３．１４ Ｈ１５．４．１ 第３次さいたま市男女共同参画のまちづくりプラン Ｈ２６～Ｈ３０ 有

川 越 市 川越市男女共同参画推進条例 Ｈ１３．１２．２１ Ｈ１３．１２．２１ 第五次川越市男女共同参画基本計画 Ｈ２８～Ｈ３１ 有

熊 谷 市 熊谷市男女共同参画推進条例 Ｈ１７．１０．１ Ｈ１７．１０．１ くまがや男女共同参画推進プラン Ｈ２１～Ｈ３０ ─

川 口 市 川口市男女共同参画推進条例 Ｈ２４．３．２７ Ｈ２４．４．１ 第２次川口市男女共同参画計画≪改訂≫ Ｈ３０～Ｈ３４ 有

行 田 市 行田市男女共同参画推進条例 Ｈ１９．３．３０ Ｈ１９．４．１ 第３次ぎょうだ男女共同参画推進プラン Ｈ２４～Ｈ３２ ─

秩 父 市 デュエットプランちちぶ２０１７（秩父市男女共同参
画計画） Ｈ２８～Ｈ３２ ─

所 沢 市 所沢市男女共同参画推進条例 Ｈ１６．９．２４ Ｈ１７．１．１ 第３次所沢市男女共同参画計画 Ｈ２３～Ｈ３０ 有

飯 能 市 飯能市男女共同参画推進条例 Ｈ２７．１２．１８ Ｈ２８．４．１ 第５次飯能市男女共同参画プラン Ｈ３０～Ｈ３４ 有

加 須 市 加須市男女共同参画推進条例 Ｈ２３．７．７ Ｈ２３．７．７ 加須市男女共同参画プラン Ｈ２４～Ｈ３３ ─

本 庄 市 第３次本庄市男女共同参画プラン Ｈ３０～Ｈ３４ ─

東松山市 東松山市男女共同参画推進条例 Ｈ１８．３．２７ Ｈ１８．４．１ 第４次ひがしまつやま共生プラン（第４次東松山市男
女共同参画基本計画・東松山市ＤＶ防止基本計画） Ｈ２７～Ｈ３２ ─

春日部市 春日部市男女共同参画推進条例 Ｈ１８．１２．１８ Ｈ１９．４．１ 第２次春日部市男女共同参画基本計画 Ｈ３０～Ｈ３４ ─

狭 山 市 狭山市男女共同参画推進条例 Ｈ２７．６．２９ Ｈ２７．６．２９ 第４次狭山市男女共同参画プラン Ｈ２９～Ｈ３３ ─

羽 生 市 第２次羽生市男女共同参画基本計画 はにゅう男
女共同参画プラン改訂版 Ｈ２１～Ｈ３０ ─

鴻 巣 市 鴻巣市男女共同参画推進条例 Ｈ２３．１２．２７ Ｈ２４．３．１０ こうのす男女共同参画プラン Ｈ２４～Ｈ３１ ─

深 谷 市 深谷市男女共同参画推進条例 Ｈ２６．９．３０ Ｈ２７．１．１ 第３次深谷市男女共同参画プラン Ｈ３０～Ｈ３４ ─

上 尾 市 上尾市男女共同参画推進条例 Ｈ１９．３．２７ Ｈ１９．４．１ 第２次デュエットプラン２１（上尾市男女共同参画
計画） Ｈ２３～Ｈ３２ ─

草 加 市 草加市くらしを支えあう男女共同参画
社会づくり条例 Ｈ１６．９．１７ Ｈ１６．１０．１ 草加市男女共同参画プラン２０１６ Ｈ２８～Ｈ３２ 有

越 谷 市 越谷市男女共同参画推進条例 Ｈ１７．３．３１ Ｈ１７．７．１ 第３次越谷市男女共同参画計画 Ｈ２３～Ｈ３２ 有

蕨 市 蕨市男女共同参画パートナーシップ条
例 Ｈ１５．３．２７ Ｈ１５．６．１ 蕨市男女共同参画パートナーシッププラン（第２

次） Ｈ２６～Ｈ３５ ─

戸 田 市 戸田市男女共同参画推進条例 Ｈ２８．９．３０ Ｈ２８．１０．１ 第四次戸田市男女共同参画計画（改訂版） Ｈ２６～Ｈ３０ 有

入 間 市 入間市男女共同参画推進条例 Ｈ２２．３．２９ Ｈ２２．４．１ 第４次いるま男女共同参画プラン Ｈ２９～Ｈ３３ ─

朝 霞 市 朝霞市男女平等推進条例 Ｈ１５．３．２４ Ｈ１５．４．１ 第２次朝霞市男女平等推進行動計画 Ｈ２８～Ｈ３７ 有

志 木 市 志木市男女共同参画推進条例 Ｈ１４．６．２４ Ｈ１４．７．１ 第５次志木市男女共同参画基本計画 Ｈ２８～Ｈ３２ 有

和 光 市 和光市男女共同参画推進条例 Ｈ１６．１２．２１ Ｈ１７．４．１ 第３次和光市行動計画 男女共同参画わこうプラン Ｈ２３～Ｈ３２ 有

新 座 市 新座市男女共同参画推進条例 Ｈ１２．６．１５ Ｈ１２．７．１ 第３次にいざ男女共同参画プラン Ｈ２８～Ｈ３２ 有

桶 川 市 桶川市男女共同参画推進条例 Ｈ１４．３．２８ Ｈ１４．４．１ 桶川市第三次男女共同参画基本計画 Ｈ２６～Ｈ３０ 有

久 喜 市 久喜市男女共同参画を推進する条例 Ｈ２２．９．３０ Ｈ２２．９．３０ 第２次久喜市男女共同参画行動計画 Ｈ３０～Ｈ３４ 有

北 本 市 北本市男女共同参画推進条例 Ｈ１８．３．３１ Ｈ１８．７．１ 第五次北本市男女行動計画 Ｈ３０～Ｈ３４ ─

八 潮 市 八潮市男女共同参画推進条例 Ｈ１５．１２．２５ Ｈ１６．４．１ 第４次八潮市男女共同参画プラン Ｈ２８～Ｈ３７ 有

富士見市 富士見市男女共同参画推進条例 Ｈ２０．６．１３ Ｈ２０．７．１ 富士見市男女共同参画プラン（第３次中間見直し版） Ｈ２７～Ｈ３２ ─

三 郷 市 三郷市男女共同参画社会づくり条例 Ｈ１８．９．２７ Ｈ１９．１．１ 第４次みさと男女共同参画プラン Ｈ２８～Ｈ３２ 有
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市町村名 男女共同参画に関する条例 男女共同参画の推進に関する計画
（平成３０年４月１日現在で有効なもの）

苦情
処理
体制条 例 名 称 公布日 施行日 計 画 名 計画期間（年度）

蓮 田 市 はすだ男女共生プラン２０２５ H２８～H３７ ─

坂 戸 市 坂戸市男女共同参画推進条例 H１６．６．２４ H１６．７．１ 第３次坂戸市男女共同参画基本計画（後期計画） H２９～H３３ 有

幸 手 市 幸手市男女共同参画を推進する条例 H２９．３．１７ H２９．６．１ 第４次幸手市男女共同参画プラン H２７～H３１ ─

鶴ヶ島市 鶴ヶ島市男女共同参画推進条例 H２２．３．２４ H２２．４．１ つるがしま男女共同参画推進プラン（第５次） H２９～H３３ ─

日 高 市 日高市男女共同参画推進条例 H２８．１２．２２ H２９．１．１ 第４次日高市男女共同参画プラン H２８～H３２ 有

吉 川 市 吉川市男女共同参画推進条例 H１５．１２．１８ H１６．４．１ 第３次吉川市男女共同参画基本計画 H２４～H３３ 有

ふじみ野市 ふじみ野市男女共同参画推進条例 H２７．６．２３ H２７．１０．１ ふじみ野市第２次男女共同参画基本計画 H３０～H４２ 有

白 岡 市 第４次白岡市男女共同参画プラン H２９～H３３ ─

伊 奈 町 第２次伊奈町男女共同参画プラン H２４～H３２ ─

三 芳 町 みよし男女共同参画プラン H２８～H３５ ─

毛呂山町 第三次もろやま男女共同参画プラン H２７～H３６ ─

越 生 町 越生町男女共同参画プラン H２８～H３１ ─

滑 川 町 第２次滑川町パートナーシッププラン H２３～H３２ 有

嵐 山 町 “らんざん”男女が共にいきいきと暮
らせるまちづくり条例 H１６．３．９ H１６．４．１ 第３次嵐山町男女共同参画プラン H２９～H３３ ─

小 川 町 おがわ男女共同参画推進プラン（第３次） H２９～H３３ ─

川 島 町 川島町男女共同参画によるまちづくり
条例 H２５．３．２９ H２５．４．１ 川島町男女共同参画推進計画 H２３～H３２ ─

吉 見 町 第三次吉見町男女共同参画プラン H２６～H３５ ─

鳩 山 町 鳩山町男女共同参画計画 H２９～H３３ ─

ときがわ町 第２次ときがわ町男女共同参画プラン H２４～H３３ ─

横 瀬 町 ２０１３横瀬町男女共同参画プラン H２５～H３１ ─

皆 野 町 第２次皆野町男女共同参画プラン H２９～H３３ ─

長 瀞 町 第２次長瀞町男女共同参画プラン H２７～H３１ ─

小鹿野町 小鹿野町男女共同参画計画 H２３～H３０ ─

東秩父村 東秩父村男女共同参画プラン「元気いっぱい ひ
がしちちぶ」 H２３～H３２ ─

美 里 町 美里町男女共同参画プラン H２８～H３１ ─

神 川 町 神川町男女共同参画プラン H２５～H３４ ─

上 里 町 上里町男女がともに輝く町づくり条例 H１５．５．１ H１５．６．１ 第２次かみさと男女共同参画推進プラン H２６～H３０ 有

寄 居 町 寄居町男女共同参画推進プラン２０１０ H２２～H３１ ─

宮 代 町 第２次宮代町男女共同参画プラン H２７～H３３ ─

杉 戸 町 すぎと男女共同参画プラン（第４次） H２８～H３２ ─

松 伏 町 松伏町男女共同参画推進条例 H１５．９．２５ H１６．４．１
松伏町男女共同参画基本計画
「まつぶしコミュニケーションプラン（第４版）」 H２７～H３１ 有

計 ３９ ６３ ２３
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２ 首長等の状況（議員、市町村長等、自治会長、防災会議）（平成３０年４月１日現在）

市町村名
総 議 員 数 女性比

率（％）
女性市町
村長数
（人）

副市町村長数（人） 女性比
率（％）

自治会長数（人） 女性比
率（％）

市町村防災会議委員（人） 女性比
率（％）（人） うち

女性数
うち
女性数

うち
女性数

うち
女性数

さいたま市 ６０ １０ １６．７ ０ ３ ０ ０．０ ８５９ ７８ ９．１ ８０ ９ １１．３

川 越 市 ３６ ７ １９．４ ０ ２ ０ ０．０ ２９２ ２１ ７．２ ４１ ５ １２．２

熊 谷 市 ２９ ５ １７．２ ０ １ ０ ０．０ ３６３ １０ ２．８ ４９ ６ １２．２

川 口 市 ４２ １１ ２６．２ ０ ２ ０ ０．０ ２３１ ４ １．７ ６４ ７ １０．９

行 田 市 ２１ ４ １９．０ ０ １ ０ ０．０ １８５ ９ ４．９ ３５ ５ １４．３

秩 父 市 ２２ １ ４．５ ０ １ ０ ０．０ ８０ １ １．３ ４９ ３ ６．１

所 沢 市 ３３ ７ ２１．２ ０ １ ０ ０．０ ２７６ ２３ ８．３ ４８ ５ １０．４

飯 能 市 １９ ５ ２６．３ ０ １ ０ ０．０ １３６ ２ １．５ ５４ ３ ５．６

加 須 市 ２８ ９ ３２．１ ０ １ ０ ０．０ １７９ １ ０．６ ５４ ４ ７．４

本 庄 市 ２１ ６ ２８．６ ０ １ ０ ０．０ ８５ ０ ０．０ ３９ ２ ５．１

東松山市 ２０ ２ １０．０ ０ １ ０ ０．０ １２０ ３ ２．５ ３３ １ ３．０

春日部市 ３０ ３ １０．０ ０ ２ ０ ０．０ １９８ ５ ２．５ ３４ ３ ８．８

狭 山 市 ２２ ３ １３．６ ０ １ ０ ０．０ １２１ ７ ５．８ ３７ ６ １６．２

羽 生 市 １４ ０ ０．０ ０ １ ０ ０．０ ７４ ０ ０．０ ３０ ６ ２０．０

鴻 巣 市 ２６ ７ ２６．９ ０ １ ０ ０．０ ２３７ ２４ １０．１ ４２ ５ １１．９

深 谷 市 ２４ ３ １２．５ ０ １ ０ ０．０ ２００ １ ０．５ ４７ ４ ８．５

上 尾 市 ２９ ６ ２０．７ ０ １ ０ ０．０ １１４ ５ ４．４ ３３ ４ １２．１

草 加 市 ２８ ５ １７．９ ０ １ ０ ０．０ １１８ ８ ６．８ ３１ ６ １９．４

越 谷 市 ３１ ８ ２５．８ ０ １ ０ ０．０ ３７８ １９ ５．０ ３７ ４ １０．８

蕨 市 １８ ４ ２２．２ ０ ０ ０ ０．０ ３７ １ ２．７ ３４ ４ １１．８

戸 田 市 ２６ ７ ２６．９ ０ ０ ０ ０．０ ４６ ０ ０．０ ３５ ５ １４．３

入 間 市 ２２ ６ ２７．３ ０ １ ０ ０．０ １２０ １ ０．８ ３５ ６ １７．１

朝 霞 市 ２４ ６ ２５．０ ０ １ ０ ０．０ ７９ １０ １２．７ ３９ ３ ７．７

志 木 市 １３ ２ １５．４ ０ １ ０ ０．０ ３７ １ ２．７ ３７ ３ ８．１

和 光 市 １８ ５ ２７．８ ０ １ ０ ０．０ １０４ １５ １４．４ ３３ ４ １２．１

新 座 市 ２６ ７ ２６．９ ０ １ ０ ０．０ ６１ １１ １８．０ ４２ ９ ２１．４

桶 川 市 １９ ５ ２６．３ ０ １ ０ ０．０ ７８ １ １．３ ３１ ２ ６．５

久 喜 市 ２７ ６ ２２．２ ０ １ ０ ０．０ ２５６ １１ ４．３ ４４ ９ ２０．５

北 本 市 ２０ ５ ２５．０ ０ １ ０ ０．０ １１１ ９ ８．１ － － －

八 潮 市 ２１ ６ ２８．６ ０ １ ０ ０．０ ４４ ２ ４．５ ３７ ８ ２１．６

富士見市 ２１ ４ １９．０ ０ １ ０ ０．０ ５５ １ １．８ ３０ ２ ６．７

三 郷 市 ２４ ４ １６．７ ０ ２ ０ ０．０ １２７ ２ １．６ ３６ ６ １６．７
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市町村名
総 議 員 数 女性比

率（％）
女性市町
村長数
（人）

副市町村長数（人） 女性比
率（％）

自治会長数（人） 女性比
率（％）

市町村防災会議委員（人） 女性比
率（％）（人） うち

女性数
うち
女性数

うち
女性数

うち
女性数

蓮 田 市 ２０ ５ ２５．０ ０ １ ０ ０．０ ９８ ４ ４．１ ２２ ０ ０．０

坂 戸 市 ２０ ４ ２０．０ ０ １ ０ ０．０ １５４ ４ ２．６ ３２ ０ ０．０

幸 手 市 １４ ４ ２８．６ ０ １ ０ ０．０ １０４ ９ ８．７ ３４ ３ ８．８

鶴ヶ島市 １８ ２ １１．１ ０ １ ０ ０．０ ８３ ６ ７．２ ３２ ２ ６．３

日 高 市 １６ ３ １８．８ ０ １ ０ ０．０ ７９ ２ ２．５ ３１ ５ １６．１

吉 川 市 ２０ ７ ３５．０ ０ １ ０ ０．０ ９５ １ １．１ ３３ ３ ９．１

ふじみ野市 ２０ ５ ２５．０ ０ １ ０ ０．０ ５７ ４ ７．０ ３３ ４ １２．１

白 岡 市 １８ ２ １１．１ ０ １ ０ ０．０ ４５ １ ２．２ ３３ ２ ６．１

伊 奈 町 １６ ４ ２５．０ ０ １ ０ ０．０ ２２ ２ ９．１ ２８ １ ３．６

三 芳 町 １５ ５ ３３．３ ０ １ ０ ０．０ １４ １ ７．１ ２６ ２ ７．７

毛呂山町 １４ ２ １４．３ ０ １ ０ ０．０ ６９ １２ １７．４ ３０ ３ １０．０

越 生 町 １１ ３ ２７．３ ０ １ ０ ０．０ ２９ １ ３．４ ３０ １ ３．３

滑 川 町 １４ １ ７．１ ０ １ ０ ０．０ １５ ０ ０．０ ２４ １ ４．２

嵐 山 町 １４ ３ ２１．４ ０ １ ０ ０．０ ３５ ０ ０．０ ２５ １ ４．０

小 川 町 １６ ２ １２．５ ０ １ ０ ０．０ ７６ １ １．３ ２５ ５ ２０．０

川 島 町 １４ ２ １４．３ ０ １ ０ ０．０ ８０ ５ ６．３ ３３ １ ３．０

吉 見 町 １４ ３ ２１．４ ０ １ ０ ０．０ ７５ ５ ６．７ ３１ ５ １６．１

鳩 山 町 １３ ２ １５．４ ０ １ ０ ０．０ １７ １ ５．９ ２５ １ ４．０

ときがわ町 １２ ２ １６．７ ０ １ ０ ０．０ ５２ ４ ７．７ ３４ ２ ５．９

横 瀬 町 １２ ２ １６．７ ０ １ ０ ０．０ ２３ ０ ０．０ ３２ ３ ９．４

皆 野 町 １２ ２ １６．７ ０ １ ０ ０．０ ２７ ０ ０．０ ２３ ０ ０．０

長 瀞 町 １０ １ １０．０ １ １ ０ ０．０ ２７ ０ ０．０ ３１ １ ３．２

小鹿野町 １２ １ ８．３ ０ １ ０ ０．０ ６７ ０ ０．０ ２８ １ ３．６

東秩父村 ８ ２ ２５．０ ０ ０ ０ ０．０ ２１ ０ ０．０ ２２ ０ ０．０

美 里 町 １１ ２ １８．２ ０ １ ０ ０．０ ２３ ０ ０．０ ２０ ０ ０．０

神 川 町 １４ ３ ２１．４ ０ １ ０ ０．０ ２３ ０ ０．０ １９ ２ １０．５

上 里 町 １４ ２ １４．３ ０ １ ０ ０．０ ９２ ３ ３．３ １８ ２ １１．１

寄 居 町 １５ ３ ２０．０ ０ １ ０ ０．０ ６７ ０ ０．０ ３５ ２ ５．７

宮 代 町 １３ ３ ２３．１ ０ １ ０ ０．０ ７７ ７ ９．１ ３５ ４ １１．４

杉 戸 町 １５ ４ ２６．７ ０ １ ０ ０．０ ４５ １ ２．２ ３８ ５ １３．２

松 伏 町 １５ ２ １３．３ ０ １ ０ ０．０ ８６ ８ ９．３ ２３ ２ ８．７

計 １，２６４ ２５７ ２０．３ １ ６６ ０ ０．０ ７，１７８ ３６８ ５．１ ２，１５５ ２１３ ９．９
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３ 審議会等委員への女性の登用状況
（平成３０年４月１日現在。ただしさいたま市のみ平成３０年３月３１日現在）

市町村名

審議会等委員への女性の登用目標
（目標を設定している市町村のみ記入）

審議会等及び委員会等における登用状況

地方自治法（第２０２条の３）に基づく
審議会等における登用状況（A）

地方自治法（第１８０条の５）に基づく
委員会等における登用状況（B） （A+B）

目標
値
（％）

目標
年度

審議会
等の数

総委員数（人）目標に
おける
現状値
（％）

審議会
等の数

総委員数（人）
女性
比率
（％）

委員会
等の数

総委員数（人）
女性
比率
（％）

審議会
等の数

総委員数（人）
女性
比率
（％）

うち
女性
委員数

うち
女性
委員数

うち
女性
委員数

うち
女性
委員数

さいたま市 ４２ Ｈ３０ １７３ ２，４３０ ８７８ ３６．１ ９３ １，５４３ ５３０ ３４．３ ６ １１４ ２４ ２１．１ ９９ １，６５７ ５５４ ３３．４

川 越 市 ３５ Ｈ３２ ６６ ９１６ ２６６ ２９．０ ６６ ９１６ ２６６ ２９．０ ６ ３５ ５ １４．３ ７２ ９５１ ２７１ ２８．５

熊 谷 市 ４０ Ｈ３０ ８４ １，０８４ ３０６ ２８．２ ４７ ５４８ １５４ ２８．１ ６ ５３ ６ １１．３ ５３ ６０１ １６０ ２６．６

川 口 市 ３０ Ｈ３２ ５７ １，８７６ ５３３ ２８．４ ５１ １，８４５ ５２９ ２８．７ ６ ３１ ４ １２．９ ５７ １，８７６ ５３３ ２８．４

行 田 市 ４０ Ｈ３３ ５６ ９０１ ２１４ ２３．８ ２８ ３６８ ８２ ２２．３ ６ ４９ ５ １０．２ ３４ ４１７ ８７ ２０．９

秩 父 市 － － － － － － １９ ３０２ ６７ ２２．２ ５ ４２ ３ ７．１ ２４ ３４４ ７０ ２０．３

所 沢 市 ４０ Ｈ３０ ９１ ９６２ ３４８ ３６．２ ６４ ８４２ ２８３ ３３．６ ６ ３７ ７ １８．９ ７０ ８７９ ２９０ ３３．０

飯 能 市 ３０ Ｈ３４ ４９ ５１６ １３４ ２６．０ ４３ ４８０ １２９ ２６．９ ６ ３６ ５ １３．９ ４９ ５１６ １３４ ２６．０

加 須 市 ４０ Ｈ３３ ４４ ７０６ ２１２ ３０．０ ３３ ６５９ ２０１ ３０．５ ６ ３２ ３ ９．４ ３９ ６９１ ２０４ ２９．５

本 庄 市 ３０ Ｈ３４ ３２ ４１６ ９５ ２２．８ ３２ ４５１ ９１ ２０．２ ６ ３６ ７ １９．４ ３８ ４８７ ９８ ２０．１

東松山市 ３５ Ｈ３２ ６１ １，１００ ２３７ ２１．５ ４５ ４９８ １１９ ２３．９ ５ ２５ ６ ２４．０ ５０ ５２３ １２５ ２３．９

春日部市 ３０ Ｈ３４ ６３ ７９１ ２２８ ２８．８ ５４ ６２６ １５０ ２４．０ ６ ４４ ７ １５．９ ６０ ６７０ １５７ ２３．４

狭 山 市 ３５ Ｈ３３ ４３ ５６３ １５９ ２８．２ ４３ ５６３ １５９ ２８．２ ６ ３９ ８ ２０．５ ４９ ６０２ １６７ ２７．７

羽 生 市 ３０ Ｈ３０ ４２ ７１６ １６９ ２３．６ ３６ ６８２ １６６ ２４．３ ６ ３４ ３ ８．８ ４２ ７１６ １６９ ２３．６

鴻 巣 市 ３５ Ｈ３１ ４０ ５１９ １３８ ２６．６ ４０ ５１９ １３８ ２６．６ ５ ４８ ７ １４．６ ４５ ５６７ １４５ ２５．６

深 谷 市 ３０ Ｈ３４ ３３ ５８８ １３１ ２２．３ ２７ ５４３ １２３ ２２．７ ６ ４５ ８ １７．８ ３３ ５８８ １３１ ２２．３

上 尾 市 ３２ Ｈ３２ ５０ ６５６ １７９ ２７．３ ３８ ５４６ １６０ ２９．３ ６ ４１ ４ ９．８ ４４ ５８７ １６４ ２７．９

草 加 市 ４０ Ｈ３２ ６２ ７３９ ２０５ ２７．７ ４４ ５１６ １３４ ２６．０ ６ ３３ ４ １２．１ ５０ ５４９ １３８ ２５．１

越 谷 市 ３５ Ｈ３２ ７５ ９６５ ２７２ ２８．２ ６３ ８６３ ２５２ ２９．２ ６ ４４ ３ ６．８ ６９ ９０７ ２５５ ２８．１

蕨 市 ４０ Ｈ３５ ４６ ７０４ ２７４ ３８．９ ４０ ４７１ １６７ ３５．５ ６ ２４ ６ ２５．０ ４６ ４９５ １７３ ３４．９

戸 田 市 ４０ Ｈ３０ ５５ ５８０ １６５ ２８．４ ５０ ５６３ １６２ ２８．８ ５ １７ ３ １７．６ ５５ ５８０ １６５ ２８．４

入 間 市 ３５ Ｈ３３ ５７ ６３６ １７７ ２７．８ ３５ ５４６ １５０ ２７．５ ６ ２７ ５ １８．５ ４１ ５７３ １５５ ２７．１

朝 霞 市 ４５ Ｈ３７ ５６ ７２４ ２３４ ３２．３ ５６ ７２４ ２３４ ３２．３ ６ ３７ ５ １３．５ ６２ ７６１ ２３９ ３１．４

志 木 市 ３５ Ｈ３２ ３１ ３３０ ８８ ２６．７ ３１ ３３０ ８８ ２６．７ ５ ２６ ３ １１．５ ３６ ３５６ ９１ ２５．６

和 光 市 ５０ Ｈ３２ ２２ ３１１ １１０ ３５．４ ２２ ３１１ １１０ ３５．４ ６ ２８ ７ ２５．０ ２８ ３３９ １１７ ３４．５

新 座 市 ４０ Ｈ３２ ５９ ６７１ ２１８ ３２．５ ４５ ６４０ ２１３ ３３．３ ６ ３１ ５ １６．１ ５１ ６７１ ２１８ ３２．５

桶 川 市 ４０ Ｈ３０ ３４ ３３５ ８７ ２６．０ ３４ ３３５ ８７ ２６．０ ５ ２４ ６ ２５．０ ３９ ３５９ ９３ ２５．９

久 喜 市 ４０ Ｈ３４ ５５ ７７０ ２７７ ３６．０ ４９ ７３３ ２７２ ３７．１ ６ ３７ ５ １３．５ ５５ ７７０ ２７７ ３６．０

北 本 市 ４０ Ｈ３４ ４０ ４０７ １２１ ２９．７ ３４ ３７２ １１６ ３１．２ ５ ３２ ５ １５．６ ３９ ４０４ １２１ ３０．０

八 潮 市 ４０ Ｈ３７ ６３ ７８５ ２６５ ３３．８ ５７ ７５３ ２５６ ３４．０ ６ ３２ ９ ２８．１ ６３ ７８５ ２６５ ３３．８

富士見市 ４０ Ｈ３２ ４６ ５４７ １６０ ２９．３ ４１ ５０１ １４７ ２９．３ ６ ３８ ４ １０．５ ４７ ５３９ １５１ ２８．０

三 郷 市 ３５ Ｈ３２ ３４ ４１５ １２７ ３０．６ ３４ ４１５ １２７ ３０．６ ６ ３５ ８ ２２．９ ４０ ４５０ １３５ ３０．０



第
３
部

市
町
村
に
お
け
る
男
女
共
同
参
画
施
策
の
推
進
状
況

81

市町村名

審議会等委員への女性の登用目標
（目標を設定している市町村のみ記入）

審議会等及び委員会等における登用状況

地方自治法（第２０２条の３）に基づく
審議会等における登用状況（A）

地方自治法（第１８０条の５）に基づく
委員会等における登用状況（B） （A+B）

目標
値
（％）

目標
年度

審議会
等の数

総委員数（人）目標に
おける
現状値
（％）

審議会
等の数

総委員数（人）
女性
比率
（％）

委員会
等の数

総委員数（人）
女性
比率
（％）

審議会
等の数

総委員数（人）
女性
比率
（％）

うち
女性
委員数

うち
女性
委員数

うち
女性
委員数

うち
女性
委員数

蓮 田 市 ３０ Ｈ３７ ３９ ３３５ ８１ ２４．２ ３９ ３３５ ８１ ２４．２ ６ ３６ ４ １１．１ ４５ ３７１ ８５ ２２．９

坂 戸 市 ３５ Ｈ３４ ４１ ４６６ １３４ ２８．８ ３５ ４１１ １１９ ２９．０ ５ ２４ ４ １６．７ ４０ ４３５ １２３ ２８．３

幸 手 市 ３５ Ｈ３３ ２６ ３１２ ８１ ２６．０ ２６ ３１３ ８１ ２５．９ ６ ３８ ６ １５．８ ３２ ３５１ ８７ ２４．８

鶴ヶ島市 ４０ Ｈ３３ ２６ ２８４ ８４ ２９．６ ２６ ２８４ ８４ ２９．６ ５ ２２ ４ １８．２ ３１ ３０６ ８８ ２８．８

日 高 市 ４０ Ｈ３２ ３３ ３９０ １６１ ４１．３ ２７ ３１５ １３０ ４１．３ ６ ３０ １０ ３３．３ ３３ ３４５ １４０ ４０．６

吉 川 市 ４０ Ｈ３３ ３４ ３８０ ９９ ２６．１ ２３ ２７７ ５８ ２０．９ ６ ３５ ７ ２０．０ ２９ ３１２ ６５ ２０．８

ふじみ野市 ４０ Ｈ３５ ４６ ５６０ １８７ ３３．４ ４０ ５２７ １８５ ３５．１ ６ ３３ ２ ６．１ ４６ ５６０ １８７ ３３．４

白 岡 市 ３０ Ｈ３３ ６４ １，０３４ ２８４ ２７．５ ２２ ２６１ ７１ ２７．２ ６ ４０ ７ １７．５ ２８ ３０１ ７８ ２５．９

伊 奈 町 ３５ Ｈ３１ ３５ ３９４ ９９ ２５．１ ３５ ３９４ ９９ ２５．１ ６ ３３ ２ ６．１ ４１ ４２７ １０１ ２３．７

三 芳 町 ３０ Ｈ３０ ２７ ２７５ ７９ ２８．７ ２７ ２７５ ７９ ２８．７ ６ ２４ ５ ２０．８ ３３ ２９９ ８４ ２８．１

毛呂山町 ２５ Ｈ３１ ２３ ２０１ ５０ ２４．９ １７ １６７ ３７ ２２．２ ５ １９ ４ ２１．１ ２２ １８６ ４１ ２２．０

越 生 町 ３５ Ｈ３３ １０ ８９ ２１ ２３．６ １０ ８９ ２２ ２４．７ ５ ２３ ５ ２１．７ １５ １１２ ２７ ２４．１

滑 川 町 ４０ Ｈ３２ １７ ２１８ ３３ １５．１ １７ ２１９ ３３ １５．１ ５ ２８ ７ ２５．０ ２２ ２４７ ４０ １６．２

嵐 山 町 ３５ Ｈ３３ ２１ ２５２ ７４ ２９．４ ２１ ２５２ ７４ ２９．４ ５ ２９ ６ ２０．７ ２６ ２８１ ８０ ２８．５

小 川 町 ３０ Ｈ３３ ２２ ２７０ ８４ ３１．１ ２２ ２７０ ８４ ３１．１ ５ ３６ ４ １１．１ ２７ ３０６ ８８ ２８．８

川 島 町 ４０ Ｈ３２ ２７ ３２５ ８５ ２６．２ ２２ ２８９ ７３ ２５．３ ５ ３２ ５ １５．６ ２７ ３２１ ７８ ２４．３

吉 見 町 ３０ Ｈ３５ １８ ２３１ ４７ ２０．３ ９ １２８ ２７ ２１．１ ５ ３１ ３ ９．７ １４ １５９ ３０ １８．９

鳩 山 町 ３０ Ｈ３４ ３３ ３５７ １０４ ２９．１ ２６ ３３１ １０１ ３０．５ ６ ２６ ３ １１．５ ３２ ３５７ １０４ ２９．１

ときがわ町 ３５ Ｈ３３ ２７ ２７５ ６２ ２２．５ ２１ ２３４ ５１ ２１．８ ５ ２４ ４ １６．７ ２６ ２５８ ５５ ２１．３

横 瀬 町 ２５ Ｈ３１ ２２ ２９１ ６０ ２０．６ ２０ ２３１ ３８ １６．５ ５ ２７ ４ １４．８ ２５ ２５８ ４２ １６．３

皆 野 町 ２０ Ｈ３３ ７ ９５ １１ １１．６ ７ ９５ １１ １１．６ ５ ２７ ３ １１．１ １２ １２２ １４ １１．５

長 瀞 町 ３０ Ｈ３２ １８ １６３ ３４ ２０．９ １７ １９０ ４４ ２３．２ ５ ２７ ３ １１．１ ２２ ２１７ ４７ ２１．７

小鹿野町 ２０ Ｈ３０ １６ １８０ ３１ １７．２ １６ １８０ ３１ １７．２ ６ ３１ ４ １２．９ ２２ ２１１ ３５ １６．６

東秩父村 ２５ Ｈ３２ １４ １８２ ２９ １５．９ １４ １８２ ２９ １５．９ ５ ２１ ３ １４．３ １９ ２０３ ３２ １５．８

美 里 町 － － － － － － １６ １７４ ２５ １４．４ ６ ３８ ５ １３．２ ２２ ２１２ ３０ １４．２

神 川 町 ３０ Ｈ３４ １６ ２０１ ５２ ２５．９ １６ ２０１ ５２ ２５．９ ５ ３５ ２ ５．７ ２１ ２３６ ５４ ２２．９

上 里 町 ４０ Ｈ３０ ２４ ２４２ ４８ １９．８ １８ ２１１ ４６ ２１．８ ６ ３１ ２ ６．５ ２４ ２４２ ４８ １９．８

寄 居 町 ３０ Ｈ３１ ２８ ２４５ ４９ ２０．０ ２２ ２１７ ４７ ２１．７ ６ ２８ ２ ７．１ ２８ ２４５ ４９ ２０．０

宮 代 町 ３０ Ｈ３３ ２３ ２９４ ７９ ２６．９ ２３ ２９５ ７９ ２６．８ ５ ２８ ５ １７．９ ２８ ３２３ ８４ ２６．０

杉 戸 町 ３５ Ｈ３２ ３３ ４２２ １２１ ２８．７ ２１ ２６７ ６４ ２４．０ ５ ２７ ４ １４．８ ２６ ２９４ ６８ ２３．１

松 伏 町 ４０ Ｈ３１ ２４ ２２５ ６５ ２８．９ １８ １９４ ５７ ２９．４ ６ ３１ ８ ２５．８ ２４ ２２５ ６５ ２８．９

計 ２，５１３３２，８４７ ９，４３５ ２８．７ ２，０６７２７，８１２ ７，８７４ ２８．３ ３５４ ２，１２０ ３２７ １５．４ ２，４２１２９，９３２ ８，２０１ ２７．４

広域圏で設置し
ている審議会等 １４ ４９５ １９０ ３８．４ ３ ９ １ １１．１ １７ ５０４ １９１ ３７．９

計 ２，０８１２８，３０７ ８，０６４ ２８．５ ３５７ ２，１２９ ３２８ １５．４ ２，４３８３０，４３６ ８，３９２ ２７．６
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４ 自治体職員の状況（平成３０年４月１日現在）

市町村名

職員総数
（A+B）

係長級以上の役付職員数（A）
一般職員数（B）うち課長級以上の

管理職員数

（人） うち女性
職員数

女性比率
（％） （人） うち女性

職員数
女性比率
（％） （人） うち女性

職員数
女性比率
（％） （人） うち女性

職員数
女性比率
（％）

さいたま市 ９，１４０ ３，５６４ ３９．０ ４，２９５ １，３１２ ３０．５ ８７６ １８２ ２０．８ ４，８４５ ２，２５２ ４６．５

川 越 市 ２，２５１ ８４９ ３７．７ １，１７８ ４２１ ３５．７ １４６ １４ ９．６ １，０７３ ４２８ ３９．９

熊 谷 市 １，３４５ ４１３ ３０．７ ７８９ ２１３ ２７．０ １１０ １０ ９．１ ５５６ ２００ ３６．０

川 口 市 ４，５９０ １，８８７ ４１．１ １，７１３ ５３３ ３１．１ ３３４ ４２ １２．６ ２，８７７ １，３５４ ４７．１

行 田 市 ５６２ １６４ ２９．２ ２３４ ３５ １５．０ ７７ ４ ５．２ ３２８ １２９ ３９．３

秩 父 市 ７２２ ３３５ ４６．４ ４２６ １６８ ３９．４ １５７ ３６ ２２．９ ２９６ １６７ ５６．４

所 沢 市 ２，１３６ ８６８ ４０．６ ８５４ ３３３ ３９．０ １８８ ２３ １２．２ １，２８２ ５３５ ４１．７

飯 能 市 ６１１ ２４６ ４０．３ ３０３ ８７ ２８．７ ７５ １０ １３．３ ３０８ １５９ ５１．６

加 須 市 ７１８ ２８３ ３９．４ ３９９ １２７ ３１．８ ８１ ８ ９．９ ３１９ １５６ ４８．９

本 庄 市 ５４３ ２０８ ３８．３ ２８２ ８９ ３１．６ ６０ ７ １１．７ ２６１ １１９ ４５．６

東 松山市 ８０８ ３４３ ４２．５ ３０１ ８７ ２８．９ １１６ １８ １５．５ ５０７ ２５６ ５０．５

春 日部市 １，８９７ ８０５ ４２．４ ７８８ １６９ ２１．４ ２０２ ２９ １４．４ １，１０９ ６３６ ５７．３

狭 山 市 ９００ ３２４ ３６．０ ４７３ １７２ ３６．４ ９９ １１ １１．１ ４２７ １５２ ３５．６

羽 生 市 ４１１ １４５ ３５．３ １６７ ４０ ２４．０ ４８ ３ ６．３ ２４４ １０５ ４３．０

鴻 巣 市 ６９３ ３０８ ４４．４ ３９７ １５１ ３８．０ ８７ １２ １３．８ ２９６ １５７ ５３．０

深 谷 市 １，０７４ ３０８ ２８．７ ５３４ １１３ ２１．２ １０１ ５ ５．０ ５４０ １９５ ３６．１

上 尾 市 １，４１８ ５７９ ４０．８ ６１０ １８６ ３０．５ ２１１ ３４ １６．１ ８０８ ３９３ ４８．６

草 加 市 １，７７９ ９１５ ５１．４ ５７７ １７８ ３０．８ １７６ ２６ １４．８ １，２０２ ７３７ ６１．３

越 谷 市 ２，９５４ １，３４６ ４５．６ ９４６ ２７６ ２９．２ ２４４ ３１ １２．７ ２，００８ １，０７０ ５３．３

蕨 市 ６３６ ２７０ ４２．５ １９６ ４２ ２１．４ ７２ ７ ９．７ ４４０ ２２８ ５１．８

戸 田 市 ８９６ ３１６ ３５．３ ３１５ ８０ ２５．４ ９０ １７ １８．９ ５８１ ２３６ ４０．６

入 間 市 ８８７ ３９４ ４４．４ ４０６ １２７ ３１．３ ９２ ９ ９．８ ４８１ ２６７ ５５．５

朝 霞 市 ７６６ ３１４ ４１．０ ３０４ ６２ ２０．４ ７７ ８ １０．４ ４６２ ２５２ ５４．５

志 木 市 ３９４ １８６ ４７．２ ２０７ ８２ ３９．６ ５９ １０ １６．９ １８７ １０４ ５５．６

和 光 市 ４１９ １８５ ４４．２ ２３０ ８１ ３５．２ ５７ ８ １４．０ １８９ １０４ ５５．０

新 座 市 ８７５ ４７８ ５４．６ ３０９ １３１ ４２．４ ８０ １５ １８．８ ５６６ ３４７ ６１．３

桶 川 市 ４４２ １７６ ３９．８ １７１ ４８ ２８．１ ５９ １０ １６．９ ２７１ １２８ ４７．２

久 喜 市 ９１３ ３５７ ３９．１ ３８９ ９０ ２３．１ １０８ １７ １５．７ ５２４ ２６７ ５１．０

北 本 市 ４０３ １８９ ４６．９ １７３ ５１ ２９．５ ４６ ５ １０．９ ２３０ １３８ ６０．０

八 潮 市 ５６７ ２３３ ４１．１ ２１４ ６２ ２９．０ ７３ ９ １２．３ ３５３ １７１ ４８．４

富 士見市 ５５９ ２３１ ４１．３ ２６８ １００ ３７．３ ６４ ８ １２．５ ２９１ １３１ ４５．０

三 郷 市 ９０３ ３１６ ３５．０ ３５３ ７６ ２１．５ １０５ １９ １８．１ ５５０ ２４０ ４３．６
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市町村名

職員総数
（A+B）

係長級以上の役付職員数（A）
一般職員数（B）うち課長級以上の

管理職員数

（人） うち女性
職員数

女性比率
（％） （人） うち女性

職員数
女性比率
（％） （人） うち女性

職員数
女性比率
（％） （人） うち女性

職員数
女性比率
（％）

蓮 田 市 ４７９ １８６ ３８．８ ２２５ ５９ ２６．２ ９３ １２ １２．９ ２５４ １２７ ５０．０

坂 戸 市 ５７６ ２３６ ４１．０ ２４５ ６１ ２４．９ ７１ ９ １２．７ ３３１ １７５ ５２．９

幸 手 市 ３４５ １４６ ４２．３ １４１ ３５ ２４．８ ４１ ２ ４．９ ２０４ １１１ ５４．４

鶴 ヶ島市 ３８３ １６４ ４２．８ ２０４ ５４ ２６．５ ４７ ４ ８．５ １７９ １１０ ６１．５

日 高 市 ３６８ １２８ ３４．８ ２０６ ４５ ２１．８ ４０ ２ ５．０ １６２ ８３ ５１．２

吉 川 市 ４１５ １６６ ４０．０ １６０ ３１ １９．４ ４２ ４ ９．５ ２５５ １３５ ５２．９

ふじみ野市 ５８０ ２３９ ４１．２ ２０２ ５９ ２９．２ ５６ ６ １０．７ ３７８ １８０ ４７．６

白 岡 市 ３６９ １３９ ３７．７ １５２ ３０ １９．７ ３４ ６ １７．６ ２１７ １０９ ５０．２

伊 奈 町 ３１６ １０９ ３４．５ １７８ ４６ ２５．８ ５８ ８ １３．８ １３８ ６３ ４５．７

三 芳 町 ２７８ １０４ ３７．４ ８２ １８ ２２．０ ２３ ４ １７．４ １９６ ８６ ４３．９

毛 呂山町 ２４１ ９３ ３８．６ １０６ ２５ ２３．６ ２０ １ ５．０ １３５ ６８ ５０．４

越 生 町 １１７ ３２ ２７．４ ７１ １６ ２２．５ １３ １ ７．７ ４６ １６ ３４．８

滑 川 町 １１３ ４５ ３９．８ ４９ １３ ２６．５ １２ ０ ０．０ ６４ ３２ ５０．０

嵐 山 町 １６３ ６１ ３７．４ ７０ １７ ２４．３ １９ １ ５．３ ９３ ４４ ４７．３

小 川 町 ２５６ １０１ ３９．５ ９５ ２７ ２８．４ １８ ３ １６．７ １６１ ７４ ４６．０

川 島 町 １７６ ８０ ４５．５ ６８ １６ ２３．５ １６ ０ ０．０ １０８ ６４ ５９．３

吉 見 町 １７６ ５８ ３３．０ １０３ ２３ ２２．３ １６ １ ６．３ ７３ ３５ ４７．９

鳩 山 町 １３０ ４８ ３６．９ ４７ ５ １０．６ １２ １ ８．３ ８３ ４３ ５１．８

ときがわ町 １２１ ４６ ３８．０ ７０ ２１ ３０．０ １２ ０ ０．０ ５１ ２５ ４９．０

横 瀬 町 ７４ ３１ ４１．９ ４２ １６ ３８．１ １０ ２ ２０．０ ３２ １５ ４６．９

皆 野 町 ９４ ３４ ３６．２ ３８ ９ ２３．７ １０ ０ ０．０ ５６ ２５ ４４．６

長 瀞 町 ８４ ２７ ３２．１ ５３ １７ ３２．１ １１ ０ ０．０ ３１ １０ ３２．３

小 鹿野町 ２４５ １１１ ４５．３ ９６ ３０ ３１．３ ２３ ７ ３０．４ １４９ ８１ ５４．４

東 秩父村 ７３ ２９ ３９．７ ２５ １１ ４４．０ ９ ０ ０．０ ４８ １８ ３７．５

美 里 町 １０４ ２７ ２６．０ ４１ １２ ２９．３ ８ ０ ０．０ ６３ １５ ２３．８

神 川 町 １４６ ６２ ４２．５ ６９ １９ ２７．５ １８ ２ １１．１ ７７ ４３ ５５．８

上 里 町 １７５ ７８ ４４．６ ６６ ２５ ３７．９ １６ ４ ２５．０ １０９ ５３ ４８．６

寄 居 町 ２５７ ９７ ３７．７ １０５ ２７ ２５．７ ２２ ０ ０．０ １５２ ７０ ４６．１

宮 代 町 ２０７ ８７ ４２．０ １０１ １３ １２．９ １２ １ ８．３ １０６ ７４ ６９．８

杉 戸 町 ３２３ １５９ ４９．２ １５０ ４１ ２７．３ ２５ ２ ８．０ １７３ １１８ ６８．２

松 伏 町 １８７ ５５ ２９．４ ９２ １５ １６．３ １６ ３ １８．８ ９５ ４０ ４２．１

計 ５０，７８３ ２０，５１３ ４０．４ ２２，１５３ ６，５５８ ２９．６ ５，１９３ ７３３ １４．１ ２８，６３０ １３，９５５ ４８．７
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さいたま市さいたま市
川越市川越市

熊谷市熊谷市

川口市川口市

行田市行田市

秩父市秩父市

所沢市所沢市

飯能市飯能市

加須市加須市

本庄市本庄市

東松山市東松山市

春日部市春日部市

狭山市狭山市

羽生市羽生市

鴻巣市鴻巣市

深谷市深谷市

上尾市上尾市

草加市草加市

越谷市越谷市

蕨市蕨市
戸田市戸田市入間市入間市

朝霞市朝霞市

志木市志木市

和光市和光市新座市新座市

桶川市桶川市

久喜市久喜市

北本市北本市

八潮市八潮市

富士見市富士見市

ふじみ野市ふじみ野市

三郷市三郷市

蓮田市蓮田市

坂戸市坂戸市

幸手市幸手市

鶴ヶ島市鶴ヶ島市

日高市日高市

伊奈町伊奈町

三芳町三芳町

毛呂山町毛呂山町

越生町越生町

滑川町滑川町

嵐山町嵐山町小川町小川町

ときがわ町ときがわ町
川島町川島町

吉見町吉見町

鳩山町鳩山町

横瀬町横瀬町

皆野町皆野町

長瀞町長瀞町

小鹿野町小鹿野町

東秩父村東秩父村

美里町美里町
神川町神川町

上里町上里町

寄居町寄居町

宮代町宮代町
白岡市白岡市 杉戸町杉戸町

松伏町松伏町

吉川市吉川市

条例制定済み
（39市町）

さいたま市さいたま市
川越市川越市

熊谷市熊谷市

川口市川口市

行田市行田市

秩父市秩父市

※国の機関
国立女性教育会館(NWEC)
※国の機関
国立女性教育会館(NWEC)

所沢市所沢市

飯能市飯能市

加須市加須市

本庄市本庄市

東松山市東松山市

春日部市春日部市

狭山市狭山市

羽生市羽生市

鴻巣市鴻巣市

深谷市深谷市

上尾市上尾市

草加市草加市

越谷市越谷市

蕨市蕨市
戸田市戸田市入間市入間市

朝霞市朝霞市

志木市志木市

和光市和光市新座市新座市

桶川市桶川市

久喜市久喜市

北本市北本市

八潮市八潮市

富士見市富士見市

ふじみ野市ふじみ野市

三郷市三郷市

蓮田市蓮田市

坂戸市坂戸市

幸手市幸手市

鶴ヶ島市鶴ヶ島市

日高市日高市

伊奈町伊奈町

三芳町三芳町

毛呂山町毛呂山町

越生町越生町

滑川町滑川町

嵐山町嵐山町小川町小川町

ときがわ町ときがわ町
川島町川島町

吉見町吉見町

鳩山町鳩山町

横瀬町横瀬町

皆野町皆野町

長瀞町長瀞町

小鹿野町小鹿野町

東秩父村東秩父村

美里町美里町
神川町神川町

上里町上里町

寄居町寄居町

宮代町宮代町
白岡市白岡市 杉戸町杉戸町

松伏町松伏町

吉川市吉川市

男女共同参画推進施設・配偶者暴力相談支援センターどちらもある（9市）
男女共同参画推進施設のみ（14市町）
配偶者暴力相談支援センターのみ（7市）

５ 市町村における女性の参画マップ

（１）男女共同参画に関する条例を制定している市町村（平成３０年４月１日現在）

（２）男女共同参画推進施設・配偶者暴力相談支援センターの設置状況（平成３０年４月１日現在）
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さいたま市さいたま市
川越市川越市

熊谷市熊谷市

川口市川口市

行田市行田市

秩父市秩父市

所沢市所沢市

飯能市飯能市

加須市加須市

本庄市本庄市

東松山市東松山市

春日部市春日部市

狭山市狭山市

羽生市羽生市

鴻巣市鴻巣市

深谷市深谷市

上尾市上尾市

草加市草加市

越谷市越谷市

蕨市蕨市
戸田市戸田市入間市入間市

朝霞市朝霞市

志木市志木市

和光市和光市新座市新座市

桶川市桶川市

久喜市久喜市

北本市北本市

八潮市八潮市

富士見市富士見市

ふじみ野市ふじみ野市

三郷市三郷市

蓮田市蓮田市

坂戸市坂戸市

幸手市幸手市

鶴ヶ島市鶴ヶ島市

日高市日高市

伊奈町伊奈町

三芳町三芳町

毛呂山町毛呂山町

越生町越生町

滑川町滑川町

嵐山町嵐山町小川町小川町

ときがわ町ときがわ町
川島町川島町

吉見町吉見町

鳩山町鳩山町

横瀬町横瀬町

皆野町皆野町

長瀞町長瀞町

小鹿野町小鹿野町

東秩父村東秩父村

美里町美里町
神川町神川町

上里町上里町

寄居町寄居町

宮代町宮代町
白岡市白岡市 杉戸町杉戸町

松伏町松伏町

吉川市吉川市

女性の比率
30％以上（3市町）
20～30％未満（30市町村）
10～20％未満（26市町）
10％未満（4市町）

さいたま市さいたま市
川越市川越市

熊谷市熊谷市

川口市川口市

行田市行田市

秩父市秩父市

所沢市所沢市

飯能市飯能市

加須市加須市

本庄市本庄市

東松山市東松山市

春日部市春日部市

狭山市狭山市

羽生市羽生市

鴻巣市鴻巣市

深谷市深谷市

上尾市上尾市

草加市草加市

越谷市越谷市

蕨市蕨市
戸田市戸田市入間市入間市

朝霞市朝霞市

志木市志木市

和光市和光市新座市新座市

桶川市桶川市

久喜市久喜市

北本市北本市

八潮市八潮市

富士見市富士見市

ふじみ野市ふじみ野市

三郷市三郷市

蓮田市蓮田市

坂戸市坂戸市

幸手市幸手市

鶴ヶ島市鶴ヶ島市

日高市日高市

伊奈町伊奈町

三芳町三芳町

毛呂山町毛呂山町

越生町越生町

滑川町滑川町

嵐山町嵐山町小川町小川町

ときがわ町ときがわ町
川島町川島町

吉見町吉見町

鳩山町鳩山町

横瀬町横瀬町

皆野町皆野町

長瀞町長瀞町

小鹿野町小鹿野町

東秩父村東秩父村

美里町美里町
神川町神川町

上里町上里町

寄居町寄居町

宮代町宮代町
白岡市白岡市 杉戸町杉戸町

松伏町松伏町

吉川市吉川市

女性の比率
30％以上（12市）
20～30％未満（43市町）
10～20％未満（8町村）

（３）市町村議会における女性議員の割合（平成３０年４月１日現在）

（４）地方自治法に基づく審議会等（委員会含む）の女性の登用状況（平成３０年４月１日現在）
◎さいたま市のみ平成３０年３月３１日現在

※広域圏で設置している審議会等の委員数は除いた比率
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１ 総合的な推進体制の整備

２ 県における審議会等の女性の登用状況

３ 男女共同参画に関する年表

４ 埼玉県内の男女共同参画推進施設一覧

５ 埼玉県男女共同参画推進条例

第４部 資 料 編
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県　民 市町村

国・県民・事業者・
民間団体

連　携連　携
埼玉県

苦情申出苦情申出

調査・勧告等調査・勧告等

男女共同参画
苦情処理委員
（条例第１３条）
苦情処理委員３名

専門員　　　３名

埼玉県男女共同
参画審議会

（条例第１０条）

調査審議調査審議

埼玉県男女共同参画推進会議
議　長：知事
副議長：副知事
委　員：副知事、教育長、
　　　　警察本部長、部長等

埼玉県男女共同参画
推進会議幹事会

幹 事 長：県民生活部副部長
副幹事長：男女共同参画課長
幹　　事：各主管課長、関係課所長

男女共同参画推進員
（本庁各課所に1名）

県民生活部男女共同参画課

埼玉県男女共同参画推進センター
～With Ｙｏｕ さいたま～
（条例第１１条）

配偶者暴力相談支援センター

１ 総合的な推進体制の整備
（１）庁内推進体制の整備
あらゆる分野への幅広い男女共同参画の推進に向け、総合的に計画を実施していくために、男女共同参
画推進会議、幹事会、また各課に１名ずつ男女共同参画推進員を設置し、全庁的に取り組みます。

（２）男女共同参画審議会の意見の反映
男女共同参画の推進に関する審議会の意見を、積極的に施策へ反映させていきます。

（３）埼玉県男女共同参画推進センター（With You さいたま）による男女共同参画の推進
男女共同参画社会の実現に向けた総合的な拠点施設として、①情報収集・提供、②相談、③学習・研修、
④自主活動・交流支援、⑤女性チャレンジ支援などの各事業を行うことにより、県の施策を実施し、並びに
県民・事業者及び市町村による男女共同参画の取組を支援します。

（４）苦情処理制度の運用
苦情を適切かつ迅速に処理するため、より一層、関係機関と有機的な連携を図っていきます。また、広く
県民が利用できるよう制度の周知徹底を図ります。
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２ 県における審議会等の女性の登用状況（平成３０年４月１日現在）

審 議 会 等 名 称 委員数（人） 女性数（人） 女性比率

１ 埼玉県固定資産評価審議会 １０ ４ ４０．０％

２ 埼玉県本人確認情報保護審議会 ５ ２ ４０．０％

３ 埼玉県国土利用計画審議会 １６ ７ ４３．８％

４ 埼玉県土地利用審査会 ７ ３ ４２．９％

５ 埼玉県公務災害補償等審査会 ３ １ ３３．３％

６ 埼玉県公務災害補償等認定委員会 ５ ２ ４０．０％

７ 埼玉県職員健康審査会 ９ ２ ２２．２％

８ 埼玉県公益法人認定等審議会 ５ ４ ８０．０％

９ 埼玉県行政不服審査会 ９ ２ ２２．２％

１０ 埼玉県私立学校助成審議会 １３ ３ ２３．１％

１１ 埼玉県私立学校審議会 １４ ４ ２８．６％

１２ 埼玉県情報公開審査会 ９ ４ ４４．４％

１３ 埼玉県個人情報保護審査会 ６ ３ ５０．０％

１４ 埼玉県青少年健全育成審議会 １４ ６ ４２．９％

１５ 埼玉県スポーツ推進審議会 １６ ８ ５０．０％

１６ 埼玉県消費生活審議会 １５ ７ ４６．７％

１７ 埼玉県男女共同参画審議会 １７ １２ ７０．６％

１８ 埼玉県交通安全対策会議 ２９ １２ ４１．４％

１９ 埼玉県国民保護協議会 ４２ ４ ９．５％

２０ 埼玉県防災会議 ６９ ８ １１．６％

２１ 埼玉県環境審議会 １７ ８ ４７．１％

２２ 埼玉県環境影響評価技術審議会 １８ ７ ３８．９％

２３ 埼玉県公害審査会 １０ ４ ４０．０％

２４ 埼玉県社会福祉審議会 １９ ８ ４２．１％

２５ 埼玉県介護保険審査会 １５ ５ ３３．３％

２６ 埼玉県障害者施策推進協議会 ２０ ８ ４０．０％

２７ 埼玉県児童福祉審議会 １６ ６ ３７．５％

２８ 埼玉県子どもの権利擁護委員会 ３ ２ ６６．７％

２９ 埼玉県障害児通所給付等不服審査会 ７ ４ ５７．１％

３０ 埼玉県障害者介護給付費等不服審査会 ７ ３ ４２．９％

３１ 埼玉県精神医療審査会 ２８ １１ ３９．３％

３２ 埼玉県地方独立行政法人評価委員会 ５ ２ ４０．０％

３３ 埼玉県准看護師試験委員 １１ ６ ５４．５％

３４ クリーニング師試験委員 ８ ４ ５０．０％

３５ 製菓衛生師試験委員 ７ ３ ４２．９％

３６ 埼玉県後期高齢者医療審査会 ９ ５ ５５．６％

３７ 埼玉県国民健康保険審査会 ９ ４ ４４．４％

３８ 埼玉県国民健康保険運営協議会 １３ ２ １５．４％

３９ 埼玉県精神保健福祉審議会 ２０ ７ ３５．０％

４０ 埼玉県感染症診査協議会 ４０ １１ ２７．５％

４１ 埼玉県地方薬事審議会 １５ ５ ３３．３％
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審 議 会 等 名 称 委員数（人） 女性数（人） 女性比率

４２ 埼玉県医療審議会 １８ ６ ３３．３％

４３ 埼玉県救急医療機関審査会 ８ ３ ３７．５％

４４ 埼玉県小児慢性特定疾病審査会 ９ １ １１．１％

４５ 埼玉県指定難病審査会 ５ ０ ０．０％

４６ 埼玉県大規模小売店舗立地審議会 ８ ４ ５０．０％

４７ 埼玉県職業能力開発審議会 １０ ５ ５０．０％

４８ 埼玉県卸売市場審議会 １９ ８ ４２．１％

４９ 埼玉県種苗審議会 ９ ４ ４４．４％

５０ 埼玉県森林審議会 １５ ６ ４０．０％

５１ 埼玉県建設工事紛争審査会 １５ ７ ４６．７％

５２ 埼玉県土地収用事業認定審議会 ６ ２ ３３．３％

５３ 埼玉県水防協議会 １５ １ ６．７％

５４ 埼玉県都市計画審議会 ２２ ６ ２７．３％

５５ 埼玉県開発審査会 ７ ３ ４２．９％

５６ 埼玉県景観審議会 １３ ７ ５３．８％

５７ 埼玉県建築審査会 ７ ３ ４２．９％

５８ 埼玉県建築士審査会 ５ ２ ４０．０％

５９ 埼玉県宅地建物取引業審議会 ５ ２ ４０．０％

６０ 埼玉県教職員健康審査会 １５ ４ ２６．７％

６１ 埼玉県地方産業教育審議会 １２ ４ ３３．３％

６２ 埼玉県いじめ問題調査審議会 ５ ２ ４０．０％

６３ 埼玉県障害児就学支援委員会 ２０ ９ ４５．０％

６４ 埼玉県教科用図書選定審議会 ２０ １０ ５０．０％

６５ 埼玉県社会教育委員 ２０ ８ ４０．０％

６６ 埼玉県生涯学習審議会 １９ ８ ４２．１％

６７ 埼玉県立図書館協議会 １３ ９ ６９．２％

６８ 埼玉県文化財保護審議会 １８ ７ ３８．９％

６９ 埼玉県立歴史と民族の博物館協議会 １６ ９ ５６．３％

７０ 埼玉県立近代美術館協議会 １２ ７ ５８．３％

７１ 埼玉県留置施設視察委員会 ７ １ １４．３％

７２ 警察署協議会 ４３１ １９９ ４６．２％

７３ 埼玉県教育委員会 ６ ２ ３３．３％

７４ 埼玉県公安委員会 ５ １ ２０．０％

７５ 埼玉県選挙管理委員会 ４ ０ ０．０％

７６ 埼玉県監査委員 ４ ０ ０．０％

７７ 埼玉県人事委員会 ３ １ ３３．３％

７８ 埼玉県労働委員会 １５ ２ １３．３％

７９ 埼玉県収用委員会 ９ ２ ２２．２％

８０ 埼玉県内水面漁場管理委員会 １３ ３ ２３．１％

１，４７３ ５７１ ３８．８％
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３ 男女共同参画に関する年表

年号 国際的な動き 国内の動き
埼玉県の動き

組 織 行 動 計 画 主要事業その他
１９４５（S２０） ○国連憲章採択 ○衆院法改正（成年女子に

参政権）

１９４６（S２１） ○国連に「婦人の地位委員
会」設置

○戦後初の総選挙で女性の
選挙権が行使され女性国
会議員３９人誕生

１９４７（S２２） ○日本国憲法施行
○民法改正・家制度廃止

１９４８（S２３） ○第３回国連総会で「世界
人権宣言」採択

１９６７（S４２） ○第２２回国連総会で「婦人
に対する差別撤廃宣言」
採択

１９７５（S５０） ○国際婦人年
○国際婦人年世界会議（メ
キシコ・シティ）で「世
界行動計画」を採択

○「婦人問題企画推進本
部」発足

○総理府婦人問題担当室設
置

国

連

婦

人

の

十

年

１９７６（S５１） ○民法一部改正（離婚後の
氏の選択自由に）

○第１回日本婦人問題会議
（労働省）

○生活福祉部婦人児童課に
婦人問題担当副参事設置

１９７７（S５２） ○国内行動計画策定
○国立婦人教育会館が嵐山
町に開館

○企画財政部に婦人問題企
画室長設置

○婦人問題庁内連絡会議設
置

○埼玉婦人問題会議発足

１９７８（S５３） ○第１回埼玉県婦人問題協
議会

１９７９（S５４） ○第３４回国連総会で「女子
差別撤廃条約」採択

○県民部に婦人問題企画室
長設置

１９８０（S５５） ○「国連婦人の十年」中間
年世界会議開催（コペン
ハーゲン）

○女子差別撤廃条約の署名
式

○民法の一部改正（配偶者
の法定相続分１／３→１／２）

○県民部婦人対策課設置
○婦人関係行政推進会議設
置

○「婦人の地位向上に関す
る埼玉県計画」策定

１９８１（S５６） ○ILO第１５６号条約の採択
（ILO総会）（男女労働
者特に家庭的責任を有す
る労働者の機会均等及び
均等待遇に関する条約）

１９８４（S５９） ○国籍法及び戸籍法一部改
正（子の国籍：父系血統
主義→父母両系主義）

○「婦人の地位向上に関す
る埼玉県計画（修正版）」
策定

１９８５（S６０） ○「国連婦人の十年」最終
年世界会議開催（ナイロ
ビ）、「ナイロビ将来戦
略」採択、NGOフォー
ラム開催

○「女子差別撤廃条約」批准
○「男女雇用機会均等法」
成立

○労働基準法一部改正（施
行は昭和６１年）

○「国連婦人の十年」最終
年世界会議NGOフォー
ラムに派遣団参加

１９８６（S６１） ○「男女平等社会確立のた
めの埼玉県計画」策定

１９８７（S６２） ○「西暦２０００年に向けての
新国内行動計画」策定

○婦人対策課を婦人行政課
に名称変更

１９８９（H１） ○法例一部改正（婚姻、親
子関係等についての男性
優先規定の改正等）

１９９０（H２） ○「ナイロビ将来戦略に関
する第１回見直しと評価
に伴う勧告及び結論」採
択（国連・経済社会理事
会）

○ILO第１７１号条約（夜業に
関する）採択（ILO総会）

○「男女平等社会確立のた
めの埼玉県計画（修正
版）」策定

○埼玉県県民活動総合セン
ター（伊奈町）開館

１９９１（H３） ○「西暦２０００年に向けての
新国内行動計画（第一次
改定）」策定

○育児休業法成立（施行は
平成４年）

○婦人行政課を女性政策課
に名称変更

１９９２（H４） ○初の婦人問題担当大臣設
置

１９９３（H５） ○世界人権会議（ウィーン）
○「女性に対する暴力撤廃
宣言」採択（国連総会）

○パートタイム労働法成立 ○「埼玉女性の歩み」発行

１９９４（H６） ○ILO第１７５号条約（パー
トタイム労働に関する）
採択（ILO総会）

○国際人口・開発会議開催
（カイロ）

○総理府男女共同参画室発
足

○内閣総理大臣の諮問機関
として男女共同参画審議
会設置

○「１９９４彩の国の女性」発行
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年号 国際的な動き 国内の動き
埼玉県の動き

組 織 行 動 計 画 主要事業その他

１９９５（H７） ○社会開発サミット開催
（コペンハーゲン）

○第４回国連世界女性会議
開催（北京）「行動綱領」
「北京宣言」の採択

○育児・介護休業法成立
○ILO第１５６号条約批准

○「２００１彩の国男女共同参
画プログラム」策定

１９９６（H８） ○「男女共同参画２０００年プ
ラン」策定

○「世界女性みらい会議」
開催

１９９７（H９） ○労働基準法一部改正（女
子保護規定の廃止等：
施行は平成１１年）

○男女雇用機会均等法一部
改正（セクハラについ
ての事業主配慮義務を
規定：一部を除き平成
１１年施行）

○県民部女性政策課から環
境生活部女性政策課に
組織変更

○女性関係行政推進会議を
男女共同参画推進会議
に改組

○女性センター（仮称）基
本構想策定

１９９８（H１０） ○女性センター（仮称）基
本計画策定

１９９９（H１１）○「女子に対するあらゆる
形態の差別の撤廃に関
する条約選択議定書」
採択

○男女共同参画社会基本法
成立

○児童買春・児童ポルノ禁
止法成立

○女性問題協議会：男女共
同参画推進条例（仮称）
答申

２０００（H１２）○女性２０００年会議開催（ニ
ューヨーク）「政治宣
言」「成果文書」採択

○「男女共同参画基本計
画」策定

○ストーカー規制法成立

○環境生活部女性政策課か
ら総務部女性政策課に
組織変更

○男女共同参画推進条例施
行

○「彩の国国際フォーラム
２０００」開催
○苦情処理機関の設置
○訴訟支援の実施

２００１（H１３） ○内閣府に男女共同参画局
設置

○男女共同参画会議設置
○「配偶者からの暴力の防
止及び被害者の保護に
関する法律」成立

○女性政策課を男女共同参
画課に名称変更

２００２（H１４） ○「埼玉県男女共同参画推
進プラン２０１０」策定

○埼玉県男女共同参画推進
センター（With You さ
いたま）開設

２００３（H１５） ○「次世代育成支援対策推
進法」成立

２００４（H１６） ○「配偶者からの暴力の防
止及び被害者の保護に
関する法律」改正

○女性チャレンジ支援事業
開始

２００５（H１７）○第４９回国連婦人の地位委
員会（北京＋１０）開催

○「男女共同参画基本計画
（第２次）」策定

２００６（H１８） ○「男女雇用機会均等法」
一部改正（男性に対す
る差別の禁止、間接差
別の禁止等：施行は平
成１９年）

○「配偶者等からの暴力防
止及び被害者支援基本
計画」策定

２００７（H１９） ○「配偶者からの暴力の防
止及び被害者の保護に
関する法律」改正

○「埼玉県男女共同参画推
進プラン２０１０」中間見直
し、「埼玉県男女共同参
画推進プラン」とする

２００８（H２０） ○総務部男女共同参画課を
県民生活部男女共同参
画課に組織変更

○女性キャリアセンター開
設

２００９（H２１） ○女子差別撤廃委員会の総
括所見公表

○「配偶者等からの暴力防
止及び被害者支援基本
計画（第２次）」策定

２０１０（H２２）○第５４回国連婦人の地位委
員会（北京＋１５）開催

○「男女共同参画基本計画
（第３次）」策定

○女性キャリアセンターを
男女共同参画推進セン
ターに組織統合

２０１２（H２４）○第５６回国連婦人の地位委
員会「自然災害における
ジェンダー平等と女性の
エンパワーメント」決議
案採択

○「『女性の活躍促進による
経済活性化』行動計画」
策定

○産業労働部ウーマノミク
ス課設置

○女性キャリアセンターを
ウーマノミクス課に組織
変更

○「埼玉県男女共同参画基
本計画（平成２４年度～平
成２８年度」策定

○「配偶者等からの暴力防
止及び被害者支援基本計
画（第３次）」策定

○埼玉県男女共同参画推進
センター（With You さ
いたま）に配偶者暴力相
談支援センターの機能を
付加

２０１３（H２５） ○「配偶者からの暴力の防
止及び被害者の保護等
に関する法律」改正（施
行は平成２６年）

○「日本再興戦略」（６月
１４日閣議決定）の中核
に「女性の活躍推進」
が位置づけられる

２０１４（Ｈ２６）○第５８回国連婦人の地位委
員会「自然災害におけ
るジェンダー平等と女
性のエンパワーメン
ト」決議案採択

○「日本再興戦略」改訂２０１４
に「『女性が輝く社会』
の実現」が掲げられる

○女性が輝く社会に向けた
国 際 シ ン ポ ジ ウ ム
（WAW！Tokyo２０１４）開
催
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４ 埼玉県内の男女共同参画推進施設一覧（平成３０年４月１日現在）

（１）国・県の機関

団体名 名称 住所・ホームページアドレス 電話番号 FAX番号

県
埼玉県男女共同参画推進センター

ウ ィ ズ ユ ー

「With You さいたま」

さいたま市中央区新都心２―２
（ホテルブリランテ武蔵野３・４Ｆ） ０４８―６０１―３１１１ ０４８―６００―３８０２
http : //www.pref.saitama.lg.jp/withyou/

国 独立行政法人国立女性教育会館
「NWEC（ヌエック）」

比企郡嵐山町菅谷７２８
０４９３―６２―６７１１ ０４９３―６２―６７２０

http : //www.nwec.jp/

（２）市町村の機関（２３市町２３施設）

団体名 名称 住所 電話番号 FAX番号

１ さいたま市 さいたま市男女共同参画推進センター
「パートナーシップさいたま」

さいたま市大宮区桜木町１―１０―１８
シーノ大宮センタープラザ３階 ０４８―６４２―８１０７ ０４８―６４３―５８０１

２ 川 越 市 川越市男女共同参画推進施設 川越市新宿町１―１７―１７
ウェスタ川越３階 ０４９―２４９―３７７７ ０４９―２４９―１１８０

３ 熊 谷 市 熊谷市男女共同参画推進センター
「ハートピア」 熊谷市筑波３―２０２ ティアラ２１・４階 ０４８―５９９―００１１ ０４８―５９９―００１２

４ 川 口 市 川口市男女共同参画活動拠点施設 川口市川口１―１―１
キュポ・ラ本館棟M４階 ０４８―２２７―７６０５ ０４８―２２６―７７１８

５ 行 田 市 行田市男女共同参画推進センター
「VIVAぎょうだ」 行田市佐間３―２３―６ ０４８―５５６―９３０１ ０４８―５５６―９３１０

６ 所 沢 市 所沢市男女共同参画推進センター
「ふらっと」

所沢市寿町２７―７
コンセールタワー所沢２階 ０４―２９２１―２２２０ ０４―２９２１―２２７０

７ 加 須 市 加須市女性センター 加須市中央２―４―１７ ０４８０―６２―１１１１
（人権・男女共同参画課）

０４８０―６２―５９８１
（同左）

８ 春日部市 春日部市男女共同参画推進センター
「ハーモニー春日部」 春日部市緑町３―３―１７ ０４８―７３１―３３３３ ０４８―７３３―００７１

９ 狭 山 市 狭山市男女共同参画センター 狭山市入間川１―３―１ ０４―２９３７―３６１７ ０４―２９３７―３６１６

１０ 羽 生 市 羽生市女性センター
「パープル羽生」 羽生市南５―４―３ ０４８―５６１―１６８１ ０４８―５６２―１８８９

１１ 鴻 巣 市 鴻巣市市民活動センター内
男女共同参画コーナー

鴻巣市本町１―２―１
エルミ鴻巣アネックス ３階 ０４８―５７７―３５１２ ０４８―５７７―３９４９

１２ 深 谷 市 深谷市男女共同参画推進センター
「L・フォルテ」

深谷市上柴町西４―２―１４
アリオ深谷３階 キララ上柴内 ０４８―５７３―４７６１ ０４８―５７４―５８６８

１３ 草 加 市 草加市文化会館 図書資料室
「男女共同参画さわやかサロン」 草加市松江１―１―５ ０４８―９３１―９３２５ ０４８―９３６―４６９０

年号 国際的な動き 国内の動き
埼玉県の動き

組 織 行 動 計 画 主要事業その他

２０１５（Ｈ２７）○第５９回国連婦人の地位委
員 会「北 京＋２０」記 念
会合

○「女性活躍加速のための
重点方針２０１５」策定

○「女性の職業生活におけ
る活躍の推進に関する
法律」成立、施行

○「男女共同参画基本計画
（第４次）」策定

２０１７（Ｈ２９） ○「埼玉県男女共同参画基
本計画（平成２９年度～平
成３３年度」策定

○「配偶者等からの暴力防
止及び被害者支援基本計
画（第４次）」策定

２０１８（Ｈ３０） ○「政治分野における男女
共同参画の推進に関する
法律」成立、施行
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団体名 名称 住所 電話番号 FAX番号

１４ 越 谷 市 越谷市男女共同参画支援センター
「ほっと越谷」 越谷市大沢３―６―１ パルテきたこし３階 ０４８―９７０―７４１１ ０４８―９７０―７４１２

１５ 戸 田 市 上戸田地域交流センター
「あいパル」 戸田市上戸田２―２１―１ ０４８―２２９―３１３３ ０４８―２２９―３９９６

１６ 入 間 市 入間市男女共同参画推進センター 入間市豊岡４―２―２ ０４―２９６４―２５３６ ０４―２９６４―２５３９

１７ 朝 霞 市 朝霞市女性センター
「それいゆぷらざ」 朝霞市青葉台１―７―１ ０４８―４６３―２６９７ ０４８―４６３―０５２４

１８ 新 座 市 新座市男女共同参画推進プラザ 新座市東北２―３６―１１
新座市生涯学習センター内 ０４８―４８６―８６３９ ０４８―４７２―４６１７

１９ 八 潮 市 八潮女性サロン 八潮市大瀬１―１―１ マインループ１階 ０４８―９９６―２１５９ ̶

２０ 坂 戸 市 坂戸市勤労女性センター
「リーベン」 坂戸市千代田１―１―２２ ０４９―２８１―３５９５ ０４９―２８３―１６４０

２１ 鶴ヶ島市 鶴ヶ島市女性センター
「ハーモニー」 鶴ヶ島市大字脚折１９２２―７ ０４９―２８７―４７５５ ０４９―２７１―５２９７

２２ 吉 川 市 吉川市民交流センター「おあしす」 吉川市きよみ野１―１ ０４８―９８４―１８８８ ０４８―９８３―５５００

２３ 上 里 町 上里町男女共同参画推進センター
「ウィズ・ユー上里」 児玉郡上里町大字七本木３９３ ０４９５―３５―１３５７ ０４９５―３４―２５２３
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個人の尊重と法の下の平等は日本国憲法にうたわれて
おり、男女平等の実現については、国際婦人年以来、国
際連合が「平等・開発・平和」の目標を掲げ、各国が連
帯して取り組んでいる。
また、あらゆる分野における女性に対する差別の解消
を目指して、女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に
関する条約を軸に男女平等のための取組が積極的に展開
され、国内及び県内においても進められてきた。
しかしながら、性別による固定的な役割分担意識やそ
れに基づく社会慣行は依然として根強く、真の男女平等
の達成には多くの課題が残されている。
一方、現在の経済・社会環境は、急激な少子・高齢化
の進展をはじめ、情報化、国際化など多様な変化が生じ
ている。
特に、埼玉県においては、核家族世帯率が高く、女性
の労働力率が出産・子育て期に大きく低下する傾向があ
り、また、男性は通勤時間が長く、家事・育児・介護等
の家庭生活における参画が必ずしも十分ではない。
こうした現状を踏まえ、豊かで安心できる社会を築い
ていくためには、男女が、社会的文化的に形成された性
別の概念にとらわれず、その個性と能力を十分に発揮し、
あらゆる分野に対等に参画できる男女共同参画社会の実
現が重要である。
ここに、私たちは、男女共同参画社会の実現を目指す
ことを決意し、男女共同参画の推進についての基本理念
を明らかにしてその方向を示し、男女共同参画を総合的
かつ計画的に推進することにより、豊かで活力ある２１世
紀の埼玉を築くため、この条例を制定する。

（目的）
第１条 この条例は、男女共同参画の推進に関し、基本
理念を定め、県、事業者及び県民の責務を明らかにし、
並びに男女共同参画の推進に関する施策について必要
な事項を定めることにより、男女共同参画を総合的か
つ計画的に推進し、もって豊かで活力ある地域社会の
実現に寄与することを目的とする。

（定義）
第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意
義は、当該各号に定めるところによる。
一 男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員とし
て、自らの意思によって社会のあらゆる分野におけ
る活動に参画する機会が確保され、もって男女が均
等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受
することができ、かつ、共に責任を担うことをいう。
二 積極的格差是正措置 前号に規定する機会に係る
男女間の格差を是正するため必要な範囲内において、
男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提
供することをいう。
三 セクシュアル・ハラスメント 性的な言動に対す
る相手方の対応によって不利益を与え、又は性的な
言動により相手方の生活環境を害することをいう。

（基本理念）
第３条 男女共同参画の推進は、男女の個人としての尊
厳が重んぜられること、男女が直接的であるか間接的
であるかを問わず性別による差別的取扱いを受けない
こと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保さ
れること、女性に対する暴力が根絶されることその他
の男女の人権が尊重されることを旨として、行われな
ければならない。
２ 男女共同参画の推進に当たっては、性別による固定
的な役割分担等に基づく社会における制度又は慣行が
男女の社会における活動の自由な選択に対して影響を
及ぼすことのないよう配慮されなければならない。
３ 男女共同参画の推進は、県における政策又は民間の
団体における方針の立案及び決定に、男女が共同して
参画する機会が確保されることを旨として、行われな
ければならない。
４ 男女共同参画の推進は、家族を構成する男女が、相
互の協力と社会の支援の下に、子育て、家族の介護そ
の他の家庭生活における活動及び社会生活における活
動に対等に参画することができるようにすることを旨
として、行われなければならない。
５ 男女共同参画の推進は、生涯にわたる性と生殖に関
する健康と権利が尊重されることを旨として、行われ
なければならない。
６ 男女共同参画の推進に向けた取組が国際社会におけ
る取組と密接な関係を有していることにかんがみ、男
女共同参画の推進は、国際的な協力の下に行われなけ
ればならない。

（県の責務）
第４条 県は、男女共同参画の推進を主要な政策として
位置付け、前条に定める基本理念（以下「基本理念」
という。）にのっとり、男女共同参画の推進に関する
施策（積極的格差是正措置を含む。以下同じ。）を総
合的に策定し、及び実施するものとする。
２ 県は、男女共同参画の推進に当たり、市町村、事業
者及び県民と連携して取り組むものとする。
３ 県は、第１項に規定する施策を総合的に企画し、調整
し、及び推進するために必要な体制を整備するととも
に、財政上の措置等を講ずるように努めるものとする。

（事業者の責務）
第５条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動
を行うに当たっては、男女が共同して参画することが
できる体制の整備に積極的に取り組むとともに、県が
実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力する
ように努めなければならない。

（県民の責務）
第６条 県民は、基本理念にのっとり、家庭、職場、学校、
地域その他の社会のあらゆる分野に、自ら積極的に参
画するとともに、県が実施する男女共同参画の推進に
関する施策に協力するように努めなければならない。

５ 埼玉県男女共同参画推進条例
（平成１２年３月２４日条例第１２号）
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（性別による権利侵害の禁止）
第７条 何人も、家庭、職場、学校、地域社会等におい
て、女性に対する暴力を行ってはならない。
２ 何人も、家庭、職場、学校、地域社会等において、
セクシュアル・ハラスメントを行ってはならない。

（公衆に表示する情報に関する留意）
第８条 何人も、公衆に表示する情報において、性別に
よる固定的な役割分担及び女性に対する暴力等を助長
し、及び連想させる表現並びに過度の性的な表現を行
わないように努めなければならない。

（県の施策等）
第９条 県は、本県の特性を踏まえ、男女共同参画を推
進するため、次に掲げる施策等を行うものとする。
一 男女が共に家庭生活及び職業生活を両立すること
ができるように、その支援を行うように努めること。
二 広報活動等の充実により、男女共同参画に関する
事業者及び県民の理解を深めるとともに、学校教育
をはじめとするあらゆる分野の教育において、男女
共同参画を促進するための措置を講ずるように努め
ること。
三 あらゆる分野における活動において、男女間に参
画する機会の格差が生じている場合、事業者及び県
民と協力し、積極的格差是正措置が講ぜられるよう
に努めること。
四 審議会等における委員を委嘱し、又は任命する場
合にあっては、積極的格差是正措置を講ずることに
より、できる限り男女の均衡を図ること。
五 女性に対する暴力及びセクシュアル・ハラスメン
トの防止に努め、並びにこれらの被害を受けた者に
対し、必要に応じた支援を行うように努めること。
六 男女共同参画の取組を普及させるため、当該取組
を積極的に行っている事業者の表彰等を行うこと。
七 民間の団体が行う男女共同参画の推進に関する活
動に資するため、情報の提供その他の必要な措置を
講ずること。
八 男女共同参画の推進に関する施策の策定に必要な
事項及び男女共同参画の推進を阻害する問題につい
ての調査研究を行うこと。

（埼玉県男女共同参画審議会）
第１０条 埼玉県男女共同参画審議会（第１２条第３項にお
いて「審議会」という。）は、男女共同参画の推進に
資するために、次に掲げる事務を行う。
一 知事の諮問に応じ、男女共同参画の推進に関する
基本的かつ総合的な施策及び重要事項を調査審議す
ること。
二 男女共同参画の推進に関する施策の実施状況につ
いて、必要に応じ、調査し、及び知事に意見を述べ
ること。

（総合的な拠点施設の設置）
第１１条 県は、男女共同参画社会の実現に向けた施策を
実施し、並びに県民及び市町村による男女共同参画の
取組を支援するための総合的な拠点施設を設置するも
のとする。

（基本計画の策定）
第１２条 知事は、男女共同参画の推進に関する施策を総
合的かつ計画的に推進するため、男女共同参画の推進
に関する基本的な計画（以下「基本計画」という。）
を策定するものとする。
２ 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものと
する。
一 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画の推進
に関する施策の大綱
二 前号に掲げるもののほか、男女共同参画の推進に
関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必
要な事項

３ 知事は、基本計画を策定するに当たっては、県民の
意見を聴くとともに、審議会に諮問しなければならな
い。
４ 知事は、基本計画を策定したときは、速やかにこれ
を公表するものとする。
５ 前２項の規定は、基本計画の変更について準用する。

（苦情の処理）
第１３条 知事は、県が実施する男女共同参画の推進に関
する施策若しくは男女共同参画の推進に影響を及ぼす
と認められる施策についての苦情又は男女共同参画の
推進を阻害する要因によって人権が侵害された場合の
事案について、県内に住所を有する者又は在勤若しく
は在学する者（次項において「県民等」という。）か
らの申出を適切かつ迅速に処理するための機関を設置
するものとする。
２ 県民等は、県が実施する男女共同参画の推進に関す
る施策若しくは男女共同参画の推進に影響を及ぼすと
認められる施策について苦情がある場合、又は男女共
同参画の推進を阻害する要因によって人権を侵害され
た場合には、前項の機関に申し出ることができる。
３ 第１項の機関は、前項の規定に基づき苦情がある旨
の申出があった場合において、必要に応じて、前項の
施策を行う機関に対し、説明を求め、その保有する関
係書類その他の記録を閲覧し、又はその写しの提出を
求め、必要があると認めるときは、当該機関に是正そ
の他の措置をとるように勧告等を行うものとする。
４ 第１項の機関は、第２項の規定に基づき人権を侵害
された旨の申出があった場合において、必要に応じて、
関係者に対し、その協力を得た上で資料の提出及び説
明を求め、必要があると認めるときは、当該関係者に
助言、是正の要望等を行うものとする。

（年次報告）
第１４条 知事は、毎年、男女共同参画の推進状況及び男
女共同参画の推進に関する施策の実施状況を明らかに
する報告書を作成し、及び公表するものとする。

（委任）
第１５条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定
める。

附 則
この条例は、平成１２年４月１日から施行する。ただし、
第１３条の規定は、同年１０月１日から施行する。
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男女共同参画社会づくりの総合拠点

埼玉県男女共同参画推進センター
愛称：With You さいたま（ウィズユーさいたま）

みんなですすめよう男女共同参画

－平成 30 年度版男女共同参画に関する年次報告－

埼　

玉　

県

み
ん
な
で
す
す
め
よ
う
男
女
共
同
参
画

―

平
成
30
年
度
版
男
女
共
同
参
画
に
関
す
る
年
次
報
告―

ＪＲさいたま新都心駅より徒歩５分

ＪＲ北与野駅より徒歩６分

開　館　時　間

主な施設内容

事　業　内　容

所　在　地

月～土曜日　9時 30分～ 21時
日曜・祝日　9時 30分～ 17時 30分
休館日  　　12／ 29～ 1／ 3
            　  施設点検日（毎月第 3木曜日）

情報ライブラリー
交流サロン
相談室
セミナー室（有料）
授乳室、保育室のほか多目的トイレ
難聴者用補聴システムなども整備

情報収集・提供
相談事業
学習・研修事業
自主活動・交流支援事業
女性チャレンジ支援事業
被災者支援事業

〒330-0081
埼玉県さいたま市中央区新都心２－２
ホテルブリランテ武蔵野３・４階
TEL　048-601-3111（代表）
FAX　048-600-3802
E-mail  m013111@pref.saitama.lg.jp
URL　http://www.pref.saitama.lg.jp/withyou/

埼玉県
「コバトン」「さいたまっち」

埼玉県のマスコット

北
陸
北
陸
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